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序　　　文

我が国は厳しい財政の下においてＯＤＡの効率的実施が求められており、ＯＤＡの評価の重要

性が認識されております。本国別評価では、日本からの援助受け取り額が世界８位であるメキシ

コ合衆国を取り上げ、ＪＩＣＡ事業の評価を総合的に実施いたしました。

本評価調査報告書においては、小山伸広国際協力専門員を団長とする、1999年９月から１年間

の調査と本年９月のメキシコでの評価セミナーを経てここに完成の運びとなりました。

今回の国別評価調査では援助形態評価とセクター別事業評価を行い、初の試みとして５段階の

数値評価を適用し、過去 10年間のＪＩＣＡ事業の総合的評価結果は、５段階評価の「４」に近い

「３」という結果になっています（５が最高値）。評価は測る角度により異なるものであり、絶対と

いうものは存在しませんが、国別評価の目的であるＪＩＣＡ事業の全体的な貢献度としては、こ

の値はメキシコによるＪＩＣＡ事業の成果が総合的にはメキシコにとって全体的に満足のいく結

果であるといえると思います。

本評価調査では、メキシコの開発課題の分析も行い、地域間格差の是正、貧困対策、南南協力

の推進というキーワードを導き出し、日本の効率的かつ効果的なＯＤＡの投入を強調し、将来の

ＪＩＣＡ事業の展開に向けた国別事業実施計画策定への提言を試みています。メキシコは中高所

得国であり、開発レベルが高く、民間セクターの経済規模が大きいことから、的を絞った戦略的

援助アプローチが必要とされており、時宜を得た提言であると思います。

ＪＩＣＡの援助アプローチはプロジェクト中心・セクター重視から、開発課題ごとの総合的な

取り組みという新しいアプローチへのパラダイム・シフトの移行期にあります。本報告書の結論

は開発課題に対する取り組みをめざした提言ですが、評価結果と提言のギャップをどのようにつ

なげるかにおいて、調査団の苦労がうかがえます。

終わりに、本調査から導き出された教訓・提言については、ＪＩＣＡ事業に適切にフィードバッ

クするとともに、今後の日墨間の政策対話のなかで最大限に活用されることを願うものでありま

す。本評価調査にご協力、ご支援を頂いたメキシコ国際協力庁（ＩＭＥＸＣＩ）をはじめとする日

墨間の関係各位に対し、心から感謝申し上げます。

国際協力事業団

理事 高島　有終



は じ め に

本評価調査の実施においては、本調査結果が今後より具体的に活用可能なものとなるよう意識

し、ＪＩＣＡ事業の評価と同時に、同程度の比重として昨年度からＪＩＣＡが導入した国別事業

実施計画の質的向上に資する具体的な提案を行うことを意識しています。このことから本調査の

特徴として以下の 3点を強調したいと思います。

１点目はこの評価調査が参加型により実施されたことです。調査団はメキシコ国際協力庁

（ＩＭＥＸＣＩ）と合同で現地調査を実施しており、ＪＩＣＡ事業の直接的な関係者に加え、地方

州政府、大学関係者、市民団体など300名以上の方にアンケート及び意見交換を実施しました。ま

た、2000年９月には、評価セミナーをメキシコにて開催し、200名以上の参加者を得ました。日本

国内においても、評価結果についてＪＩＣＡ内のすべての評価対象案件の関係部署と意見交換を

実施してきました。これらのプロセスにおいて、日墨双方の多くの関係者に参画してもらい評価

結果を共有し、意見交換を行ったことは、本評価調査のねらいとしたところであり、評価結果の

透明性及び今後の評価結果の活用の観点において非常に意義深いことであると考えております。

２点目は、本調査では、ＪＩＣＡの初めての試みとして、評価結果に数値による評点を適用し

ました。この手法では、案件ごとの評価の積み上げから形態・セクターごとの評価を導き出した

ものであり、このことは、メキシコが中高所得国であるという特殊性、すなわちメキシコに占め

る日本のＯＤＡの割合が非常に限定的であり、ＪＩＣＡ事業のインパクトがセクターごとに現れ

にくいことを考慮した点において有効な手段と考えられます。

この試みは今後の効率的な事業実施への提案を行うための一つのツールとして有意義な方法の

一つと考えており、評価方法については可能な限り客観的な視点にたち、定性的評価を定量的な

数値で表現することを心掛けました。一方で、本評価調査の時間的・予算的・人的な資源の制約

のなかでは対応しきれなかった課題もあります。これらの課題についても「改善の方向」として本

報告書で取り上げており、今後の検討事項として頂ければ幸いです。

３点目は、ＪＩＣＡの援助アプローチがプロジェクト中心・セクター重視から、開発課題ごと

の総合的な取り組みという新しいアプローチへのパラダイム・シフトに対応すべく、本報告書の

結論は開発課題に対する総合的な取り組みに活用できる提言となっています。

また、以上の３点に加え、本評価調査では、評価結果が具体的に活用されることを意識し、付

属資料として「案件発掘・採択のためのチェックリスト（試案）」及び「事業の運営管理への提言」を

作成しました。これらはメキシコの事例から得られたものに限定されていますが、より現場に近

い関係者の実務に直接役立てられることを期待します。

最後に、現地調査期間中ＩＭＥＸＣＩ内に執務スペース及び事務機器等を提供していただき、

円滑な調査が実施できましたことをＩＭＥＸＣＩに感謝申し上げます。また、本調査にご協力頂

きました日墨すべての関係者の方々にお礼申し上げます。

メキシコ国別評価調査団

団長　小山　伸広



- i -

要　　　約

１　評価調査概要

（1）目的

①過去10年間のＪＩＣＡの対メキシコ協力を総合的に評価し、今後のＪＩＣＡ国別事業実施

計画に資する提言を導き出す。

②評価結果から他の技術協力実施国にも参考となるＪＩＣＡ事業の教訓を導き出す。

（2）評価調査団

団長／総括 小山　伸弘 ＪＩＣＡ国際協力専門員

プロジェクト評価１ 笹尾　隆二郎 アイシ－ネット（株）

プロジェクト評価２ 高橋　悟 アイシ－ネット（株）

（評価企画：企画評価部評価監理室　阿部　亮子）

（3）調査期間

平成11年９月から約１年間（他業務との並行作業）。期間中に２回（現地調査（６Ｍ／Ｍ）を

実施。

（4）評価調査のプロセス

評価調査団を第一次と第二次の２回に分けて派遣した。

第一次調査（2000年９月）：メキシコ国際協力庁（ＩＭＥＸＣＩ）と調査のフレームワークに

ついて協議し、これに関するミニッツを締結した。また、第二次調査の準備に向けて関係省

庁と意見交換を行った。

第二次調査（2000年２月）：評価調査団が評価調査を実施した。担当分野は、団長／総括団

員が「ニーズ確認サブフレーム・援助政策サブフレーム」、プロジェクト評価１、２団員が「事

業評価サブフレーム」を担当した。

現地セミナー（2000年９月）：報告書案を作成し、ＩＭＥＸＣＩからコメントを得ると同時

に、メキシコシティ及びベラクルスにおいて現地セミナーを開催し、ＪＩＣＡ事業に関係す

るメキシコ政府関係者、実施機関関係者と意見交換を実施した。

（5）評価フレーム

「開発ニーズ確認」「事業評価」「援助戦略」の３つの視点（サブフレーム）にたち評価調査を

実施した。
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２　評価結果

（1）事業評価サブフレーム：対象案件（24案件プラス研修員、専門家、協力隊の３形態）をＤＡＣ

評価５原則に沿い援助形態別及びセクター別に評価を実施し、評価結果は５段階の数値評価

を行った（「５」が最高点）。

（2）本評価の定量的な評価手法は時間的予算的制約のなかで情報を十分入手できていないもの

もある。調査方法により対象案件をＡＢＣの３区分に分類し、援助形態別評価では情報不十

分な案件は評価対象外とした。本評価手法の改善の余地については今後の課題として第 4章

の最後に記した。

（3）援助形態別評価の結果平均点は「3.8」と比較的高く、援助の最終成果であるインパクトも

「3.6」となっている。形態別では第三国研修・無償資金協力・研修員受入・専門家派遣の平均

点は「3.7」以上であり、インパクトも「3.9」と良好。プロ技と開発調査のインパクトは「3.1」

「2.1」とやや低い。

（4）対象案件を「農業、鉱工業、教育、保健、運輸、環境、防災」の７セクターに分類したセク

ター別評価の平均評価点は「3.6」であり、比較的良好。セクター別でみると、運輸、防災、教

育などのセクターが比較的高く、農業、環境、鉱工業はやや低い。このうち評価点が最も高

い運輸セクターをみると、特に自立発展性とインパクトが高い。評価点が最も低い農業セク

ターは、計画妥当性の評価点が低く、これが低いインパクトにつながっている。

（5）以上の結果から総合評価の平均点は「3.7」。５項目の分布はインパクトの「3.45」が最低値、

自立発展性が「4.1」最高値であり、５項目の結果に著しい高低はない。

（6）「開発ニーズ確認」及び「援助戦略」サブフレーム：メキシコのＯＤＡ受領額はＧＮＰの 0.3

％を占めるに過ぎず、ＯＤＡの果たす役割は非常に限られている。他方で１人当たりＧＤＰ

では南部を中心に極貧・貧困地区が存在する。我が国の対メキシコ援助は民間による経済活

動の恩恵を受け難く、また政府による施策が十分に成果を発揮するにいたっていない地方に

おける貧困軽減を重視することが必要であり、これはメキシコのニーズと期待に合致し、我

が国中期政策の対中南米地域の基本方針とも符合するものである。

（7）結論：評価結果及び開発課題の分析から今後５年間の対応すべき開発課題を６点に絞っ

た：
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①貧困軽減を通じた地域格差の是正

②地方における農産物加工業及び小企業の育成・新興

③地方における自然資源の回復・保全と都市における生活環境改善

④地方分権及び地方振興をめざす制度能力の強化

⑤中米・カリブ諸国を主な対象とするメキシコのドナー国化の促進

⑥日墨友好関係の強化

今後は段階的に国別事業実施計画の重点をこれらに移行する必要がある。報告書では６つ

の課題に対する対処すべき 15のプログラム及びモニタリング指標を提示した。

また、上位４つの開発課題については、貧困軽減が重要な課題となっている特定の候補対

象地域を選定し、関連するプログラムを集中して支援することが望ましい。初期的な分析の

結果、次の６地域を検討の対象することが提案される。

・ベラクルス、イダルゴ、サン・ルイスポトシの州境部

・ベラクルス、プエブラ、オアハカの州境部

・オアハカ東北部

・ゲレロ南東部

・ミチュアカン、メキシコ、ゲレロの州境部

（8）メキシコにおいてこれらの開発課題に対する取り組みを実施する際の留意事項としては、

従来の援助形態をベースとした援助から、開発課題への取り組みへ段階的に移行する必要が

ある。まず、現在進行中の事業のインパクトの向上を図るとともに、開発課題・プログラム

に優先順位をつけ、優先順位の高いもののなかから、着手しやすいものから順次着手すべき

である。また、現在進行中の事業は2003年末までにはすべてが終了する予定であることから、

この時までに移行準備を進め、2004年度から開発課題への取り組みを全面的に展開すること

が望まれる。

（9）メキシコ政府への要望事項については、プロジェクトのインパクトを高めるフォローアッ

プ活動の重視、研修成果を高める研修員の選定、効果的な第三国研修をめざすニーズの確認

とモニタリングの実施などがあげられる。

（10）本報告書では評価結果が具体的に活用されることを意識し、付属資料として「案件発掘・採

択のためのチェックリスト（試案）」及び「事業管理への提言」を作成した。
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第１章　イントロダクション

１－１　国別評価調査の目的

本評価調査の目的は、以下の２点である。

（1）過去 10年間（1988年から 1998年、サリーナス政権及びセディージョ政権）に実施された

ＪＩＣＡの対メキシコ協力がメキシコの開発課題の改善にどのように貢献しているかに

ついて評価することにより、問題点や課題を明確にし、今後のＪＩＣＡの対メキシコ協

力に資する提言を導き出す。

（2）評価結果からほかの技術協力実施国にも参考となるＪＩＣＡ事業の教訓を導き出す。

１－２　国別評価の背景

（1）国別評価の意義：

従来、援助の事後評価は個別案件評価が中心であった。事後評価は、案件の終了時点や終

了後一定期間が経過したあとに評価調査団を派遣、若しくは、在外事務所が現地コンサルタ

ントを活用し、所謂ＰＣＭ手法などを用いて、プロジェクト目標の達成度、効率性、自立発

展性などを評価してきた。こうした個別案件の評価は評価の基本であり、インフラストラク

チャーの強化又は整備など、投入規模の大きな案件においては特に重要である。しかし、一

国への援助案件数・援助額が多い場合、個々の案件だけを評価していては“木を見て森を見な

い”状況に陥ってしまうおそれもある。したがって、援助が効果的・効率的に行われたかを全

体として確認し、援助の質を高めていく必要がある。こうした観点から、近年、国際機関・ド

ナー国の援助機関では、複数の案件をまとめて評価する「セクター別事業評価」「国別評価」な

どに対する様々な取り組みが開始されている。ＪＩＣＡもそのような流れに沿い、セクター

別評価・国別評価を実施している。

（2）最近のＯＤＡの評価の動き：

我が国においても、ＯＤＡの評価をめぐり年々議論が高まっている。昨今の厳しい財政事

情から援助の効率的実施が求められており、量的拡大から質的向上に向けた転換が強く求め

られている。また、援助事業の評価結果についての情報を公開することにより、「透明性」の

確保を図るとともに納税者に対する「アカウンタビリティ（説明責任）」を高めることが求めら

れている。このような動きのなかで、援助事業に関する評価の重要性が認識されつつあり、

「21世紀に向けてのＯＤＡ改革懇談会」では「評価システムの確立」の重要性が指摘されてい

る。以上のような背景により、ＪＩＣＡにおいても国別アプローチに対応する評価システム

を確立することが緊急に求められている。
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（3）メキシコの特性：

一般に、開発途上国はＬＬＤＣ、低所得国、低中所得国、高中所得国などに分類されるが、メ

キシコは１人当たりＧＮＰが約US$ 4,000に達し高中所得国に分類されるとともに、ＯＥＣＤ

加盟を果したことから先進国の一部ともみなされている。こうしたメキシコの特性に配慮し、

技術協力の評価を実施するには以下の視点を重視することが必要である：

◆低所得国向けの支援とは異なり、メキシコの経済的・社会的発展レベルを考慮し、技術

協力に的を絞った効果的な支援であったか、

◆協力は、メキシコが直面している重点開発課題の解決を支援したか、

◆協力は、メキシコの対外的開発援助政策の支援に資するものであったか、等。

また、日本の技術協力を評価するにあたっては、メキシコの１人当たり所得という平均的所得

レベルだけではなく、所得配分についても十分に考慮することが重要である。さらに、メキシコ

との関係で特記すべき事項として、100年以上の歴史を刻む日墨友好の継続とその強化も重要な視

点として考慮することが必要であろう。

１－３　当評価調査の実施概要

（1）評価調査の対象期間

ＪＩＣＡの対メキシコ援助は、過去30年あまりにわたる実績を有するが、この間、メキシ

コをとりまく環境は大きく変化し、また、メキシコの経済社会の開発も著しく進展した。当

評価調査から今後の示唆を得るためには、過去 30年間をとり上げるよりも、直近 10年間程度

を取り上げる方が現実的であり、有用であると考えられる。したがって、当評価調査では、サ

リーナス政権及びセディージョ政権を含む1988年から 1998年の期間に実施された案件を評価

の対象とする。

（2）評価調査の対象案件

当評価調査は、ＪＩＣＡが実施していきた技術協力事業及び無償資金協力事業を評価対象

とすることから、評価対象期間に実施し終了した24の案件、並びに、「研修員受入事業」、「個

別専門家派遣事業」、「青年海外協力隊派遣事業」の３つの事業形態を加えた 27件（24案件と

３事業）を当評価調査の対象とした（表１－２－１参照）。なお、各案件の分野の特定にあたっ

ては、ＪＩＣＡの定める「分野分類表」を参考に、７分野（鉱工業、農業、環境、運輸、防災、

教育、保健医療）に分類した。
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（3）評価調査の実施プロセス：

1） 評価調査団の派遣

評価調査団は第一次と第二次の２回に分けて派遣された。第一次調査ではメキシコ国際

協力庁（ＩＭＥＸＣＩ）と調査のフレームワークについて協議し、これに関するミニッツを

締結した。また、第二次調査の準備に向けて関係省庁と意見交換を行った。第二次調査で

は、官ベース団員が調査の実施促進を行い、３名の評価者から成る評価調査団が評価調査

を実施した。評価調査団は後述の「ニーズ確認サブフレーム・援助政策サブフレーム」並び

に「事業評価サブフレーム」を担当する２つのチームに分かれ現地調査並びに各種関係者へ

のヒアリング調査を行った。

第一次調査（現地調査期間 1999.９ .18～ 1999.10.１）

総括 小山　伸広 国際協力専門員 1999.９.18～1999.10.１

開発計画分析 小山　良夫 国際協力専門員 1999.９.18～1999.９.28

援助政策評価 木村　祥子 外務省評価室 1999.９.18～1999.９.26

評価企画 阿部　亮子 評価監理室 1999.９.18～1999.10.１

通訳 吉田　充夫 （財）日本国際協力センター（ＪＩＣＥ） 1999.９.18～1999.10.１

第二次調査団（現地調査期間 2000.２ .３～ 2000.３ .１）

（評価調査団）

総括 小山　伸広 国際協力専門員 2000.２.３～2000.３.１

事業評価１ 笹尾　隆二郎 アイシーネット（株） 2000.２.３～2000.３.１

事業評価２ 高橋　悟 アイシーネット（株） 2000.２.３～2000.３.１

（官ベース）

評価企画 山本愛一郎 評価監理室調査役 2000.２.３～2000.２.６

評価企画 阿部　亮子 評価監理室 2000.２.24～2000.２.29

通訳 吉田　充夫 （財）日本国際協力センター（ＪＩＣＥ） 2000.２.３～2000.３.１

2） ＩＭＥＸＣＩとの合同評価

本評価調査の実施にあたり、ＩＭＥＸＣＩから評価調査を担当するカウンターパート並

びに調査団用の執務スペース及び事務機器が提供された。また、現地調査期間中、調査団

はＩＭＥＸＣＩと合同で現地調査を実施し、調査の過程では度重なる意見交換・協議を実

施した。
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表１－２－１　対象案件リスト

No. 分　野 形　態 案　件　名 終了時期

１ 鉱工業 プロ技 選鉱場操業管理技術 1996.8

２ 鉱工業 開発調査 ＣＦＭ選鉱場近代化計画ＦＳ 1990.3

３ 鉱工業 開発調査 マサテペック水力発電リハビリ計画ＦＳ 1993.5

４ 鉱工業 開発調査 サポートインダストリー振興計画ＭＰ 1997.2

５ 鉱工業 開発調査 メキシコカンポセコ地域資源開発調査（基礎） 1997.3

６ 鉱工業 第三国研修 デジタル伝送工学 1993

７ 鉱工業 第三国研修 選鉱分析 1991

８ 農業 チーム派遣 養蚕技術 1994.7

９ 農業 研究協力 農業用水資源有効活用 1998.11

10 農業 プロ技 砂漠地域農業開発 1997.2

11 農業 開発調査 ハリスコ州海岸地域農牧業農村総合開発ＭＰ 1996.11

12 農業 無償 漁業調査研究センター 1993.1

13 環境 開発調査 メキシコ市大気汚染対策 1988.12

14 環境 開発調査 鉱山公害対策計画ＭＰ 1992.3

15 環境 開発調査 大気汚固定発生源対策計画ＭＰ 1993.9

16 環境 開発調査 メキシコ連邦区下水処理計画ＦＳ 1995.2

17 環境 開発調査 大気汚染対策燃焼技術導入計画ＭＰ 1995.9

18 運輸 開発調査 太平洋港湾整備計画ＦＳ 1990.7

19 運輸 開発調査 観光促進投資戦略策定ＭＰ 1996.12

20 運輸 第三国研修 港湾水理 1997

21 防災 プロ技 地震防災 1997.3

22 防災 無償 地震防災センター 1988.8

23 教育 プロ技 教育テレビ研修センター 1996.3

24 保健医療 プロ技 家族計画・母子保健 1997.3

25 － 個別派遣専門家 1988年度派遣以降1998年度帰国分長期63名

26 － 研修員受入事業 1988年度から1998年度まで受入人数1,539名

27 － 協力隊 1994年１次隊から1997年３次隊まで（長期）20名
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＜ＩＭＥＸＣＩ関係者＞

Mr. Abel Abarca Ayala 科学技術協力局長

Ms. Cristina Ruiz Ruiz 同局協力プログラム国内実施部長

Mr. Efrain del Angel Ramirez 同局協定プログラム課長

Ms. Judith Garcia Hernandez 同局対日技術協力プログラム調整官

Ms. Nora Elia Cabrera de la Cruz 同局協力プログラム調整官

3） 評価調査工程

1999.9.18～ 1999.10.1 事前調査の実施

ＩＭＥＸＣＩとの合同評価実施に関するミニッツ締結

10月～１月 インセプションペーパー作成、国内作業

2000.2.3～ 2000.3.1 本格調査の実施

7月末 メキシコ側からのコメントを反映し最終報告書作成

2000.9.18 メキシコ市における合同評価セミナー

2000.9.20 ベラクルス市における合同評価セミナー

１－４　国別評価調査の今後に残された課題

ＯＤＡの事後評価には次の４種類があげられる：

（1）個別案件評価：案件の終了数年後に、個々の案件について評価５要素（目標達成度、計画

の妥当性、インパクト、効率性、自立発展性）を中心に評価し、類似案件の今後の援助に

役立つ示唆を得る

（2）セクター別事業評価・援助形態評価：個々の案件をセクターないしは援助形態別に分類

し、それぞれのセクターないしは援助形態に属する複数の案件を束ねて（評価５要素を

ベースに）評価し、同一セクターないしは援助形態に対する今後の援助に役立つ示唆を得

る

（3）国別評価：セクターないしは援助形態別の評価を取りまとめ、国全体としての援助効果

を（評価５要素をベースに）評価し、評価対象国に対する今後の援助に役立つ示唆を得る

（4）事業実施機関評価：ＪＩＣＡなど援助実施機関が途上国を対象に実施している援助事業

の全体を（国別評価の結果などをベースに）評価し、今後の援助実施機関の事業実施の改

善に役立つ示唆を得る

個別案件評価については、国際機関及びドナー国ともに長い経験を有しており、ＪＩＣＡにお

いても多くの評価実績がある。評価手法についてもＯＥＣＤ／ＤＡＣにより“Principles for

Evaluation of Development Assistance 1991”が発表されており、評価５要素をベースにする
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評価が定着している。しかしながら、複数の個別案件を束ねた評価が不可欠である国別評価

（Country Program Evaluation：ＣＰＥ）については、国際機関及びドナー国とともに試行錯誤を繰

り返しながらより良い手法を模索している段階である。このような状況を打開すべく、ＯＥＣＤ／

ＤＡＣは1994年５月に第１回国別評価ワークショップをウィーンで開催し、さらに、1999年３月

に第１回ワークショップのフォローアップをウィーンで開催した。

ＪＩＣＡはこのような国際的な国別評価に対する取り組みに呼応して、過去、インドネシア、マ

レイシア、バングラデシュなどの国別評価を試行的に実施してきており、当評価調査はその流れ

の一環に位置づけられる。第２章以下に続く各章から理解されるように、現段階の国別評価には

今後更なる努力を必要とするいくつかの改善点があり、その例として以下の点があげられよう：

（1）国別評価が対象とする案件数は極めて多く、評価に必要な情報をすべての案件について

均等に入手するためには、人員・期間・資金など多くの資源を投入することが必要にな

る。メキシコを対象とする当評価調査では、投入資源の制約により、すべての案件に対

して均等な情報を入手できるまでにはいたっておらず、今後の改善が望まれる。

（2）評価５項目によって評価される個別案件評価においても項目間の評価の重みづけをどう

するかという問題に直面するが、複数の案件を束ねて評価する国別評価では、このよう

な問題に加えて、例えば援助資金額が５億円の案件と３千万円の案件間の重みづけをど

うするかという新たな問題に直面することになり、これを解決しなければならない。当

評価調査では、このような案件間の重みづけは行っていない。

（3）従来は、セクター別及び援助形態別に援助が実施されてきたが、今後は、セクター及び

援助形態を超えて途上国の「開発課題の改善プログラム」に取り組むことが求められ、こ

の場合には、「成果重視のアプローチ、マルチセクター・アプローチ、包括的アプローチ」

が重視されることになる。ここでは、開発課題の改善プログラムに最適と考えられるセ

クター・ミックス、援助形態ミックス、参加の範囲と程度などに関する評価が必要とな

り、個別案件をたし合わせる評価とは異なる評価手法が求められることになり、この確

立が必要となる。

（4）「国別アプローチ」と「国別評価」は限られた援助資源を途上国の開発に有効に活用するこ

とをめざすものであり、究極的には援助実施機関のトータルとしての援助効率を改善し、

アカウンタビリティの向上を図る重要な手段であると理解される。したがって、国別評

価は、上記（a）から（c）までに示されたような視点から国別評価そのものを精緻化すると

同時に、複数国の国別評価を束ねた時に援助実施機関の経営改善につながる情報を提供

できるよう組み立てられなければならないと考えられる。
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第２章　国別評価調査のフレームワーク

２－１　国別評価調査の全体フレームワーク

当評価調査が実施する主要な作業項目として次の４点があげられる：

（1）ニーズの確認：1988年から 1998年までの期間におけるメキシコの開発課題の変遷とこの

間の国家開発計画を分析し、開発ニーズを確認する。

（2）事業評価（個別案件評価）：1988年以降に開始され 1998年までに終了した 24案件及び３

事業、計 27件についての個別案件評価を行う。

（3）事業評価（国別評価）：上記個別案件評価をベースに、セクター別事業評価、援助形態評

価を行い、さらにこれらを総合化して国別評価を試みる。

（4）援助政策の提案：メキシコの現況、日本の援助政策、ＩＭＥＸＣＩの政策、日墨関係者

の意向及び国際援助の動向などを勘案し、また、評価調査の成果を踏まえ、今後５年間

をめどとする対メキシコ援助政策を提案する。

図２－１－１は上記４点を踏まえて作成した当評価調査の全体フレームワーク図であり、大き

く「ニーズ確認サブフレーム」「事業評価サブフレーム」「援助政策サブフレーム」の３つのサブフ

レームにより構成される。

２－２　ニーズ確認サブフレーム

当サブフレームは、サリーナス政権からセディージョ政権にいたる期間の政策の変遷を分析し、

また、両政権における国家開発計画をレビューすることによって、国内外の課題解決に向けて、メ

キシコの開発ニーズがどのように変遷してきたかを明らかにしようとするものである。当開発

ニーズは個別案件をとりまく外部環境を示すものであり、評価５要素のうち「目標達成度」「計画

の妥当性」「自立発展性」などに大きく影響するものであり、評価にとって一つの重要な要因とな

る。

過去 10年間に確認された開発ニーズは、両政権による優先度と実施状況などに応じて、次政権

に引き継がれる可能性が高い開発ニーズをも含んでおり、これらは今後５年間程を視野に入れた

我が国の対メキシコ援助政策の立案に反映されることが必要となる。

２－３　事業評価サブフレーム

事業評価サブフレームは、大きく分けて、（1）個別案件の評価；（2）複数の個別案件を束ねて評

価するセクター別事業評価と援助形態評価；さらに（3）すべての案件を総合化して評価する国別

評価、により構成される。

個別案件評価では、各案件を評価５項目（目標達成度、計画の妥当性、インパクト、効率性、自
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立発展性）について分析・評価し、５段階による評点づけを行う。評価の恣意性を避け、かつ、具

体的評価内容を明確にするため、プロ技、開発調査、無償資金協力など援助形態別に評価５項目

（大項目）をあらかじめ中項目、小項目にブレークダウンしておき、初めに小項目の評点づけを

行って、これを中項目、大項目へと順次積み上げることによって評価５項目の評点づけを行って

いる。評点づけに必要とされる評価情報をすべて収集するのは予想を上回って困難であり、既存

資料類の精査、インタビュー調査及びアンケート調査により情報入手に努めたが、対象24案件の

うち、これら３種類の情報が収集できた案件は11案件であり、残りの13案件についてはいづれか

の情報が欠落することとなった。

個別案件評価のための情報収集では、援助形態別に事前に評価フレームワークを作成し、それ

に沿って対象案件実施機関の元カウンターパートやプロジェクトの受益者を対象に可能な限りイ

ンタビュー・アンケート調査を実施した。なお、研修員受入事業・個別専門家・青年海外協力隊

の３スキームについては、個別案件評価ではなく、援助形態評価として扱っている。

セクター別に、また、援助形態別に個別案件をグループ化し、評価５項目別に個別案件の評価

値を平均することによって、セクター別事業評価（７セクターについての評価５項目値の算出）と

援助形態評価（７スキームについての評価５項目値の算出）を行っている。さらに、評価５項目に

ついて７セクターの平均をとり、また、同様に評価５項目について７スキームの平均をとること

により「総合評価（国別評価）」としている。

（注）７セクター：農業、鉱工業、運輸、環境、教育、防災、保健

（注）７スキーム：プロジェクト方式技術協力（チーム派遣、研究協力を含む）、第三国研修、無

償資金協力、開発調査、研修員受入事業、専門家派遣事業、青年海外協力隊

２－４　援助政策サブフレーム

援助政策サブフレームでは、ニーズ確認サブフレームと事業評価サブフレームの成果を踏まえ

ながら、メキシコにおけるＯＤＡの位置づけ、我が国援助の基本方針、在メキシコ日本大使館の

考え方、ＪＩＣＡの対メキシコ援助の考え方、ＩＭＥＸＣＩの我が国援助に対する期待、主要ド

ナーの対メキシコ援助方針などを考慮して、「６つの対応すべき開発課題」を選定している。

さらに、「６つの対応すべき開発課題」について「成果重視のアプローチ」を念頭に、メキシコの

政府関係者、学術関係者、ビジネス関係者、ＮＧＯ関係者などとの合同会議における発言及び現

地コンサルタントによる「地域格差調査」の成果を考慮しつつ、テーマの目標、目標達成のための

プログラム、プログラム別の成果、成果の評価指標を検討している。

当報告書では、第３章において「ニーズ確認サブフレーム」、第４章において「事業評価サブフ

レーム」、第５章において「援助政策サブフレーム」について詳述している。なお、個別案件評価

の結果は別冊にまとめている。
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第３章　ニーズ確認サブフレーム

３－１　メキシコの概況

３－１－１　政　治

メキシコは立憲民主制による連邦共和国であり、議会は二院制（上院128議席、下院500議席）

である。国家元首は大統領であり、任期は６年（再選不可）である。メキシコ政治の特徴は制度

的革命党（ＰＲＩ）による事実上の一党支配にある。同党の前身は、1929年に結成された国民革

命党（ＰＮＲ）にまでさかのぼる。その後、ＰＮＲは 1939年にメキシコ革命党（ＰＲＭ）へと再

編され、さらに1945年に現在のＰＲＩへと改組された。このように70年以上にわたり安定政権

が継続し、メキシコは中南米で政治的に最も安定した国とされてきた。しかし、1970年代末の

石油危機を契機に債務が拡大し、その後の金利上昇、石油価格の下落による影響を大きく受け、

1982年には債務支払不能に陥った。以後、メキシコはマイナス成長と高インフレに見舞われる

ことになる。こうしたＰＲＩの政策運営の失敗に対し国民の非難が集中、1980年代から野党勢

力が徐々に台頭し始め、1988年の大統領選挙では、ＰＲＩの獲得票は全投票数の約 50％と、史

上最低の水準にまで落ち込んだ。

1988年に発足したＰＲＩのサリーナス政権は債務削減、民営化、外資の緩和などによる経済

の自由化を推進した。その結果、経済は安定を回復、1992年の北米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）

締結、1994年の経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟へと結実し、同政権に対する国内外の評価は

高まった。しかし、同政権末期にいたり、大統領候補者の暗殺事件、これにかかわる大統領実

兄の逮捕、サパティスタ国民解放軍（ＥＺＬＮ）のチアパスでの武装蜂起などを契機に政情が不

安定となり、巨額の貿易赤字が発生するなど、メキシコに対する懸念が表面化した。

1994年 12月、セディージョ政権が誕生したが、新政権の誕生直後に通貨危機が発生した。そ

の後、セディージョ大統領は、法治国家の確立、民主主義の促進、社会開発の推進（貧困軽減、

地方開発の促進、保健医療・教育サービスの拡充を含む）、経済成長などを柱とする国家開発計

画（1995～ 2000）を策定し、改革を着実に推進した。これにより、メキシコ経済は1996年から回

復基調に転じ、順調な経済成長を遂げることになるが、現政権は、政治改革、チアパス問題、先

の暗殺事件の真相究明など多くの課題を残しながら、解散することになった。

野党についてみると、国民行動党（ＰＡＮ）が1980年代後半から躍進し始め、2000年初頭にお

いて６州の州知事ポストを獲得している。また 1989年にはアウテモック・カルデナス（1930年

代の革命的指導者・大統領の息子）を中心に左派勢力が結集して民主革命党（ＰＲＤ）が誕生し、

カルデナスは 1997年の中間選挙で圧倒的支持を得てメキシコ市長に選出された。これを契機に

野党が躍進、ついにＰＲＩは下院で過半数を失い、68年間続いた単独政権は終了した。これに
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よってメキシコは実質的な複数政党制に移行したといわれる。当面の最大の政治的関心は 2000

年７月に予定される大統領選挙及び上下両院選挙であり、ＰＲＩの優勢が伝えられている。し

かし、2000年７月の総選挙では国民行動党（ＰＡＮ）がＰＲＩを破り第１党となるにいたった。

３－１－２　経　済

1980年代のメキシコ経済は、1982年の累積債務危機、1985年のメキシコ大地震、1986年の原

油価格の下落等により、貿易黒字の縮小、財政赤字の拡大、高インフレなど混乱を極めた。

しかし、1988年に発足したサリーナス政権は新自由主義路線を掲げ、インフレを抑制して経

済再建を図るほか、石油などを除き主要産業の民営化を積極的に推進した。さらに同政権は、

1992年の北米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）締結（1994年発効）、1993年のアジア太平洋経済協力会

議（ＡＰＥＣ）加盟、さらに 94年の経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟を実現し、先進国の仲間

入りを果たした。その一方で、新自由主義政策は輸入増による貿易収支の悪化を招き、資本逃

避を加速させることとなった。

サリーナス政権を引き継ぎ 1994年末に誕生したセディージョ政権は、政権樹立直後に通貨危

機に直面することとなった。これは、政情不安を懸念する海外投資家が資金を逃避させたこと

よって株価が暴落し、為替レートの切り下げにもかかわらずペソ売りが収束せず、変動相場制

に移行したものの、ペソの更なる大幅下落と外貨準備高の減少を招いたものである。1995年に

入り、米国のイニシアティブによる国際協調金融支援（500億ドル強）を受け、同危機は一応収

束、国際金融市場への復帰を果たし安定を取り戻すこととなった。

通過危機に直面したセディージョ政権は、1995年３月「新経済計画」を発表した。同計画は、

大幅な歳出削減、ガソリン・公共料金・ＩＶＡ（付加価値税）の引き上げ、通貨供給量の抑制、

中小企業の支援、最低賃金の引き上げなどを含む厳しい緊縮政策であった。さらに同年５月に

国家開発計画（1995～ 2000年）を発表し、貯蓄増による国内資本の充実、設備投資の促進、労働

力の質的向上などをめざした。このような政策が奏功し、経済は 1995年第４四半期から回復を

はじめ、1996～ 1997年と５％超の経済成長を記録し、1998年の成長率は 8.2％にも達した。98

年の１人当たりＧＤＰは 4,372ドルに達し、失業率も改善している。一方、経済回復に伴い貿

易収支が悪化し、1998年は３年ぶりに貿易赤字を記録した。
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表３－１－１　メキシコの主要経済指標

1989 1991 1993 1995 1997 1998

ＧＤＰ（億ドル） 2,089 2,872 4,032 2,863 4,024 4,600

１人当たりＧＤＰ（ドル） na na 4,185 3,592 4,247 4,372

実質経済成長（％） 3.3 3.6 0.6 ▲6.9 7.0 8.2

消費者物価上昇率（％） 19.7 18.8 8.0 52.0 15.7 15.9

失業率（都市部、％） 2.5 2.6 3.4 6.2 3.7 3.6

対外債務残高（億ドル） na na 1,317 1,699 1,497 2,100

輸出（億ドル） 352 427 519 795 1,104 1,175

輸入（億ドル） 348 500 654 725 1,098 1,252

貿易収支 ＋4 －73 －135 ＋70 ＋6 －77

外貨準備高（億ドル） 69 176 245 158 280 301

出典：メキシコ中央銀行

３－１－３　社　会

メキシコの国土面積は 197万 km2（日本の５倍強）であり、人口は 9,112万人（1995年人口調査）

である。人種構成は白人 15％、インディオ 25％、白人とインディオの混血 60％となっている。

1988年に発足したサリーナス政権は、経済の近代化とグローバル化を積極的に推進したが、

貧困や先住民問題は特に重視されることなく、このため、貧富の差が拡大することとなった。同

政権中にメキシコの１人当たりＧＤＰは 4,000ドルを超えたが、全人口に占める１日１米ドル

以下で暮らす貧困人口の比率は 15％まで上昇した（1990～ 1996年）。

こうしたなか、1994年１月のＮＡＦＴＡ発効と同時に、チアパス州でサパティスタ民族解放

軍（ＥＺＬＮ）による武装蜂起が発生した。ＥＺＬＮは貧困の原因は自由と民主主義の欠如にあ

り、「先住民の権利と文化の擁護」と「民主主義と正義」を訴えた。1996年２月に締結された「サ

ンアンドレス協定」は先住民の権利を擁護するよう憲法の改正を求めたものであるが、ＥＺＬＮ

は政府がこれを履行していないことに反発しており、交渉の見通しは立っていない。ＥＺＬＮ

蜂起がマージナリティ指標（ＣＯＮＡＰＯにより作成される疎外指標）の最も高いチアパス州で

起こったことには留意が必要であろう。1993年におけるメキシコの先住民人口は約 870万人（全

人口の９％）と推定され、中南米最大の先住民居住国である。先住民が全人口の 20％以上を占

める州はオアハカ、チアパス、ユカタン、キンタナ・ローの４州であり、これらは貧困問題が

深刻な南部に集中している。
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３－１－４　対外関係

1988年以前のデラマドリ政権までは第三世界を重視する政策がとられ、メキシコは自由世界

の一員としての立場を堅持してきた。サリーナス政権は新しい国際環境のなかで外交の多角化

と国際法の尊重を二大方針とする立場を表明したが、米国との関係強化、ＮＡＦＴＡの締結、

ＯＥＣＤへの加盟など経済重視の外交路線を展開することとなった。一方、米国の立場からす

ると、メキシコは不法移民、麻薬、エイズ、環境など様々な面で極めて影響の大きい隣国であ

り、メキシコの経済的発展と安定は米国にとり極めて重要である。1994年末に発生したメキシ

コ通貨危機に対してはいちはやく金融支援を表明し、その後もメキシコとの良好な関係の維

持・改善を図っている。

セディージョ大統領はサリーナス政権の外交路線を踏襲した。同大統領は就任直前にすべて

の中米諸国を訪問し、就任後も直ちにグァテマラを訪問し、また、ベリーズ首相との会見も行っ

た。カリブ諸国首脳会議においては「メキシコは歴史的なつながりの深いカリブ諸国との緊密な

絆を必要としており、西半球の統合や対外関係の多様化の面からもカリブ諸国は重要である」と

発言している。中米・カリブ諸国を重視する背景には、ＮＡＦＴＡ以降急速に進展している経

済・貿易面での対米依存を緩和したいという意図があるとされる。メキシコは 1995年にＥＵと

の自由貿易協定に署名し、外交・経済の多角化を推進しつつある。

メキシコは移民の受け入れを通じて我が国と長い歴史的関係を有しており、1997年には日本

人メキシコ移住 100周年を迎えた。メキシコの在住日系人は約１万 2,000名に達している。ま

た、メキシコと日本は、文化協定（1954年）、通商協定（1969年）、航空協定（1972年）、観光協定

（1978年）、技術協力協定（1986年）、青年海外協力隊派遣取極（1993年）などの多くの協定を締結

しており、交流強化を図っている。1971年に発足した日墨交流計画は 2001年には 30年の節目を

迎えることになり、本年度から交流枠を 30名から 50名に拡大した。

３－２　セクター別開発ニーズと国家開発計画

当評価調査では、メキシコの開発ニーズを把握するため、（1）サリーナス政権（1989～ 1994年）

及びセディ－ジョ政権（1995～ 2000年）の国家開発計画のレビュー、（2）政府関係機関へのヒアリ

ング調査、（3）地方自治体・大学関係者・経済界・ＮＧＯとの合同ミーティング、（4）過去に実施

した協力案件の現場視察などを行った。両政権の国家開発計画における主要な政策は表３－２－

１に示されるとおりであり、この10年間における主要セクター別の開発ニーズの動向は以下に示

されるとおりである。
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表３－２－１　メキシコ国家開発計画（サリーナス及びセディージョ政権）

分　　野 サリーナス政権（1989-1994年） セディージョ政権（1995-2000年）
0. 国家計画 0.1 国家主権と安全保障 0.1 国家主権の強化

0.2 民主化の推進 0.2 法制度の整備
0.3 経済回復と価格の安定 0.3 民主化の推進
0.4 生活水準の改善と向上 0.4 社会開発の重視

0.5 経済成長の推進
1. 経済全般 1.1 経済安定化の継続強化 1.1* 国内貯蓄の増大

2.2 生産投資の財源拡充 1.2* 経済安定と確実性の基盤強化
2.3 経済近代化の推進 1.3 経済成長をめざした資源の有効活用

1.4* 持続可能性を高める環境政策
1.5 全般政策を支援するセクター政策の実施

2. 農業 2.1 農場規模の拡大 農業生産者の所得向上
2.2 農業行政の地方分権化 2.1 農地拡大と技術革新に対する支援
2.3* 土地所有権の明確化 2.2* 地方道路・貯蔵施設の整備
2.4 農業生産性の向上 2.3* 効果的な土地改革の推進
2.5 農業生産用地の拡大 2.4 研究開発・民間投資への新技術の導入
2.6 農業金融と保険政策の改定 2.5* 地方のニーズに合致する研修の実施
2.7 農業投資の振興 2.6 農業金融の改革
2.8* 農産物価格政策の見直し 2.7 農業市場情報システムの整備

2.8 農業開放を実現する検疫システムの整備
3. 社会開発 National Solidarity Program Education, Health and Nutrition Program

(PROGRESA)貧困の悪循環を断つ
* コミュニティを対象 * 貧困家族を対象
3.1 対象：先住民地区、地方農村 3.1 栄養コンポーネント
3.2 分野：栄養、教育、保健、土地と家屋など 3.2 保健コンポーネント
3.3 方法：インフラ整備 3.3 教育コンポーネント

4. 保健 4.1 保健サービスの質的改善 保健サービスの質的改善とサービス・エリアの拡大
4.2 貧困の地方・都市住民を重視 4.1 保健制度の見直し
4.3 保健システムの近代化 4.2 基本パッケージ（ワクチン、栄養、リプロ）の普及
4.4 保健行政の地方分権化 4.3* 州・ミュニシパリティ政府への分権化
4.4* “Health Municipality Program”の整備 4.5 社会保障システムの整備

4.6 人材育成の重視
5. 教育 教育の近代化 すべての子供と若者に教育を

5.1 教育年限の延長 5.1 教育後進地域の一掃
5.2 教育システムの質的改善 5.2 先住民文化の尊重と先住民への教育の普及
5.3 教育行政の地方分権化 5.3* 学校施設の改善と情報技術の活用
5.4 地域社会の教育への参加 5.4* 教師の再訓練と質的向上
5.5 教育行政の改革と地方分権化 5.6* 戦略性の高い中等・高等教育の重視

6. 職業訓練 技術の後進性を打破して先進国に仲間入り 6.1 職場のニーズを満たす教育
6.1 産業界のニーズと連携した技術教育の重視 6.2 “Work Skill Certification(WSC)”の導入
6.2 学校と企業の技術的インテグレーション 6.3 技術教育と地域産業の連携

6.3 情報技術の重視
7. 制度能力強化 （特になし） 7.1 科学技術活動の地方分権化

7.2 地域研究・教育システムの統合化
7.3 WSCによる労働力の地域間移動の活性化

8. 自然環境 8.1 エコシステムの合理的な管理と活用 8.1 自然保護エリアにおけるエコツーリズム
8.2 自然保護エリアの国家システムの確立 8.2 汚染された水系の浄化
8.3 生物多様性に向けた各種の施策 8.3* 森林保護と両立する林業開発
8.4 自然環境の保護に向けた各行政レベルの協調 8.4 所得・生産増と両立する土壌保全と規制強化
8.5 絶滅種の保護と再生に向けた研究 8.5 水産資源の保護と両立する水産業の振興

8.6* 環境・天然資源保全行政の地方分権化
9. 都市環境 9.1* 都市環境を評価・予測する手法の導入 9.1 環境汚染の激しい都市の環境改善プログラムの作成

9.2 都市環境評価の制度・セクター間協調 9.2 危険廃棄物による影響の大きいサイトの修復
9.3 極度に危険と考えられる活動のリスト 9.3 環境悪化の激しい水系の浄化
9.4 中央・地方政府共同の危険地帯の認定 9.4 水資源供給インフラの整備と改善
9.5 環境リスク要素の評価に対する支援 9.5 上水と下水施設の整備と改善
9.6* インセンティブを伴う環境規制の強化 9.7 環境に関する研修と資金援助の活用

9.8 環境行政の地方分権化
10. 中米・カリブ 10.1 グァテマラとベリーズを重視 10.1 中米・カリブ諸国との友好・協調を重視

10.2 中米諸国の要請があれば支援を継続 10.2 グァテマラを重視
10.3 コロンビアとヴェネズエラとの連携重視 10.3 ベリーズとカリブ諸国との連携強化
10.4 歴史的・文化的に密接なキューバを重視 10.4 キューバの国際社会復帰を支援

出典：サリーナス及びセディージョ政権の「国家開発計画」
注：“*” は他方の政権と比較して特に特徴的な点を示す。
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３－２－１　農　業

農業セクターでは 1986年における開発及び貿易に関する一般協定（ＧＡＴＴ）加盟がメキシコ

農業の大きなエポックとなった。従来の閉鎖経済から開放経済に移行するため、投資、生産、輸

出入関連などで開放経済に向けて種々の施策が導入されることとなった。閉鎖経済時代には、

（1）農業生産の増加率は人口増加率よりも低く、（2）各種の農業支援サービスは非効率な国営企

業によって提供され、（3）農業関係のインフラも整備されていなかったなど、経済の開放化に耐

え得る状態ではなかったとされる。ＧＡＴＴ加盟後、1986年から 1990年にかけて農産物価格は

公定価格から市場価格へと大きく変化することとなった。

1992年に土地所有制度が国有制から個人所有制に転換されたことも農業セクターの重要なエ

ポックとなった。これによって外国企業がメキシコ国内に土地を所有し農業生産を行うことが

可能になった。1994年にはＮＡＦＴＡ加盟によりアメリカ、カナダに門戸開放、1995年には中

米への門戸開放など、農業のグローバル化が急速に進展した。サリーナス政権では経済の全般

的な国際化に向けて次の点が重視された：

（1）正当な国際取引を可能にする諸制度の確立

（2）他国と同等の条件での交渉

（3）段階的な市場開放の推進（～ 2000年）

農業セクターの国際化では特に次の施策が重視された：

（1）国内生産者の縦の連携を強化して開放経済に対処する

（2）農業の近代化とこれに取り組む農民を支援する

（3）穀類中心の生産（農業生産の 70％）から園芸、花、牧畜など作物の多様化を推進する

（4）市場の多様化、国内市場と輸出市場の拡大を図る

（5）農業部門に外国投資を積極的に誘致する。

農業の国際化を大きな潮流として受け止めたうえで、セディージョ政権は国際化のなかで農

民が自立できるようにすることをめざし 1995年に「農村との同盟」プログラムを開始したが、こ

れは次の４つの目標をもつ：

（1）農牧生産の増加率を人口増加率以上に引き上げる

（2）農民の所得向上を達成する

（3）国内食料生産で国内消費をまかなう

（4）さらに余剰生産を生み出し輸出を可能にする。

「農村との同盟」プログラムは農業の生産性向上に向けて水供給、土地改良、機械化などを推

進し、野菜、果物、牧畜、肉類など８つの農業サブセクターで良好な成果をあげたとされる。し

かし、（1）農民所得の向上が十分でない、（2）穀類生産が全生産の70～ 75％を占め作物の多様化

が進展していない、（3）輸出も満足できるレベルには到達していないなどの課題を抱えていると
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される。

「農村との同盟」プログラムは今後も継続されるという見方が強いが、同プログラムは裕福な

農民にメリットが偏り、必ずしもすべての農民にメリットが行きわたっていないという問題点

も指摘されており、今後は、作物の多様化を中心に小農民への助成・農村小企業の育成などに

対する支援の強化が必要とされている。農産加工、農業マキラドーラ（輸出保税加工地区）など

農業関連産業を積極的に開拓するというマクロ施策とともに、コミュニティの生産性向上をめ

ざした小規模家内農産加工の振興も極めて重要とされる。

３－２－２　鉱工業

国営企業の民営化は 1984年ごろから着手され、サリーナス政権になって積極的に推進され、

メキシコ電々の売却をはじめ 169の国営企業が民営化された。その後も民営化は推進され、発

電事業・鉱物資源開発などを含め国営企業総数 2,217企業のうち 1999年８月までに 1,970の国

営企業（89％）が民営化された。民営化されていない 247の国営企業は労働、教育、保健、研究

など主に社会サービス及び高度技術開発にかかわるものであり、これらの国営企業の民営化に

ついては「民営化のための各省委員会」により検討が進められている。

サリーナス政権とセディージョ政権はともに経済成長を重視し、前者は年間6％成長を、後者

は５％成長を掲げているが、前者が経済の近代化・生産性向上を重視したのに対し、後者はマ

キラドーラ関連産業の地方展開・工業化の遅れた地方の産業振興を重視しているなどの点で相

違が見られる。国家開発計画 1995～ 2000年は経済成長を通じて 100万人の雇用を創出すること

をめざしている。この目標達成のためには、外国直接投資の誘致、企業の拡大、資金と技術の

導入が必要であるとともに、若年労働力の育成・強化も重要な課題であり、このための教育・

研修が重視されている。

産業構造の高度化に向けては「産業クラスターの振興」が計画されており、各州の強みを強化

し、インフラを整備し、人材を育成することが必要であり、州政府と企業の協調が重要とされ

ている。産業クラスター振興のため、裾野産業の育成・振興を支援し、このネットワーク化が

重視されている。産業クラスターの頂点に輸出大企業を位置づけ、この下請企業群として裾野

産業を編成し、人材育成、経営指導、金融サービスなどを提供して支援しようとしている。こ

のため、1997年以降、各州に Regional Center for Improving Competitiveness（技術支援地

域センター）（各州１センターで合計32センター）を設立した。当センターの強化を中心に産業

開発が遅れている地方の産業育成が重視されている。

３－２－３　観　光

サリーナス、セディージョ両政権ともに観光開発による外貨獲得を重視しており、国際観光
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客は年間 2,000万人、80％が北米、10％がヨーロッパに達している（日本人観光客は約４万人に

過ぎない）。今後は、国際競争力を強化し質の高い観光客の誘致を図るという観点から、観光拠

点別振興計画の作成、地方観光プログラムの強化、教育啓蒙活動などを実施するとともに、新

観光市場への参入をめざし競争力強化にも力を入れようとしている。地方の観光コーディネー

ターを対象とする「中小観光産業振興」テキストを作成し、観光資源の分析・特定、周遊コース

の設計・開発、インフラ・施設の整備を進めている。

2000年７月の総選挙をもってセディージョ政権は終了する予定だが、観光省は政権後に向け

て「サステナビリティ観光政策（案）」を作成中で、ここでは、（1）環境保全、（2）地元文化の維持

と融合、（3）経済的自立発展性を柱としている。当観光政策の作成に向け、これまでに130拠点

での実態調査を終え、現在、政策を立案中であり、次のステップでは、ホテル・サティフィケー

トの発行、環境管理システムの確立、教育プログラムの整備など具体的な観光開発プログラム

を作成しようとしている。政権交替による観光政策の中断を避けるため、大学・研究機関と協

力して「観光センター」の設立を検討中である。

３－２－４　教　育

サリーナス政権では、基礎教育の普及を中心に教育の量的拡大が重視されてきたが、高等教

育及び技術教育には特別な考慮は払われなかった。セディージョ政権になってからは、教育の

量的拡大以上に基礎教育並びに高等教育の質的向上が重視されるようになり、技術教育におい

ても質的向上を図るべく資格制度の導入が重点施策とされている。セディージョ政権のもとで

教育の地方分権が積極的に推進され、教育予算は中央政府から地方政府に移管され、現在では、

義務教育については州政府の責任となっている。

2000年に入り文部大臣は「2000年教育政策」を大統領に提出した。その重点は、（1）教育全般

の質的改善を図ること、（2）学士レベルの質的向上と大学院の教育内容を社会のニーズに合致さ

せるなど高等教育の拡充をめざすこと、（3）技術教育の質的向上をめざし「資格制度」を導入す

る、という３点である。

技術教育に関する今後の政策は、（1）技術教育の質的向上を図る、（2）企業ニーズに応え企業

との連携を強化する、こととされる。技術教育には州政府が主導するセシーテス・モデル（技術

教育・職業訓練を州政府と中央政府が費用の 50％づつを負担）、イカテス・システム（人材育成

センター）、高等教育システムと中央政府が主導するセイト・モデル（教育省が主管し州の技術

教育を支援）があるが、教育の地方分権化の進展にともない、これら技術教育に関する地方政府

の重要性が一段と高まっている。
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３－２－５　保　健

1974年以来、政府は一貫して人口政策と家族計画を重視しており、この政策は中央政府から

州政府に次第に引き継がれている。サリーナス政権ではワクチン接種及びＯＲＳ（経口補水塩）

を全国に普及させ５歳未満児死亡率を著しく改善したが、保健セクターの地方分権はあまり進

展がなかった。セディージョ政権では保健セクターの地方分権化が積極的に推進され、プライ

マリー・ヘルスケアの全国展開が重視されている。

セディージョ政権になり、保健政策は大きく変革された：

（1）保健セクターの近代化：貧困層 1,000万人に保健サービスを効率的に提供し質的改善

を図るべく、サービス提供側に経済的インセンティブを付与して保健行政の効率化を

推進し、また、保健サービスの需要と供給のバランスを考慮する

（2）費用対効果の重視：インディヘナ（先住民）の居住する貧困地域を重点的に支援し、教

育と栄養を重視する

（3）保健サービスの地方分権化：1994～ 2000年の期間に国家予算の 60％を社会セクターに

支出し、このうち地方への予算配分比率を従来の 20％から 80％に引き上げる

（4）保健機構の改革：保健省とＩＭＳＳ／ＩＳＳＴＥとの調整・統合を図り、社会保険シ

ステムの確立に着手する（これは次期政権に引き継がれて具体化される可能性が高い

とされる）。

保健セクターでは、インディヘナ（先住民）が多い貧困地方における保健サービスの拡充が目

標とされ、チアパス州、オアハカ州、イダルゴ州、ゲレロ州、メキシコ州、ベラクルス州、ナ

ヤリ州、チワワ州などが優先対象州とされる。先住民が多い地区では、先住民の文化的伝統、価

値観、言語などが保健サービス普及の障害となっているが、短期的には保健ワークショップな

どにより先住民の啓もうを図り、また、家族計画を推進する永続的ユニットを設置して保健

サービスの拡充を図りたいとしている。今後は、中央政府はＯＤＡの窓口にとどめ、州政府に

ＯＤＡプロジェクトの実施と管理を任せたいということである。

３－２－６　貧困対策

（1）極貧対策

サリーナス政権は“Solidarity”プログラムによって貧困軽減をめざしたが、当プログラ

ムは主として道路、下水、電気などコミュニティにおけるフィジカル・インフラの整備を

対象とした。当プログラムでは、政府が資金と資機材・材料を提供し、住民が労働力を提

供することによってインフラを整備するが、当プログラムの提供を受けるためには受益者

側が計画書を作成・提出しなければならず、その能力がない極貧コミュニティは結果的に

サービスを受けられないことになった。また、このプログラムの提供を受けることに貢献
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した人はコミュニティのリーダー的存在となり、政治力をもつようになって中央政治の末

端に位置づけられるなど政治との関係が強化されることになった。

セディージョ政権で開始された極貧対策プログラム“PROGRESA”では、Solidarityプログ

ラムの反省に基づき、最も必要とする人々にサービスを直接提供すること、貧困対策と政

治的な関係を絶つこと、最終的にデモクラシーの強化につながることが志向されている。

当プログラムの特色は、（1）貧困軽減という目的に沿った公平な決定を下すこと、（2）必要

とする家族にサービスを提供すること、（3）女性に資金を直接手渡すこと、にあるとされ

る。PROGRESAは、地方の極貧家族に直接届くサービスを提供することにより、貧困による

栄養不良－不健康と病気－その結果としての不登校と低い能力－そのための低い生産性と

低い生活水準という「貧困の悪循環」を断ち切り、適切な栄養、良い健康、教育による生活

水準の向上という望ましい循環の形成をめざしている。

当サービスの提供にあたっては、コミュニティの貧困指標である“Marginality Index”

（学校・クリニックの分布マップなど）を基準に対象州を選定し、州政府と協議したうえで

州政府が必要な学校・クリニックの整備を行うことを確認する。そして、州内の対象コミュ

ニティを選定し家族レベルでのインタビュー調査を行って対象家族を選定する、そのうえ

で、コミュニティでの協議を経てサービス対象家族を最終的に確定する。このような手順

によってサービスを必要とする家族をできる限り公平に選定するよう努めているとされる。

PROGRESAは地方の極貧層を対象として適用地域を拡大してきており、今後の方向として

は、遠隔地の小集落にサービスを提供する方向と都市の貧困層をターゲットにする方向が

あるとされる（PROGRESAナショナル・コーディネーターによる）。前者は、当プログラムの

効率性を著しく低下させることになるため実施の可能性は低いとされる。後者の都市貧困

問題は種々の要因が複雑にからみ合った結果であり、どのような貧困対策が可能か着手前

に慎重に検討することが必要ということであり、パイロット・スタディなどにより小規模

に開始したいということである。

PROGRESAについては、政治家、地方政府、ＮＧＯ、民間セクターなど多くの関係者の賛

同が得られており、また、毎年の議会報告によって予算も拡大を続けている（1999年予算

は US$ 1.0 billion）ことから、次政権においても継続されるだろうといわれている。当

プログラムによって極貧層のベーシック・ヒューマン・ニーズが確保されたあと、これら

の人々が具体的にどのような経済活動を展開できるかが重要であり、それぞれのコミュニ

ティで各家族が経済活動を見いだすことが当プログラムの今後の大きな課題とされる。貧

困軽減への支援では、当プログラムとの関連を重視することが必要である。
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（2）SEDESOL（社会開発庁）による貧困対策

現在、国家予算の 60％が社会セクターに配分されているが、これは二つに分類され、一

つは広義の社会開発で教育・保健・住宅などが含まれ、もう一つは、直接的な貧困対策で

収入源の創出・インフラ整備・人材育成などが含まれる。後者に対する予算額は社会セク

ター支出の12％（国家予算の7.2％：440億ペソ）に相当し、SEDESOLが実施している。SEDESOL

は関係省庁と連携しながら、クレジットプログラム、女性の生産性プログラム、臨時雇用

プログラムなど 14の「貧困対策プログラム」と“PROGRESA”を含む他の３つのプログラムに

よって「貧困軽減」に取り組んでいる。

SEDESOLの 14の貧困対策プログラムは、関係省庁のプロジェクトとともに、極貧地域に

指定された94のプライオリティー地域（1998年に設定、それ以前は全国均等配分）に集中的

に投下されるが、４種類のファンドが設けられている：

1） 生産単位の開発ファンド

2） 持続可能な地方開発ファンド

3） 社会共同投資ファンド

4） プライオリティーの高い貧困層ファンド

SEDESOLプロジェクトは市場経済のなかで地方の貧困コミュニティが自立する仕組みを確

立することをめざしている。しかし、SEDESOLによる 14のプログラムは別個に実施されコ

ミュニティの自立を効果的に支援しているとはいえない状況にあり、コミュニティの自立

をめざした効果的な組み合わせを可能にすることが課題とされる。また、SEDESOLによる支

援プログラムは比較的大型であるため、コミュニティのニーズに必ずしも合致せす、支援

プログラムの自立発展性に問題があるとされる。さらに、SEDESOLによる支援は一定期間に

限定されており、期間後はコミュニティが自助努力によって運営管理することが求められ

ているが、この自助努力がいかに現実化できるかがもう一つの大きな課題とされる。

PROGRESAと同様に、貧困軽減への支援では、当プログラムとの関連を重視することが必要

である。

３－２－７　環　境

環境セクターは1988年ごろから国際的に注目されるようになり、1992年のリオ会議から各国

が環境行動計画を策定するようになった。メキシコは 1988年に環境計画を策定したが、この計

画は資源の有効利用に主眼が置かれていたとされる。リオ会議以降、メキシコでは環境計画と

環境対策の総合化が重視されるようになり、その結果 1995年に環境天然資源漁業省（SEMARNAP）

が設立された。サリーナス政権では、社会開発分野の一施策として都市における生活環境の改

善が重視されたが、セディ－ジョ政権では、環境は経済セクターの問題としてとらえられ、地
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方における自然環境の回復・保全が重視されるようになった。環境問題は現政権の重要な政策

であり、また、長期的な取り組みが不可欠であることから、次期政権においても継続して重視

されるであろうといわれている。

森林環境については土地所有制度との関係が重要である。従来、土地は国有で共同体が利用

ができる土地が 80％程度に達し、ここにはインディオが主に居住していたことから、自然環境

対策はインディオに対する環境教育が中心であったとされる。1988年以降、個人による土地所

有制度に移行し、土地の有効利用をめざし、森林利用に関する様々な制度改革（主に規制緩和）

が実施されることとなり、さらに1994年のＮＡＦＴＡ加盟以降、森林利用の規制緩和が一段と

推進され、森林環境が著しく悪化したとされる。

セディージョ政権になり環境保護の気運が急速に高まり、グローバルな視点から環境保全制

度が確立されることとなった。1995年に林業は環境天然資源漁業省に移管され、環境管理セン

ター、環境保全監察局、生物多様性生態研究所などが相次いで設立された。セディージョ政権

下では次のような森林プログラムが実施されている：

（1）プロデプラン：商業森林（製紙用パルプ、建設用木材生産など）という考え方を導入し、

植林コストの 65％を政府が補填する

（2）プロデフォール：森林開発プログラムと呼ばれるもので、インディオなど森林所有者

の森林活用に助成金を提供する。

（3）プロナーレ：国家森林プログラムと呼ばれるもので、首都圏から農村地域まで植林の

範囲を拡大する。

1996年に「環境均衡一般法」が成立、1997年に森林法と関連規定が制定されるとともに、同年

環境法の改定が行われた。ここ２～３年、南部地域では森林の畑地転換が多く、土地利用法と

環境法の関係が問題化している。森林保全の重要性については国際的にも国内的にも幅広いコ

ンセンサスが形成されており、森林保全は今後さらに継続・強化されるであろう。植林は直ち

には商業的価値を持たないが、長期的な環境上のメリットを重視することが重要である。

３－２－８　地方分権

メキシコの「集権的連邦制」は100年程前に確立された。現在は、集権的連邦制から「分権的連

邦制」に移行しつつあるといえよう。1990年に中央政府・州政府・学術関係者などにより地方分

権化を推進するコンセンサスが得られ、地方政府のなかにも民主化傾向が強まったこともあっ

て、地方分権化の動きが活発化した。

地方分権化の第１ステップは、1992年の教育セクターにおける地方分権化の実施（100万人の

教員が中央政府から地方自治体に移管された）であり、これを契機に行政の地方分権化は幅広く

実施されることとなった。セディージョ政権では、保健、貧困対策、農業、道路、環境など多



- 22 -

くのセクターで地方分権化が推進され、保健セクターでは 12万 7,000人の医師と看護婦、7,800

の病院が中央政府から地方政府に移管された。

地方分権化の第2ステップは、人権・平等・分配など社会正義に関する施策の分権化であり、

義務教育、識字教育、農業普及などの分権化が推進された。メキシコの徴税制度は国家税制調

整システムにより国庫に納入されることになっている（現在は約 96％）。中央政府から地方政府

への予算配分比率は1995年に 42.5％であったが、2000年には 60％まで引き上げられる計画であ

り、教育セクターでは 70％（220億ドル）、保健セクターでは 54％（400億ドル）、貧困対策では

36％に引き上げられる予定である。

このように、1990年代は地方分権化が画期的に推進された 10年であった。しかし、地方分権

化が急速に進展したものの、地方政府の行政能力には大きな差異が認められ、経済開発が進展

している州の行政能力は高いが、南部の貧困州などの行政能力は非常に低いレベルにとどまっ

ており、この改善が大きな課題とされる。さらに、地方分権化が州政府からミュニシパリティ

政府に及ぶ動きもあり、ミュニシパリティ政府の行政能力の強化が重要な課題となる。

３－２－９　中米・カリブ諸国への支援

メキシコ外務省は 25年前に国際協力セクションを設置し、その後、次第に国際協力体制を強

化してきた。1990年代初頭には国際協力部門は次官級レベルに格上げされたが、先進国からの

援助受け取りと途上国への援助提供は同一部門で実施されていた。その後、1995年に国際協力

は次官省に格上げされ、先進国グループ（ＯＤＡの受取）、途上国グループ（ＯＤＡの提供）、同

レベルグループ（水平協力）の３部門が設置されることとなった。これにより業務分担が明確に

なり職員の専門性を培う基盤ができたとされる。1998年にＩＭＥＸＣＩが設立された。

メキシコの対途上国援助では中米・カリブ諸国が主な対象である。1990年 11月にサリーナス

大統領令で「メキシコ対中米協力委員会（ＣＭＣＣ）」が設立され、設立当初の予算規模は 500万

ペソであった。その後予算規模は少しずつ増額されたが、1995年 600万ペソ、2000年 800万ペ

ソ（約 9,000万円）という規模で推移している。セディージョ政権は中米・カリブ諸国を重視し、

グアテマラとベリーズを中心に援助活動を展開している。セディージョ政権では国際協力につ

いて次の点が重視されている：

（1）参加型協力・共同出資型協力：ＯＤＡの受け手が中央政府から地方自治体に拡大され、

保健・農業分野などにＮＧＯも参加可能になった

（2）国際協力への民活：案件の形成、関係者の合意形成などに民間コンサルタントが参加

し、実施に向けた取り組みが幅広く行われるようになった。ＩＭＥＸＣＩはこのよう

な動向に対応できるよう法制度の整備、財源確保、企画・評価システムの強化に取り

組んでいる。
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上記に加え、メキシコの対外援助には米州機構（ＯＡＳ）への年間約 60万ドルの拠出がある。

ＯＡＳ基金に関する第 22条は、メキシコの拠出金はメキシコの対外援助に限定して使用される

よう規定しており（メキシコ国内では対外援助予算の増額には根強い反対があり、予算増額の別

形態として米州機構への拠出という形をとっている）、先の 800万ペソと当60万ドル、合計約１

万 5,000～１万 6,000万円がメキシコの年間対外援助資金である。ＩＭＥＸＣＩの対中米・カリ

ブ協力局が当資金を管理し、800万ペソは地域案件を中心に、60万ドルは二国間案件を中心に

使用されている。

メキシコの対外援助の問題点として次の点があげられている：

（1）要請案件の審査システムを整備する

（2）援助効果の視点から援助案件の規模を再検討する

（3）中長期の援助要請に応えられるよう援助体制を整備する（現在は3か月を超えて継続で

きる援助体制がない－援助人材を提供する省庁側の現行制度による）

（4）年間援助資金を効果的・効率的にディスバースする

（5）対外援助に対する世論の支持を高める。

ＩＭＥＸＣＩの援助能力の強化はこのような諸問題を改善するために必要であるとともに、

我が国のメキシコを通じた南南協力の波及効果を高めるうえでも極めて重要と考えられる。

３－３　メキシコの国家予算

メキシコ政府の予算規模は、サリーナス政権当初から一貫して増加し 1994 年には US$ 73.6

billion に達した。しかし、セディージョ政権初期に発生した経済危機により財政は緊縮され、

1995年の予算は US$ 44.7 billion（前年比 39％減）にまで減少した。その後、順調な経済成長を

反映して予算規模は年々拡大し、1998年度には US$ 97.3 billion（予算削減が数次にわたり行わ

れたため最終予算か否か不明）にまで回復・増加している。

サリーナス及びセディージョ政権のセクター別予算配分を見ると、両政権ともに鉱工業（サリー

ナス政権27％、セディージョ政権 21％）、保健（サ政権21％、セ政権22％）及び教育（サ政権20％、

セ政権21％）の３分野への予算配分が大きい。次いで、運輸（サ政権６％、セ政権６％）、農業（サ

政権６％、セ政権６％）及び行政（サ政権３％、セ政権４％）が続いている。両政権の予算配分に

は特に大きな差異は認められない。

３－４　メキシコに対する援助動向

３－４－１　メキシコへの資金流入とＯＤＡ

表３－４－１は1994～ 1998年におけるメキシコへの資金流入量、ＯＤＡ受領額並びにグラント
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援助の受領額をネットで示したものである。ＯＤＡ、そのほかの公的資金フロー及び民間資金フ

ローを合計した“Total Receipt Net”は、1995年におけるメキシコの経済危機のため一時的に大

きく減少したものの、1998年時点では約80億ドルに達しており1994年の流入額よりも大きい。

表３－４－１　メキシコへの資金流入ネット額

unit：US$ million

1994 1995 1996 1997 1998

1. Total Receipt Net 6,810.9 3,530.9 8,172.3 8,092.4 7,848.8

（1994＝100） （100） （52） （120） （119） （115）

   DAC Conitries 6,603.3 2,496.3 7,746.8 8,201.0 7,507.6

   Japan -643.9 -876.3 1,599.4 953.1 -500.8

   Multi & Others 207.6 1,034.6 425.5 -108.6 341.2

2. Total ODA Net 424.9 385.1 286.7 99.1 14.8

（1994＝100） （100） （91） （67） （23） （3）

（ODA／Receipt in ％） 6.2 10.9 3.5 1.2 0.2

   DAC Conitries 396.8 365.1 274.3 88.7 3.8

   Japan 183.1 288.3 212.8 41.4 -56.3

   Multi & Others 28.1 20.0 12.4 10.4 11.0

3. Grant 150.5 153.3 162.2 133.0 142.5

（1994＝100） （100） （102） （108） （88） （95）

（Grant／Receipt in ％） 2.2 4.3 2.0 1.6 1.8

   DAC Conitries 105.0 120.4 132.6 107.8 119.6

   Japan 35.1 42.0 38.6 37.2 29.5

   Multi & Others 45.5 32.9 29.6 25.2 22.9

Source：“Geographical Distribution of Financial Flows to Aid Recipients 1994-1998”by OECD

Note：“Total Receipt Net”includes ODA, OOF and Private

このように民間資金フローを含む資金流入ネット額は増加しているが、“Total ODA Net”は

1994年以降一貫して減少しており、1998年のＯＤＡ流入ネット額は約 1,500万ドルにまで減少

し、これは 1994年の流入ネット額４億2,000万ドルに比べ３％に過ぎない。この大幅な減少は

主としてＤＡＣ加盟国への融資返済が融資受入れを上回り、流入ネット額が大幅に減少したこ

とによる。しかしＯＤＡ流入額のうち、メキシコへのグラント援助額は経年的に見て大きな変

化はなく、１億 4,000万～１億 5,000万ドルの流入が継続しており、我が国のグラント援助も

3,500万ドル程で推移している。この表からいえることは、メキシコへの資金流入は民間資金フ

ローが大きなシェアを占めており、ＯＤＡによる流入ネット額は非常に限られているというこ

とである。１億4,000万～１億5,000万ドル・レベルでコンスタントに流入するグラント援助は、

民間経済活動の恩恵を受け難い分野で効果的に活用されることが望まれるといえよう。1998年

における主要なグラント援助国は、大きい順から日本（US$ 29.5 mil.）、フランス（US$ 28.9
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mil.）、スペイン（US$ 19.2 mil.）、米国（US$ 10.0 mil）、英国（US$ 6.9 mil.）である。

メキシコの１人当たりＧＮＰは約 4,000ドルに達し、高中所得国に位置づけられるとともに、

ＯＥＣＤ及びＮＡＦＴＡへの加盟を果たし、また、中米・カリブ諸国への支援を実施している

ことからもうかがえるように、メキシコは「途上国からの卒業」段階に近づいているといえるで

あろう。表３－４－２は、開発途上国によるＯＤＡの受入状況を示したもので、そのなかでの

メキシコの位置を示している。途上国におけるＯＤＡの重要度を判定する指標としてＧＮＰに

対するＯＤＡの比率（ＯＤＡ／ＧＮＰ）を取り上げてみると、ＬＬＤＣ諸国では９％という高い

比率を示しているが、１人当たりＧＮＰの増加とともに当該比率は低下し、メキシコが属する

高中所得国の平均比率は 0.07％にまで低下している。メキシコの比率は 0.03％という平均をさ

らに下回る低い値であり、ブラジル、アルゼンティンと同値になっており、途上国全体で見る

と第７位にランクされる。この比率の意味するところは、メキシコ経済の規模は非常に大きく、

ＯＤＡが経済全体に果たす役割は極めて限定されるということである。

表３－４－２　開発途上国の政府開発援助の受入状況

Net ODA Receipt（US$ million） ODA／GNP GNP／Cap

1994 1995 1996 1997 1998 1997 1997

per cent US$

LLDCs 16,153 16,532 13,476 12,572 12,066 8.99

Other LDCs 16,399 15,324 14,695 11,792 13,109 0.78

LMICs 14,098 12,946 12,735 10,927 11,439 0.78

UMICs 2,187 2,180 1,725 1,510 1,828 0.07

HICs 732 1,080 792 684 801 0.16

Unallocated 9,756 11,138 10,687 10,661 10,827 -

MADCTs 1,320 410 2,264 0 0 -

Total 60,645 59,610 56,374 48,146 50,070 -

Mexico 425 385 287 99 15 0.03 3,700

Argentina 147 143 134 957 7 0.03 8,950

Brazil 253 273 288 273 329 0.03 4,790

South America 2,155 2,605 2,738 2,486 2,333 0.16

Far East Asia 8,321 8,906 6,802 5,812 7,225 0.24

N. & C. America Total 3,115 3,478 3,107 2,377 2,529 0.50

South & Central Asia 8,161 6,420 6,489 5,533 6,184 0.91

South of Sahara1 8,822 18,387 16,077 14,214 13,559 4.61

Source：“Development Cooperation Report 1999”by DAC, OECD

Note：LLDC：Least Developed Contries

Other LDCs：per capita GNP < $765 in 1995

LMICs：Lower Middle Income Countries, per capita GNP $766-$3,035 in 1995

UMICs：Upper Middle Income Countries, per capita GNP $3,036-$9,385

HICs：High Income Countries, per capita GNP > $9,385

MADCTs：More Advanced Developing Countries and Territories



- 26 -

３－４－２　主要ドナー国・国際機関の対メキシコ協力

（1）日本：

我が国は、メキシコがブラジルと並び中南米地域において政治・経済上重要な役割を果

たしていること、我が国と伝統的に友好な関係にあり、約１万 2,000人あまりの在留邦人、

日系人が在住していること、我が国の対メキシコ投資が多いなど経済的に密接な関係にあ

ることなどを考慮して、所得水準が比較的高いため技術協力を中心とした援助を実施して

いる。セディージョ政権の方針を踏まえた協力の重点分野、実施上の問題点などについて

の政策対話を行い、環境分野、産業開発・地域振興に資する人づくりを中心に協力を行っ

ていくことを確認した。

メキシコは 1996年の我が国援助実績で第７位の供与先国となっている。技術協力では、

行政、工業、運輸・交通、人的資源などの分野を中心に、各種形態により幅広く協力を行っ

ている。特に研修員受入れについては、日墨交流計画に基づき計画的受入れを進めてきて

いる。また、中米・カリブ海諸国を主な対象国とした第三国研修を実施するなど南南協力

への支援を行っている。

メキシコに対する日本の援助は、主に国際協力事業団による無償・技術協力と国際協力

銀行による円借款により実施されてきた。国際協力事業団（ＪＩＣＡ）はメキシコに対し

様々な形態で援助を実施しており、評価対象期間における援助形態別案件数は表３－４－

３のとおりである。

表３－４－３　ＪＩＣＡの対メキシコ援助：形態別案件数

援 助 形 態 案件数

１．プロジェクト方式技術協力、チーム派遣、研究協力 7

２．第三国研修 3

３．無償資金協力 2

４．開発調査 12

５．研修員受入事業 1,539（人）

６．個別派遣専門家 63（人）

７．青年海外協力隊 28（人）

８．第三国専門家＊1 1（人）

＊1：調査対象期間である1997年度末までの派遣実績数（派遣国：ドミニカ

共和国）。1998年度以降は計 13人が派遣されている。

出典：ＪＩＣＡ
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国際協力銀行は（ＪＢＩＣ）、海外経済協力基金時代を含め、1982年以来 1997年度末まで

に計８件合計1,832億 1,000万円の借款を供与しており、内訳は表３－４－４に示されると

おりである。

表３－４－４　国際協力銀行による対メキシコ融資実績

案 件 名 調印日 部門名 業種 借款額（百万円）

１．シカルツア第２次拡張事業 1982.7 鉱工業 工業 17,806

２．商品借款 1985.12 商品借款等 左記と同 11,938

３．メキシコ市大気汚染対策関連事業 1990.11 鉱工業 工業 69,338

４．機関車修復事業 1990.11 運輸 鉄道 6,186

５．モンテレイ上下水道整備事業 1992.10 農林・水産業 林業 13,482

６．メキシコ首都圏植林事業 1992.10 社会的サービス 上下水道・衛生 10,403

７．機関車修復事業（Ⅱ） 1993.2 運輸 鉄道 9,028

８．メキシコ首都圏下水道整備事業 1997.3 社会的サービス 上下水道・衛生 45,112

合　計 183,293

出典：「我が国の政府開発援助（ＯＤＡ）白書」外務省、1998年

（2）米国（ＵＳＡＩＤ）：

ＵＳＡＩＤは「経済成長、農業、エネルギーと環境、保健医療、人道援助、民主化」の６

分野を重視して途上国への支援を行っている。このうち、対メキシコ援助では次の３分野

に集中的に支援しているが、このほかにも、ＩＭＥＸＣＩを通じた南南協力支援、零細企

業の振興・強化への支援などを行っている：

1） エネルギーと環境（援助総額の50％）：エネルギーでは南部地域を中心に太陽エネル

ギーと風力エネルギーなどクリーン・エネルギー分野で協力しており、新たに

“Global Climate Change”に関する援助を開始しようとしている。環境では、森林

火災からの森林回復を支援している。ＪＩＣＡがオアハカ州で実施している社会林

業はＵＳＡＩＤの方針とも合致するものであり、今後の協力が期待される。

2） 保健医療（同 25％）：以前は MEXFARMと協力して家族計画を支援していたが、家族計

画についてはメキシコが自国予算で実施できると判断し、現在はＨＩＶ／ＡＩＤＳ

及び結核に対する援助を行っている。ＪＩＣＡが実施している家族計画は貧困地域

で特に重要なものであり、クリニックの改良などこの分野の援助を継続することを

期待している。

3） 民主化（同 25％）：非常にセンシティブな課題であるため、現在は、議会に対するリ
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サーチ・サービス及びライブラリー整備への支援、司法における米墨協議（移民、麻

薬など）の実施、市民社会・地方自治体の能力強化（透明性と説明責任）などを支援

している。

ＵＳＡＩＤはメキシコ政府の開発政策と米国の対メキシコ政策を勘案しながらメキシコ

への援助戦略を決定している。ＵＳＡＩＤが重要と考えるメキシコへの援助戦略がメキシ

コ政府の開発政策と一致しない場合が往々にして生じるが、そのような場合には、ＮＧＯ

を通じてパイロット事業を実施し、その成果をメキシコ政府にアピールして開発政策に採

用するよう働きかけている。このような例には、環境、人権、政府の透明性などがある。

ＵＳＡＩＤは援助評価について長い経験を有している。過去には、個別プロジェクトを

対象にインプット、アウトプット、リザルツ、ゴールの関係を評価するログ・フレームを

使用していたが、現在は使用していない。現在は、“Result Oriented Approach”を採用し、

援助によって何を実現すべきかという目標追求型の“Result Package”を作成している。当

パッケージを実施するため、５か年を対象期間とする“Country Strategy Paper”を作成し、

戦略別に“Strategic Goals／ Intermediate Results／ Indicators for Success”を設定

している。

（3）世界銀行：

メキシコが現在重視すべきことは、健全なマクロ経済フレームの確立と社会改革の２点

であり、次の施策を実施すべきと考えている：

1） 社会セクターの持続可能性の強化であり、教育・保健・貧困に焦点を当てたＢＨＮ

の充足

2） 年間５％の経済成長を維持することであり、公共セクター・金融・民間部門・イ

ンフラ・環境の重視

3） 良い統治の実現をめざす行政改革・税制改革・地方分権の推進。

世界銀行の対メキシコ援助では次のセクターが重視されている：

1） 農業セクター：貧困層の農業を効果的・効率的に支援する

2） 金融セクター：破産法の整備などを含む法制度を改革する

3） 民間セクター：中小及びマイクロ企業の競争力の強化

4） インフラ：民間セクターの競争力強化に役立つインフラ整備

＊エネルギー：再生可能なエネルギーのモデル事業の展開

＊都市：貧困層の居住環境改善をめざした地方行政の強化

5） 住宅：スラムのアップグレード

＊交通：道路財源の確立と強化
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＊水と衛生：下水の整備

6） 教育セクター：基礎教育、遠隔地教育、奨学金制度の強化

7） 保健セクター：僻地保健の拡充

世界銀行の対メキシコ支援３か年計画は、直接的な貧困軽減を重視しながら、雇用の拡

大を図る経済成長も重視している（広義の貧困軽減）。地方における 1,000万人の極貧層へ

の支援と都市を中心とする 2,000万人の貧困層に対する社会政策を推進し、地方分権が進

展している教育サービスの量的拡大と質的改善、並びに保健サービスの拡充が重要と考え

ている。世界銀行は州政府との連携強化を考えており、生物多様性、大気質など環境を重

視し、また、地方の産業振興を支えるため地方都市のインフラ整備を重視する意向である。

（4）米州開発銀行（ＢＩＤ）：

ＢＩＤは、過去40年間にわたり、メキシコとＢＩＤの重点政策を勘案しながらメキシコ

への支援を行ってきた。当初30年ほどは道路、交通、下水道、電力などインフラを中心に、

また、社会セクターでは義務教育から高等教育までの教育全般、生産セクターに対しては

開発金融を通じて支援してきた。1980年代後半から 1990年ごろまでは累積債務問題への支

援として、マクロ経済の調整、セクター・プログラムへの支援を強化し、行政制度、社会

保険システム、財政・労働市場など改革を支援してきた。セディージョ政権下では、制度

改革支援とともに、民間支援を重視しており、主なものとして、財政システムの改革支援、

イパーブ銀行保護システムの確立、ナフィン銀行への支援、銀行システムの近代化とツー

ステップ・ローンによる民間支援などを行っている。

今後は、新政権と協議しながら大統領の任期に対応する援助戦略を策定していく考えで、

次の分野への支援を重視する意向である：

1） 制度改革の継続：中央政府と地方政府の財政改革と税制改革

2） 地方分権への支援：地方政府の行政能力強化と融資

3） 社会セクターへの支援：特に、教育、職業訓練、人材育成

4） 財政支援：本来の役割を果たしていない開発銀行の改革

以上、主要ドナー国・国際機関の対メキシコ協力について概観した。図３－４－４はそれら

の機関の実績をメキシコの開発戦略計画及びセクター別に比較したものである。この図による

と、1989年から 1994年までのＪＩＣＡを除くドナーの支援は重点が比較的明確である（網かけ

部分）。1995年から 1998年まででは世銀とＩＤＢは保健に重点を移行し、ＪＢＩＣとＵＳＡＩＤ

は引き続き環境を重視している。ＪＩＣＡは1989年から 1998年まで鉱工業に重きを置きつつも

他分野に分散した協力を実施してきたことが特徴といえよう。
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民間資本及び融資による経済開発が先行しているメキシコでは、ＪＩＣＡは融資額が多いセ

クターや、民間資本により経済規模が大きいセクターに対し規模の拡大をめざした支援を行う

よりも、重点を絞り込み、民間資本や融資の届かないセクターや地域への効率的な投入が望ま

れる。

３－５　ニーズ確認サブフレームのまとめ

以上、ニーズ確認サブフレームでは、1988年から 1998年の期間を中心に、メキシコの政治、経

済、社会、対外関係、セクター別開発ニーズと国家開発計画、国家予算、国際援助動向を概観し

てきた。これらは、過去 10年間に実施された対メキシコ協力案件の外部環境を成すものであり、

個別案件を評価する「評価５項目（計画の妥当性、目標達成度、効率性、インパクト、自立発展性）」

に影響を及ぼす。また、これらのうち、経済のグローバル化と市場経済化、政治と行政の地方分

権化、先住民を中心とする貧困問題への対応、森林の回復と自然保護の体制強化、メキシコの対

中米・カリブ諸国支援の能力強化などは、今後ともメキシコ政府の優先政策として継続される可

能性が高いものであり、今後 5年間の対メキシコ支援を考えるにあたって考慮されるべき優先開

発ニーズを示すといえよう。

個別案件を評価する際の外部環境として以下の点を留意すべきであろう：

（1）1986年のＧＡＴＴ加盟を契機とする開放経済化の推進、サリーナス政権における市場経

済化・民営化を推進する経済政策と1992年のＮＡＦＴＡ締結（1994年発効）、1993年のア

ジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）加盟、1994 年のＯＥＣＤ加盟などグローバリゼー

ションへの対応　＜構造改革、規制緩和、民営化などを通じた国家補助の削減＞

（2）発電事業・鉱物資源開発などを含む国営企業の民営化（2,217国営企業の 89％民営化）　

＜国営企業の自立と国家補助の停止＞

（3）セディージョ政権成立直後の 1994年末に発生した経済危機、これに伴う緊縮財政の強化

と構造改革の一層の推進　＜緊縮財政による開発予算・経常予算の削減、公務員の削減＞

（4）セディージョ政権における経済政策の転換、特に、開発から取り残された地方の振興、

PROGRESS／ SEDESOLを中心とした貧困軽減施策の強化、各セクターにおける量的拡大から

質的向上への取り組み　＜マクロ政策重視からメソ・ミクロ政策重視へ＞

（5）環境天然資源漁業省の設立（1995年）、環境均衡一般法の制定（1996年）、同法の改訂と森

林法の制定（1997年）など、環境行政の確立と強化　＜セディージョ政権期間における環

境行政の確立＞

（6）単独政権から複数政権へのシフト、集権的連邦制から地方分権による分権的連邦制への

シフトなどを通じた政策決定の分散化　＜プロジェクト・プログラムの実施についての

コンセンサス形成の困難さ＞
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（7）メキシコ経済の規模は非常に大きく、ＯＤＡが経済全体に果たす役割は極めて限定され

る　＜限られたＯＤＡを有効に活用するための案件選定の重要さ＞

今後５年間の対メキシコ支援を考える際に重視すべき点としては、当章で示された諸点に加え、

我が国の援助政策及び対メキシコ援助方針、ＪＩＣＡ本部及びメキシコ事務所の考え方、

ＩＭＥＸＣＩの我が国援助に対する期待などがあり、これについては第５章で詳しく検討するこ

ととする。
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第４章　事業評価サブフレーム

４－１　事業評価の作業フローと評価手法

４－１－１　評価対象事業

評価対象事業は、1988年以降に開始され1998年までに終了した24案件と、この間に実施され

た研修員受入事業、個別派専門家派遣事業、青年海外協力隊派遣事業の３事業の合計 27件であ

り、表１－２－１に示されたとおりである。個別案件を援助形態で見ると、開発調査12件、プ

ロ技５件、第三国研修３件、無償資金協力２件、チーム派遣と研究協力が各１件である。同様

に、セクター別で見ると、鉱工業７件、農業５件、環境５件、運輸３件、防災２件、教育と保

健医療が各１件である。

当評価調査では、はじめに27事業それぞれについて個別に評価を行う。この「個別評価」の結

果をベースにして、開発調査、プロ技など同一の援助形態に属する複数の案件を束ねて「援助形

態評価」を行い、また同様に、鉱工業、農業など同一のセクターに属する複数の案件を束ねて「セ

クター別事業評価」を実施する。そして、最終的に援助形態評価及びセクター別事業評価の結果

を踏まえ、これらを総合評価して「国別評価」としている。

国別評価の手法については、現在、各ドナー国・国際機関などが模索しながら手法の確立を

試みている段階であり、ＯＥＣＤ開発援助委員会（ＤＡＣ）のもとに評価作業部会（Working

Party on Aid Evaluation）を組織し、検討を重ねている。第１回国別評価ワークショップが

1994年５月にウィーンで開催され、続く第２回ワークショップが1999年３月に同じくウィーン

で開催された。第２回ワークショップでは国別評価（Country Program Evaluation：ＣＰＥ）に

関する次の４つの主題について参加国・機関の意見交換が行われた：

（1）国別評価の意義、目的とその活用

（2）国別評価で使用される方法、アプローチ及び基準

（3）効果の確認、原因及び測定

（4）国別評価のプロセスにおけるドナーと途上国及びドナー間の協力の果たす現実的かつ

潜在的な役割

国別評価は、元来、「解決すべきセクター横断的な開発課題」をベースとする国別援助政策あ

るいは計画が定められているうえで、開発課題の解決に援助が果たした成果及び遭遇した障害

などを評価することによって、セクター横断的な開発課題の解決に対するアプローチをより効

果的なものに改善しようとするものと理解される。このような観点からすると、過去において

実施されてきた我が国の対メキシコ援助は、援助形態別あるいはセクター別の視点から個々に

独立して実施されてきており、国別評価にはなじみ難い面があるように思われる。
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このような意味からすると、当評価調査は国別評価手法を開発する一つの試みであり、ＪＩＣＡ

地域部を核に、国別アプローチが全面的に実施される段階で使用できる評価手法の確立をめざ

すものと考えてよいであろう。上述のように、個別評価をベースに援助形態評価・セクター別

事業評価を実施し、それらを総合して国別評価にするという手法は、過渡期における暫定的な

手法ということになる可能性も否定できないであろう。

４－１－２　評価項目

当評価調査では、ＤＡＣ開発援助評価基準（Criteria for Evaluating Development

Assistance）に従い、通常のログフレームで使用される次の評価５項目を使用している：

（1）計画の妥当性（Relevance）：事業が対象グループ・対象国の優先課題・政策に適合してい

る度合

1） 事業の目的は優先課題・政策に適合しているか

2） 事業の活動とアウトプットは目標の達成に向かっているか

3） 事業の活動とアウトプットは目標とするインパクトと成果を生みだしているか

（2）目標達成度（Effectiveness）：事業が目的を達成したか、あるいは達成の期待が高いかを

測定する指標

1） 目的はどの程度達成されたか、あるいは達成が期待されるか

2） 目的の達成、あるいは未達成をもたらした主な要因は何か

（3）効率性（Efficiency）：事業は最も少ない資源の投入で期待される成果を達成したか、換

言すれば、経済的投入に対して最大限の成果をあげることができたかを示す経済指標

1） 事業は費用効果の高いものであるか

2） 目的は最小の資源投入でタイムリーに達成されたか

3） ほかの代替的な方法に比べて事業は最も効率的に実施されたか

（4）インパクト（Impact）：技術・経済・社会文化・制度・環境などの面で、事業がその外部

環境にもたらした影響度を示す指標であり、考慮するインパクトには、直接効果、間接

効果及び相乗効果がある

1） 事業の結果、何が生じたか

2） 事業は受益者に対してどのような変化をもたらしたか

3） 何人の人々が影響を受けたか
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（5）自立発展性（Sustainability）：援助事業の終了後も事業活動の目的が継続される度合、あ

るいは、事業による影響を受けたグループがその成果を持続させようとする度合

1） 援助の終了後、事業はどの程度継続されているか

2） 事業の持続可能性を高めたり低めたりする主要な要素は何か

前述のＯＥＣＤワークショップによれば、国別評価においては、上記の評価５項目に加え、開

発課題の解決に向けて投入される構成要素間の相互補完性の程度を示す“Consistency”、並び

に、開発課題の解決に向けた事業と外交・通商関係を含むドナー・パートナー関係のように、援

助を超えた側面との間の相互補完性の程度を示す“Coherence”を重視することが望ましいという

意見が表明されている。当評価調査では、その重要性は認識するものの、両者についての評価

は現段階では極めて難しいと考え、将来の課題として残すこととした。

４－１－３　評価作業フロー

前述のように、当評価調査では、初めに評価対象案件を個別に評価し、この個別評価の結果

を援助形態別並びにセクター別に束ねて「援助形態評価」と「セクター別事業評価」を実施した。

そして、この両者の結果を踏まえた総合的な評価として「国別評価」を行った。このような評価

作業のフローは図４－１－１に示されるとおりである。第１回国内作業において、評点の客観

性をできるだけ高めるべく、評価５（大）項目をブレークダウンして評価中項目と小項目を設定

し、それぞれの評点ルールを決定した。第２回国内作業においては、現地調査で収集した様々

な情報をベースとして、予め設定されたルールに基づき、案件ごとに小項目、中項目及び大項

目の評点づけを行った。個別案件の評点を加算し平均点を算出することによって援助形態別・

セクター別の評点づけを行い、最終的に国別評価点を算出している。
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図４－１－１　評価作業フロー
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４－１－４　評価方法

評価対象案件には、開発調査、プロ技、第三国研修、無償資金協力、チーム派遣、研究協力

の６種類があり、これに、研修員受入れ、個別派専門家派遣、青年海外協力隊派遣の３事業が

加わる。このような多岐にわたる援助形態を同一の評価項目で評価するには無理があると考え

られるため、大項目については同一の評価項目を適用するものの、大項目を構成する中項目、並

びに中項目を構成する小項目については援助形態別に項目を設定した。ただし、プロ技、チー

ム派遣及び研究協力については事業内容に類似点が多いので、中項目・小項目ともに同一の評

価項目を使用することとした（詳細については別冊参照）。

ここでは、プロ技（チーム派遣と研究協力を含む）を例にとって評価方法を解説する。表４－

１－１はプロ技の評価大項目を構成する評価中項目の内容を示している。このうち、「目標達成

度」と「インパクト」については評価があいまいになりがちなため、これを補足する意味で、表

４－１－２に示されるような案件の運営管理に関する評価を追加している。

表４－１－１　プロ技の評価大項目を構成する評価中項目

評価大項目 評価中項目（小項目に関しては別冊参照）

１．目標達成度 １．ＰＤＭなどに明示された目標指標の達成度（又は）

２．関係者の認識による目標の達成度

２．計画の妥当性 １．メキシコのニーズへの合致

２．計画作成の適切さ

３．ＰＣＭワークショップに基づくＰＤＭの活用

４．プロジェクト目標が上位目標に結びつく外部条件の確認

３．効率性 投入対成果の比率

４．インパクト １．上位目標の発現度

２．マイナス効果の発現度

５．自立発展性 １．組織的な自立発展性

２．財務的な自立発展性

３．技術的な自立発展性
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表４－１－２　目標達成度とインパクトについての補足評価項目（運営管理）

評価の大項目 評価中項目（小項目に関しては別冊参照）

１．運営管理 １．日本側とメキシコ側とのコミュニケーション

２．日本側とメキシコ側との機材打合せ

３．日常活動の計画性

４．モニタリング

２．投入の妥当性 １．投入の時期

２．投入の質

３．投入の量

４．Ｃ／Ｐ１人当たりの専門家数

３．プロジェクト実 １．組織能力

　　施時の組織評価 ２．財務状況

３．機材の保守管理・稼動状況

４．外部環境要因 外部の促進要因・阻害要因の有無

表４－１－３　プロ技の評価大項目に関する５段階評点基準

評価の大項目 ５ ４ ３ ２ １

１．目標達成度 当初予定した目標の達成度が、

10割以上 ９割以上 ８割以上 ６割以上 ６割以未満

２．計画の妥当性 案件のメキシコのニーズへの適合、計画の適切さ、計画作成の参加型の程度、目標が上位

目標に結びつくための外部条件の確認の程度の４点を総合すると、

非常に高い 高い おおむね妥当である 弱い 非常に弱い

３．効率性 投入対成果でみて、投入が、

全体的に非常に 全体的に有効に 全体的におおむ 全体的に少し無 全体的にかなり

有効に活用され 活用されている ね無駄なく活用 駄がある 無駄がある

ている されている

４．インパクト ＰＤＭの上位目標又はそれに関連した

非常に大きな効果 大きな効果が発 効果がある程度 効果はあまり発 効果は全く発現

が発現している 現している 発現している 現していない していない

５．自立発展性 プロジェクトの実施機関が組織・財務・技術面で

自立・発展して 自立している おおむね自立し あまり自立して 全く自立してい

いる ている いない ない

評点づけでは、「５－非常に良い、４－良い、３－おおむね妥当である、２－悪い、１－非常

に悪い」の5段階評点法を採用した。評点の順序としては、初めに評価小項目についてあらかじ

め設定されている５段階評点基準に基づいて評点づけを行い、次に、それを総合して評価中項

目の５段階評点を行い、最終的に、評価中項目の評点を総合して評価大項目の５段階評点を
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行った。プロ技の評価大項目に関する５段階評点基準は表４－１－３に示されるとおりである。

個別案件評価の信頼性は評価小項目の評点づけに大きく依存することになる。評価小項目に

は、（1）終了時ＰＤＭや各種報告書に基づく項目と、（2）プロジェクト参加者（元のＣ／Ｐ）や受

益者に対するインタビューやアンケートに基づく項目がある。プロジェクト参加者が評価する

場合には高い評価になりがちであるが、当評価調査団側の一方的な判断を避けるためプロジェ

クト参加者の評価を部分的にとり入れた。ただし、プロジェクト参加者の回答に対しては可能

な限り根拠を確認し、根拠が明確でない場合には回答者に再評価を依頼するなど信頼性の向上

に努めた。また、当評価調査団のなかで複数の団員が評価する場合には、同一の評価基準を採

用していても、「甘・辛」の個人差が出ることが避け難いため、次善の策として援助形態別に評

価担当者を定め、一つの援助形態については少なくとも同一基準で評価できるよう配慮した。

プロ技以外の援助形態の「評価大項目に関する5段階評点基準」は付属資料に示されるとおり

である。

４－１－５　評価調査の実施方法

当評価調査では、個別案件24件と研修員受入事業、専門家派遣事業、青年海外協力隊派遣事

業の３事業、合計27件についてインタビューやアンケート調査（別冊参照）を実施した。インタ

ビューはプロ技案件のすべて、開発調査と無償資金協力案件の約半数の 11 件に対して実施さ

れ、アンケート調査はすべての案件に対して実施された。インタビューとアンケート調査の実

施状況は表４－１－４のとおりであり、これら調査の実施状況に対応して 27件を次の３つのグ

ループに分類した：

Ａグループ：資料調査、インタビュー及びアンケート調査をすべて実施した

Ｂグループ：インタビューは実施せず、資料調査と日墨いずれかに対するアンケート調査

を実施した

Ｃグループ：資料調査は実施したが、インタビュー及びアンケート調査は実施していない

当評価調査では、現地調査期間が４週間程であり、各案件についての評価情報は案件により

精粗が生じることとなった：

（1）実施機関に対するインタビュー調査の実施：24案件中 11案件

（2）受益者に対するインタビュー調査の実施：一部案件のみ

（3）研修員に対するアンケート調査の実施：研修員総数 1,539名中 52名

個別案件 24件の（1）概要、（2）評価結果要約表、及び（3）個別案件評価分析シートについては

別冊を参照して頂きたい。また、研修員受入事業、専門家派遣事業及び青年海外協力隊派遣事

業の３事業については、各事業のなかで実施された個別の研修と派遣活動の評価は行わず、事

業全体として援助形態評価を実施した（４－２節参照）。
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表４－１－４　インタビュー及びアンケート調査の実施状況と案件のグループ化

分　野 形　　態 案件名
インタビュー アンケート調査 グループ

調査 日本側 墨側 区分（注1）

農　業 プロ技 沙漠地域農業開発 ○ ○ ○ Ａ

チーム派遣 養蚕技術 × ○ ○ Ｂ

研究協力 農業用水資源有効活用 × ○ × Ｂ

開発調査 ハリスコ州海岸地域農牧業農村総合開発 × ○ × Ｂ

無償 漁業調査研究センター × ○ × Ｂ

鉱工業 プロ技 選鉱場操業管理技術 ○ ○ ○ Ａ

開発調査 ＣＦＭ選鉱場近代化計画 × × × Ｃ

開発調査 マサテペック水力発電リハビリ計画 ○ ○ ○ Ａ

開発調査 サポートインダストリー振興計画 ○ ○ ○ Ａ

開発調査 メキシコカンポセコ地域資源開発調査 × ○ ○ Ｂ

第三国研修 デジタル伝送工学 × × ○ Ｂ

第三国研修 選鉱分析 × ○ × Ｂ

教　育 プロ技 教育テレビ研修センター ○ ○ ○ Ａ

保　健 プロ技 家族計画・母子保健 ○ ○ ○ Ａ

運　輸 開発調査 太平洋港湾整備計画 × ○ × Ｂ

開発調査 観光促進投資戦略策定 ○ ○ ○ Ａ

第三国研修 港湾水理 × × ○ Ｂ

環　境 開発調査 メキシコ市大気汚染対策 × ○ × Ｂ

開発調査 大気汚染固定発生源対策計画 × ○ × Ｂ

開発調査 鉱山公害対策計画 × ○ × Ｂ

開発調査 大気汚染対策燃焼技術導入計画 ○ ○ ○ Ａ

開発調査 メキシコ連邦区下水処理計画 ○ ○ ○ Ａ

防　災 プロ技 地震防災 ○ ○ ○ Ａ

無償 地震防災センター ○ ○ ○ Ａ

個別派遣専門家 1988年度派遣以降1997年度帰国分長期54名 × 20（注2） 7 _

青年海外協力隊 1994年１次隊から1996年３次隊まで23名 × 6 20 _

研修員受入事業 × － 31 －

注１：グループ区分：Ａ：インタビュー実施及びアンケート回収済み、Ｂ：インタビューなし､日墨側いずれかのアン

ケート回収済み、Ｃ：インタビュー・アンケート両方なし

注２：個別派遣専門家・青年海外協力隊・研修員受入事業の３スキームについては、回収したアンケート数を記入し

た。
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なお、本報告書は個別案件の評価を最終目的としておらず、形態別・セクター別評価を行うため

の１プロセスとして位置づけていることから、本報告書では個別案件名は掲載せず、サンプル１、

サンプル２という記述にしている。

４－１－６　インパクト評価についての追加説明

インパクトは外部環境への影響度を評価するものであり、外部環境の範囲をどこまでとるか、

それぞれの範囲での影響度をどう計測するか、そのなかで当該案件による貢献度をどう判定す

るかなど、評価５項目のなかでも客観的評価が最も難しい項目である。前述したＯＥＣＤによ

るＣＰＥワークショップにおいても「インパクトのとらえ方、貢献度の計測、大きさの定量的把

握」は議論が集中したところの一つであり、ＣＰＥの進め方において２つの方法が提起されてい

る：（1）“Ligher CPE”－評価５項目のうちインパクトを評価対象から外す簡易的な評価方法と

（2）“Heavier CPE”－インパクトを含め評価５項目を評価する方法である。

我が国で過去に実施された事後評価では、評点づけや定量化を避け、定性的評価を試みてい

るケースが多い。しかし、定性的評価は、第三者がみて、プロジェクトの良し悪しが分かり難

いという難点がある。当評価調査では、体系的な評価フレームワークを用意したうえで、資料

調査やインタビュー・アンケート調査の結果など様々な要素を考慮し、また、各案件の評価結

果を横並びで相対的に比較するなどして、できる限りインパクトを定量的に表現できるよう５

段階評価を試みた。しかし、客観的な評価が難しい場合には「評価不可」という選択肢を残して、

強引に定量的評価を行わないよう留意した。以下に、当評価調査で採用したインパクトの評価

方法を解説する。

インパクトの評価にあたっては、まず、以下の 5段階評価基準を設定した：

（ＰＤＭの上位目標又はそれに関連して）

“５”非常に大きな効果が発現している

“４”大きな効果が発現している

“３”効果がある程度発現している（平均値）

“２”効果はあまり発現していない

“１”効果は全く発現していない

しかしながら、インパクトに関しては、ほかの項目と異なり、評価の中項目・小項目は設定

せず大項目だけによる評価を行ったため、評価結果は評価者の主観に大きく左右されやすい、

また、複数の案件のインパクトを相互に比較する相対的評価を行うにしても、どのような状況

をもって５段階評価の「平均値」とするか判然としない、という問題が生じる。このような問題

を軽減するため、暫定的な試みではあるが、プロ技・開発調査・無償資金協力という投入規模

の大きい３つの援助形態については、以下の手順によってインパクトを評価した。
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インパクトは「現在から将来にわたる裨益人口（最終的な受益者数）」と「受益者１人当たりの

便益」の乗と想定する。また、インパクトの大きさは投入規模との関係を考慮することが必要で

あるので、これら３つの援助形態に属する案件の平均的投入額を過去の実績を参考にして３億

円（下記注を参照）と仮定した。この金額と上記により計算されたインパクト金額と比較して、

同等となる場合を５段階評価の「３」と想定した。具体的な目安としては、受益者数が１万人（10

年間で延べ 10万人）で１人当たりの便益額が 3,000円（約 US30$）というケースである。

（注）ＪＩＣＡ資料に基づき試算すると、評価対象案件の平均投入額は、開発調査は３億円、無

償資金協力は９億円、プロ技は 10～ 11億円である。

インパクト評価の手順：

手順１ プロジェクトの受益者数は次の基準で３段階評価を行う。

３：大きい（今後 10年間の延べ受益者数は明らかに 10万人より多い）

２：比較的大きい（今後 10年間の延べ受益者数で 10万人程度である）

１：小さい（今後 10年間の延べ受益者数は明らかに 10万人より少ない）

＊注１：プロジェクトの効果が現れる期間を10年程度と想定した。今後10年

間で延べ受益者数が 10万人ということは毎年の受益者数が１万人程

度ということである。

＊注２：将来の便益額は現在価値でみることが必要だが、これは受益者数の

着実な増加で相殺されるものと仮定する。

手順２ 上記受益者１人当たりの年間の便益額は以下の基準により３段階評価を行う。

３：大きい（１人当たりの便益額が US30$より明らかに大きい）

２：比較的大きい（１人当たりの便益額が US30$程度である）

１：小さい（１人当たりの便益額が US30$より明らかに小さい）

＊注：US30$ は、マージナリティ指数の高い中・南部の州の平均年間所得約

US$2,000の約 1.5％（月収の約 18％）に相当する。

手順３ 上記手順１と２の評価点をベースに、下記マトリックスを使って５段階評価（冒

頭の５段階評価基準に相当）による評点づけを行う（縦軸の数字と横軸の数字の交

差点の示す数字）。
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手順４ 手順３で導かれた５段階評価点をプロジェクト間で相互比較し、補足情報も加味

して微調整を行う。

手順５ 手順４で確認されたインパクトに対する当該プロジェクトの貢献度を３段階で評

価する。

３：大きい（当該プロジェクトがインパクトの実現に非常に大きな役割を果たし

た）

２：比較的大きい（当該プロジェクトがインパクトの実現に一定の無視できない

役割を果たした）

１：小さい（当該プロジェクトがインパクトの実現に小さな役割しか果たさな

かった）

手順６ 以下の要領により手順４の評価点を手順５の評価点で補正し、インパクトの最終

的な５段階評価点を算出する。

手順５の評価が３の場合：手順４で導いた評価点は修正しない。

手順５の評価が２の場合：手順４で導いた評価点から１点を引く。

手順５の評価が１の場合：手順４で導いた評価点から２点を引く。

別冊資料４「メキシコ国別評価・インパクト評価の補正リスト」は以上の手順に従ったインパ

クトの評点づけを示している。いくつかの例をみると、受益者数が多い事例としては、保健分

野の「家族計画・母子保健」（プロ技）があげられる。このケースでは、受益者数は１万人を超え

るレベルで３段階評価で「２」のレベルであり、１人当たりの受益額は３段階評価で「３」のレベ

ルである。その結果、総合評価は５段階評価で「４」となり、この場合は補正要素がないため、

この評価点を当プロジェクトのインパクト評価点とした。逆に受益者数が少ない事例としては、

農業分野の「沙漠地域農業開発」（プロ技）がある。このケースでは、一定の農業技術の開発はな

されたものの、新技術の普及体制が未整備で農民側に財務的な導入能力がなかったため技術が
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普及されなかった。結果的に、受益者数が少なく１人当たりの受益額も限られ、インパクト評

価は「1.5」という低い評価点となった。

インパクトには、直接効果、間接効果、相乗効果など様々な効果と程度があり、その各々を

定量的に把握するのは非常に困難である。したがって、上で得られたインパクトの評価点につ

いては次の点に留意が必要である：

（1）今回の評価調査では、インパクト調査が十分に行われておらず、また関連する事後調

査や受益者調査も極めて少ないため、評価の判断材料となる情報量と精度が十分とは

いえない。

（2）上記の評価手順には、特に手順１と２の評価基準に恣意性があり、また手順５と６で

行った評価点の補正は、本来、プロジェクトのインパクトを査定すべき手順１と２の

段階で行われるべきであるなど、方法論的に改善の余地がある。

（3）開発調査は、事業の性格上、事業が実施されない限り社会への影響がほとんどなく、イ

ンパクトの評価点は高くなり得ない。したがって、開発調査のインパクトの３点とプ

ロ技のインパクトの３点を同等に評価することはできない。開発調査が実施に移され

インパクトをもたらすか否かはプロジェクトの外部環境に大きく左右される傾向があ

り、開発調査のインパクト評価では、外部環境・計画の妥当性などを考慮しながらイ

ンパクトを見ていくことが必要であろう。

（4）プロジェクトがもたらすインパクトには、定量的なインパクトに加えて、インパクト

を数量として把握できないもろもろの定性的なインパクトがあり、これをどのように

測定するかも課題として残されている。

４－２　援助形態評価

援助形態別の評価を行うにあたっては、個別案件評価の結果を利用した。すなわち、援助形態

によって個別案件を表４－２－１に示される７形態に分類し、各援助形態に分類された個別案件

の評価５項目（大項目、大項目を構成する中項目、中項目を構成する小項目からなる）の評価点を

平均して援助形態別の評価点とした。この結果は表４－２－１のとおりである。なお、プロ技、無

償資金協力、開発調査については、実際にインタビューを行った案件（区分Ａ）のみ評価結果に反

映させ、区分ＢやＣのように情報が不十分な案件は評価の対象外とした。
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表４－２－１　援助形態評価表

形　態 目標達成度 計画妥当性 効率性 インパクト 自立発展性 平均 調査方法区分

プロ技（注1） 3.9 2.8 2.8 3.1 3.8 3.3 Ａ

第三国研修 3.7 4.2 3.5 4.7 4.4 4.1 Ｂ

無償資金協力（注2） 4.5 4.0 4.0 4.0 4.3 4.2 Ａ

開発調査 3.9 3.7 3.7 2.1 3.2（注3） 3.3 Ａ

研修員受入 3.8 4.0 4.2 3.9 4.0 Ｂ

専門家派遣 3.4 4.0 3.4 4.2 3.5（注3） 3.7 Ｂ

青年海外協力隊 3.5 3.5 3.3 3.2 3.4 Ｂ

総　合 3.8 3.7 3.6 3.6 4.2 3.8

注１：「プロ技」はプロ技、チーム派遣、研究協力を含む

注２：無償資金協力は、対象案件２件のうち、１件のみを反映

注３：開発調査と専門家派遣は実施機関の自立発展性にほとんど影響しないため、自立発展性は「平均」の計算に入れ

ていない。

すべての援助形態を含む評価５項目の評価平均点は「3.8」と比較的高く、援助の最終成果である

インパクトも 3.6となっている。しかし、援助形態を個別に見ると、形態間に顕著な差が認めら

れる。第三国研修・無償資金協力・研修員受入れ・専門家派遣の評価５項目の平均点は 3.7以上

であり、また、インパクトの平均点も 3.9以上となっており、良好である。しかし、プロ技と開

発調査という 1件当たりの投入額が比較的大きい形態形態のインパクトがそれぞれ 3.1、2.1とや

や低く、これが全体の評価点を引き下げることにつながっている。青年海外協力隊事業（ＪＯＣＶ）

では、５項目の平均評価点が 3.4、インパクトが3.2とほかの援助形態に比較してやや低い結果に

なっている。これは、隊員の専門分野と配属部署のミスマッチや配属先の協力隊活動に対する認

識不足が主な原因である。

プロ技のインパクトが比較的低かった原因は「計画の妥当性」が低かったことが要因となり、計

画の妥当性が低かった原因としてはプロ技の形成についての検討が限られた範囲で行われたこと

があげられよう。開発調査のインパクトが低かったということは調査終了後に提案されたプロ

ジェクトが実施されなかったことを示すものであり、政権交代・構造改革・経済危機などメキシ

コ政府の政策・財政などが影響していると考えられよう。

援助形態評価の結果から推論できることは、インパクトについて高い評価結果を得られた援助

形態と低い評価結果にとどまった援助形態を組み合わせることによって、全体としてのインパク

トを高める工夫をしてはどうかということである。例えば、メキシコ以外の国々への裨益効果を

めざす第三国研修を除いて考えると、低いインパクトにとどまったプロ技・開発調査をフォロー

アップする形で高いインパクトが得られた無償資金協力・研修員受入れ・専門家派遣につなげる

ことである。プロ技・開発調査の終了後も、必要に応じて、研修員受入れ・専門家派遣でフォロー
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アップするなどがあげられよう。また、ＪＯＣＶの成果を高める方法として、ＪＯＣＶと専門家

派遣との連携も一法と考えられるであろう。

以下に、７つの援助形態についての評価結果を示す。

４－２－１　プロジェクト方式技術協力（チーム派遣と研究協力を含む）

本事業形態では、調査対象期間に７案件が開始又は終了しており、実施状況は以下のとおり

である。７案件の概要と調査方法は表４－２－２のとおりである。

表４－２－２　プロ技案件（チーム派遣、研究協力を含む）

案件名 分野 形態 類型 調査方法 調査方法区分

１．沙漠地農業開発 農　業 プロ技 技術開発・普及 インタビュー・アンケート Ａ

２．選鉱場操業管理技術 鉱工業 プロ技 技術移転・普及 インタビュー・アンケート Ａ

３．教育テレビ研修センター 教　育 プロ技 技術移転・普及 インタビュー・アンケート Ａ

４．家族計画・母子保健 保　健 プロ技 技術移転・実践 インタビュー・アンケート Ａ

５．地震防災 防　災 プロ技 技術開発・普及 インタビュー・アンケート Ａ

６．養蚕技術 農　業 チーム派遣 技術開発 アンケートのみ Ｂ

７．農業用水資源有効活用 農　業 研究協力 技術開発 アンケートのみ Ｂ

区分Ａはインタビューとアンケート調査を行った案件（５件）であり、Ｂはアンケートのみ実

施した案件（２件）である。ＡとＢの間に際立った評価点の差はないが、Ａの方が評価精度が高

いため、以下ではＡに属する案件によりプロ技の評価を行った。プロ技の総合評価結果は表４

－２－３に示されるとおりである。

表４－２－３　援助形態評価

形態 区分 平均 目標達成度 計画妥当性 効率性 インパクト 自立発展性

総合評価 3.3 3.9 2.8 2.8 3.1 3.8

サンプル１ プロ技 Ａ 2.4 3.0 1.8 2.0 1.5 3.6

　　　　２ プロ技 Ａ 3.1 4.5 3.1 2.5 2.0 3.2

　　　　３ プロ技 Ａ 4.0 5.0 3.0 4.0 4.0 4.2

　　　　４ プロ技 Ａ 3.3 3.0 3.0 3.0 4.0 3.7

　　　　５ プロ技 Ａ 3.6 4.0 3.3 2.5 4.0 4.3

　　　　６ チーム Ｂ 3.1 3.5 2.3 4.0 2.0 3.6

　　　　７ 研究 Ｂ 2.7 4.0 1.9 3.0 2.0 2.4
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（1）目標達成度：５件の５段階評価の平均値は「3.9」と高い。これはプロジェクト目標の達成

度が「９割以上」という高いレベルを意味する。ただ、実際には、プロ技で明確な目標指標

を掲げている案件が少ないため、この評価は、ＰＤＭやマスタープランに示された定性的

な目標とプロジェクト関係者（専門家やＣ／Ｐ）の自己評価を加味して算出したものであ

り、多少高めに評価されている可能性もある。目標の達成状況はおおむね良好といえるが、

目標設定に改善の余地があるといえよう。案件別に見ると 3.0～ 5.0 の範囲に分布してお

り、案件による差異が大きい。なお、日本側専門家によるＣ／Ｐの質（技術・能力等）の向

上度に関する５段階評価は「4.3」と良好であり、技術移転が成功裏に行われたことを示して

いる。

（2）計画の妥当性：計画の妥当性の平均値は「2.8」と中程度であるが、目標達成度に比較する

とかなり低い。本項目は、1）メキシコにとってのプロジェクトの重要性と、そのニーズを

どの程度満たしているか、2）計画は適切に形成されているか、3）ＰＣＭがどの程度活用さ

れているか、さらに4）プロジェクト目標の実現が上位目標の実現に結びつく外部条件がど

の程度事前に確認されているか、の４つの中項目から構成されている。これら４項目の評価

はそれぞれ、3.9（ニーズを満たしている）、2.9（計画はおおむね適切である）、1.8（ＰＣＭは

あまり使われていない）、2.7（外部条件はあまり確認されていない）となっている。ＰＣＭ

の活用度が低いのは、ＪＩＣＡにおけるＰＣＭの導入決定時期以前に開始されたプロジェ

クトが多いため、やむを得ない面もある。しかし、外部条件の確認が 2.7であるのはプロ

ジェクト目標達成後の自立発展性があまり考慮されていなかったことを示唆しており、こ

の点の改善が必要であろう。これは、プロジェクト目標の達成度が高いにもかかわらずイ

ンパクトの発現が十分でなかった原因の一つと考えられる。案件別に見ると、1.8～ 3.3の

範囲に分布しており、1.8の評価点をつけた案件が全体の平均点を低めることになった。

（3）効率性：効率性はインプット・アウトプット比率でみるが、この正確な比率を得ること

は容易ではないので、実際には、アウトプットを与件とし、インプットの時期･質・量など

の適切さで判断している。この点についてはＣ／Ｐに対するアンケートとインタビュー調

査を行ったが、彼らは不足には敏感であっても過剰な投入や期間にはそうでないため、効

率性が浮きぼりになったとはいい難い。このため、当評価調査では、「５年の協力期間は必

要であったか」という大局的見地からの評価も試みた。この観点からの効率性では、平均で

2.8となり、かろうじて合格点に達した。案件別に見ると、評価点は 2.0～ 4.0の範囲に分

布しており、一部のプロジェクトで無駄になった協力期間があった、延長の必然性が明確

でなかった、などが評価点を低める原因となっている。協力期間をフルに活用し、計画期
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間内に終了することが効率性を高める一つの方法であろう。

（4）インパクト：インパクトの平均評価点は「3.1」と中程度であり、当初期待した効果が十分

に発現したとはいえないレベルに止まった。案件別に見ると、評価点は1.5～ 4.0という幅

の広い範囲に分布しており、２つのプロジェクトが低い評価になったことによる。これは

好ましくない外部環境によってインパクトの発現が阻害された結果であるが、外部条件が

十分に確認されなかったために生じたケースといえよう。

（5）自立発展性：自立発展性の平均評価点は「3.8」と比較的高い。これは、組織・財務・技術

等から総合的に見て、プロジェクトの実施機関が自立できていることを示している。また、

財務については「独自の財源を持っていること」が５あるいは４の基準であるため、公的機

関にはおのずと厳しい基準となっている。その点も合わせて考慮すると、当評価点はかな

り高い評価といえよう。案件別に見ても、評価点は3.2～ 4.3という比較的高い範囲に分布

している。

【プロジェクト方式技術協力についての総合評価】

総合評価点は「3.3」である。ただし、上述のように項目間に多少のバラツキがあり、目標達

成度と自立発展性はよいが、計画の妥当性・効率性・インパクトには改善の余地が大きい。イ

ンパクトを最終的な目標とし、その発現過程を評価項目を使って説明すると、次ページの

チャートで表わすことができる。妥当な投入（4.0）とほぼ適切な運営管理（4.0）が高い目標達

成度（3.9）につながったが、その反面、外部条件の未確認（2.7）と外部の阻害要因（-0.4）がイ

ンパクトの発現に悪影響を及ぼしたということになる。

４－２－２　第三国研修

本事業は、調査対象期間において３件が実施され、それぞれの概要と調査方法は表４－２－

４に示されるとおりである。

表４－２－４　第三国研修案件

案件名 分野 研修期間・参加国数 調査方法 調査方法区分

デジタル伝送工学 鉱工業 約50日・16 終了時評価調査報告書とアンケートの分析

選鉱分析 鉱工業 ９週間・14 同　上 Ｂ

港湾水理 運　輸 約５週間・延べ13 同　上
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これら３案件では、終了時評価報告書とアンケート調査（日本側専門家とメキシコ側実施機関の

双方に発送）により分析評価を行った。アンケートで日墨双方から回答があったのは「港湾水理」

コースだけであり、また研修員に対するアンケート調査は行っていない。当事業の評価調査は限

られた情報をベースにしており、評価５項目のなかでは特にインパクトの評価に弱い面がある。

表４－２－５　援助形態評価（第三国研修）

形態 区分 平均 目標達成度 計画妥当性 効率性 インパクト 自立発展性

総合評価 4.1 3.7 4.2 3.5 4.7 4.4

サンプル１ 第三国 Ｂ - 4.0 4.0 4.0 - 3.9

　　　　２ 第三国 Ｂ - 3.0 3.8 2.5 - -

　　　　３ 第三国 Ｂ 4.5 4.0 4.8 4.0 4.7 4.8

（1）目標達成度：当初目標の達成度・Ｃ／Ｐ自身の自己評価・研修員の満足度を総合的に判

断した５段階評価の平均値は、「3.7」でありやや高い。案件別に見ても、２案件が 4.0の評

価点となっている。

（2）計画の妥当性：1）メキシコのニーズとの適合、2）研修計画の適切さの２点からみた計画

の妥当性は、５段階評価の平均値で「4.2」と良好であり、案件別にみても、最も低い評価点

で 3.8と非常に高い。

（3）効率性：インプット・アウトプット比率は「3.5」と比較的高い。案件別にみると、２案件

が4.0であったが、１案件が2.5という平均以下の評価点であり、これが全体の平均点を低

めている。

（4）インパクト：有効なアンケート回収ができたのは１案件のみであり、これは「4.7」という

高い評価点であった。第三国研修のインパクトは、研修員が母国に戻ったあと、当該国の

該当セクターでどれだけのインパクトの発生につながったかということであり、今後第三

国研修をさらに拡充するにあたっては、参加国におけるインパクト調査を充実させること

が必要である。

（5）自立発展性：同じくアンケートを回収できた２案件についてみると「4.4」という高い評

価点になった。第三国研修の場合には、プロ技の場合と異なり、複数の研修プログラムを

実施している機関が活動の一部として実施するケースが多く、必ずしも第三国研修単独で

の自立発展性を示していない点に留意が必要であろう。
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評価項目の相互関連図（プロジェクト方式技術協力）

＊効果�
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投入の妥当性�
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外部条件実現度�
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注：＊は評価項目、その他は分析項目、楕円内の数字は５段階評価の平均値�

注：本項目の評点は、�
　　以下の５段階である。�
�
＋２：大きな良い影響�
＋１：小さな良い影響�
　０：特に影響なし�
－１：小さな悪影響�
－２：大きな悪影響�

１．プロジェクト目標が上位目�
標に結びつくのに必要な外部条�

件が確認されている。�
２．メキシコのニーズに合っている。�

３．計画が適切に作られている。�

４．計画が参加型である。�
（例：ＰＣＭの利用度が高い。）�
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【第三国研修についての総合評価】

第三国研修は評価５項目のすべての項目で高い評価を得ている。ただし、当評価調査では

限られた数のアンケート結果をベースにしており、実施機関の自己評価という色彩が濃厚で

あるため、高い評価につながったといえる面もある。厳密な評価を行うためには、実施機関

のみならず、研修修了者に対する追跡調査が不可欠となる。

４－２－３　無償資金協力

無償資金協力の案件概要と調査方法は表４－２－６のとおりである。調査対象期間内には２

件が実施されただけであり、情報が十分に収集できたのは１案件のみである。案件の評価５項

目の評価点は表４－２－７のとおりである。

表４－２－６　無償資金協力案件

案件名 分野 調査・建設期間 調査方法 調査方法区分

基本設計調査：1992/9～1992/10

漁業調査研究センター 農　業 建設期間：（確認中） アンケートのみ Ｂ

実施促進調査：1993/10～1993/11

地震防災センター 防　災
基本設計：1988/3

インタビュー・アンケート Ａ
建設期間：1989/2～1990/3

表４－２－７　援助形態評価（無償資金協力）

形態 区分 平均 目標達成度 計画妥当性 効率性 インパクト 自立発展性

総合評価

サンプル１ 無償 Ｂ - 3.0 - - - -

　　　　２ 無償 Ｂ 4.2 4.5 4.0 4.0 4.0 4.3

（1）目標達成度：終了時評価報告書及びアンケート調査の結果ともに高い評価であり「4.5」

という評価点になっている。当無償資金協力はその後プロ技に引き継がれ、施設・機材な

ど有効に活用されている。

（2）計画の妥当性：メキシコでは地震がかなりの頻度で発生し、1985年にメキシコ市で大地

震が発生した。当案件はメキシコ市地震の３年後 1988年に実施されたものであり、メキシ

コのニーズに合致している。しかし、当協力が地震防災に具体的に貢献するには、基準作

成－施行－実施などのプロセスを経て防災技術の普及を待つことが必要であり、そのため

の外部条件の確認が十分に行われたとはいえない面もある。これらを総合して評価点は
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「4.0」となった。

（3）効率性：アウトプットとしては引き続きプロ技につながり施設等が活用されていること、

インプットとしては投入の時期・量・質ともに妥当であったことから、評価点は「4.0」と

なった。

（4）インパクト：マイナスのインパクトは発生しておらず、プラスのインパクトとしてはプ

ロ技につながり将来的には上位目標の達成に貢献すると考えられることから、評価点は

「4.0」となった。

（5）自立発展性：組織面では、職員112人、年間予算200万ドルであり、組織の自立発展性は

高いと考えられる。財務面では、財務的に独立してはいないが、政府から安定した予算配

分を受けており、自立は可能である。技術面では、優秀なＣ／Ｐが配属され施設等の運営・

維持管理も適切に実施されており、技術の自立発展性は高いと考えられる。以上を総合し

て評価点は「4.3」となった。

【無償資金協力についての総合評価】

無償資金協力が単独で実施された場合には、施設等の活用はメキシコ側のイニシアティブ

に完全に依存することになるが、プロ技に引き継がれたことによってメキシコ側の不足する

部分を日本側が支援するという良い協力体制が確立され、全体的に高い評価につながったと

言えよう。

４－２－４　開発調査

開発調査では、調査対象期間に 12の調査が開始又は終了しており、実施状況及び当評価調査

による調査状況は表４－２－８のとおりである。案件は３つの調査方法に区分している。区分

Ａは調査方法が「インタビューとアンケートの両方」（５件該当）、区分Ｂは「アンケートのみ」

（６件該当）、区分Ｃは「アンケートの回答なし」（１件該当）である。開発調査事業の評価では、

全案件の平均値ではなく、区分Ａに属する５案件をベースに評価を行った。
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表４－２－８　開発調査案件

分野 案件名 調査方法
アンケート回収分 調査方法

日 墨 区分

農業 ハリスコ州海岸地域農牧業農村総合開発 アンケートのみ ○ × Ｂ

鉱工業 ＣＦＭ選鉱場近代化計画 アンケートのみ × × Ｃ

マサテペック水力発電リハビリ計画 インタビュー・アンケート両方 ○ ○ Ａ

サポートインダストリー振興計画 インタビュー・アンケート両方 ○ ○ Ａ

カンポセコ地域資源開発調査 アンケートのみ ○ ○ Ｂ

運輸 太平洋港湾整備計画 アンケートのみ ○ × Ｂ

観光促進投資戦略策定 インタビュー・アンケート両方 ○ ○ Ａ

環境 メキシコ市大気汚染対策 アンケートのみ ○ × Ｂ

大気汚染固定発生源 インタビュー・アンケート両方 ○ ○ Ｂ

鉱山公害対策計画 アンケートのみ ○ × Ｂ

大気汚染対策燃焼技術導入計画 インタビュー・アンケート両方 ○ ○ Ａ

メキシコ連邦区下水処理計画 インタビュー・アンケート両方 ○ ○ Ａ

表４－２－９　援助形態評価（開発調査）

形態 区分 平均 目標達成度 計画妥当性 効率性 インパクト 自立発展性

総合評価 3.3 3.9 3.7 3.7 2.1 3.2

サンプル１ 開調 Ｂ - 2.9 - - - -

　　　　２ 開調 Ｃ - 3.0 - - 2.0 -

　　　　３ 開調 Ａ 3 3.5 3.4 4.0 1.0 3.7

　　　　４ 開調 Ａ 3.5 3.5 3.9 4.0 2.5 2.7

　　　　５ 開調 Ｂ 2.1 2.6 2.8 2.0 1.0 3.4

　　　　６ 開調 Ｂ - 4.4 - - - -

　　　　７ 開調 Ａ 3.9 4.3 3.8 3.5 4.0 3.0

　　　　８ 開調 Ｂ - 3.2 - - - -

　　　　９ 開調 Ｂ - 3.9 - - - -

　　　　10 開調 Ｂ - 3.4 - - 1 -

　　　　11 開調 Ａ - 4.3 3.7 4.0 - 4.7

　　　　12 開調 Ａ 2.9 4.0 3.6 3.0 1.0 2.0

（1）目標達成度：開発調査５件の平均評価点は「3.9」と高い。当目標達成度に関する中項目は

以下の６項目より構成されており、それぞれの評価点は以下のとおりである：（1）報告書の

質の高さ－ 4.2；（2）分析手法の精度－ 4.4；（3）計画（提言）内容の質－ 4.0；（4）報告書の

活用度－3.4；（5）技術移転の度合－3.7；（6）計画作成の参加度－3.2。報告書の質・手法・

計画についての評価は高く、他方、報告書の活用度・技術移転・参加度については評価が



- 54 -

やや低くなっている。これは、開発調査の作成過程が問われるようになったのは比較的最

近であり、以前は、作成過程における参加型の度合・技術移転などについてはあまり問題

にされることがなかったためと言えよう。案件別にみると、評価点は3.5-4.3という比較的

高い値になっており、目標達成度についての案件ごとのばらつきは少ない。

（2）案件の妥当性：他の援助形態では「計画の妥当性」と呼んでいる項目である。当項目は平

均評価点は「3.7」で比較的高い。プロ技などの計画の妥当性と比較するとかなり高く、これ

にはいくつかの理由が考えられる。当案件（計画）の妥当性を構成する中項目には、（1）メ

キシコのニーズへの合致、（2）調査計画の適切さ、（3）インパクトが発現するための外部条

件の確認の３つがあるが、これはプロ技とも共通している。このうち最後の（3）について

は両者とも低く、むしろ、プロ技の方が高い。しかし、項目（1）と（2）については、開発調

査の方が高く、特に（2）調査計画の適切さが非常に高くなっている。この原因は、プロ技で

は「調査計画の適切さ」には調査団が直接判断する項目が多いが、開発調査では調査団が直

接判断する項目は少なく、その結果、開発調査の評価はプロ技より緩くなる傾向にある。案

件別に見ると、評価点は 3.4-3.9という狭い範囲に集中しており、この点でも案件間のばら

つきは少ない。

（3）効率性：本項目に関しても、平均評価点は「3.7」と高く、無償資金協力に次いで２番目に

高い値である。開発調査はコンサルタント企業に発注しコンサルタントによって実施され

るため、その効率性の評価についてはＣ／Ｐ側の判断に委ねられることになる。この場合、

提出された報告書の提案内容に対比して調査期間・コンサルタントの投入量と質が評価さ

れることになるが、目標達成度と案件の妥当性が高く評価されていれば、当項目について

も高く評価される傾向があるといえよう。通常、Ｃ／Ｐ側は開発調査費用の大きさについ

ての情報はないが、この情報が与えられた場合には、他のドナー、国際機関等との比較が

可能になり、異なる評価になることも考えられる。

（4）インパクト：本項目に関する平均評価点は「2.1」と低く、プロ技の平均点 3.1を下回って

いる。これについては、２つの理由が考えられる。１つは、プロ技にもいえるが、開発調

査が事業化されるための外部条件が事前に十分に確認されていないことであり、２つは、

プロ技では具体的に事業が実施されるのに対し、開発調査自体は計画作成活動であり、開

発調査の終了後にプロジェクトが実施されて初めてインパクトが発現することになるため

である。開発調査単体によるインパクトとしては自立発展性の一要素である「技術面での自

立発展性」であり、これは次の評価項目で扱われる。
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（5）自立発展性：開発調査はＣ／Ｐへの技術移転を通じて技術面での自立発展性に影響を与

えるが、組織面や財政面での自立発展性に対してはほとんど影響を与えない。したがって、

当項目はあくまでも参考項目である。開発調査における自立発展性の平均評価点を計算す

ると「3.2」である。開発調査は既存のカウンターパート機関とともに一定期間にわたって計

画作成活動を実施するものであり、開発調査がカウンターパート機関に影響を与える以上

に、既存カウンターパート機関の組織的・財政的・技術的発展性によって開発調査の成果

の活用度合が大きく影響される。開発調査の打率をあげるという観点からは自立発展性の

高いカウンターパート機関であることが望ましく、国営企業など民営化によって自立発展

性が不透明になる機関については慎重な検討が必要であろう。

【開発調査についての総合評価】

評価４項目の平均値は「3.3」と低くはないが、インパクトが2.1と低くなっている。インパ

クトを最終的な目標とし、その発現過程を評価項目を使って説明すると、やはり次ページの

ようなチャートで表わすことができる。妥当な投入（4.0）と適切な運営管理（4.3）が高い目標

達成度（3.9）につながったが、その反面、外部条件の未確認（1.9）と外部の阻害要因（－ 0.2）

がインパクトの発現に悪影響を及ぼしたという流れになっている。結論としては、開発調査

においても、「開発計画の立案がインパクトに結びつく外部条件の確認」がインパクトの発現

に最も有効であることがわかる。

４－２－５　研修員受入事業

本事業には、集団コース、Ｃ／Ｐ研修、個別一般研修、国別特設研修の４種類があり、調査

対象期間中に合計で 1,539人の研修員が受け入れられた。本事業に関する調査は、当評価調査

の時間とマンパワーの制約を考慮して、集団研修、Ｃ／Ｐ研修などに参加した 52の研修員及び

研修員派遣元機関にアンケート票を送付し、以下のとおり 31票のアンケートを回収した。

鉱工業 運輸 環境 教育 行政 防災 保健 農業 計 調査方法区分

アンケート回収数 9 2 11 0 2 4 3 0 31 Ｂ

表４－２－ 10はアンケート回答をセクター別に４つの評価項目（自立発展性を除く）で整理し

たものである。全セクター平均の総合評価結果は「4.0」であり、無償資金協力、第三国研修につ

いで第３位である。セクター別の総合評価結果では、鉱工業と運輸が「4.3」と最も高く、行政が

「3.4」で最も低い。しかし、最も低い評価点でも3.4で、研修員の期待は達成され、研修成果が

日常業務に活用されていることを示しており、良い成果をあげているといえよう。
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評価項目の相互関連図（開発調査）

＊効果�

＊目標達成度�

投入の妥当性�

＊自立発展性�

外部条件実現度�
または�

外部環境の影響�
実施機関のプロ�
ジェクト終了時の�

組織力�

＊計画の妥当性�

2.1

3.9

4.0

-0.2

1.9 4.4 4.7

4.3 2.8

3.2

運営管理�
の適切さ�

注：＊は評価項目、その他は分析項目、楕円内の数字は５段階評価の平均値�

注：本項目の評点は、�
　　以下の５段階である。�
�
＋２：大きな良い影響�
＋１：小さな良い影響�
　０：特に影響なし�
－１：小さな悪影響�
－２：大きな悪影響�

１．プロジェクト目標が上位目�
標に結びつくのに必要な外部条�

件が確認されている。�
２．メキシコのニーズに合っている。� ３．計画が適切に作られている。�



- 57 -

表４－２－ 10　研修員受入事業のセクター別評価結果

　 鉱工業 環境 行政 運輸 保健 防災 総合評価

１．目標達成度 4.2 3.8 3.5 4.0 3.3 3.8 3.8

２．計画の妥当性 4.5 4.2 3.3 4.2 3.9 4.2 4.0

３．効率性 4.2 4.0 3.5 5.0 3.8 4.5 4.2

４．インパクト 4.4 3.8 3.5 4.0 3.5 4.1 3.9

総  合 4.3 4.0 3.4 4.3 3.6 4.2 4.0

（1）目標達成度：平均値は「3.8」であり、研修員の自己評価は「かなり修得できた」というこ

とである。セクター別にみると、鉱工業が「4.2」で最も高く、保健が「3.3」で最も低い。ち

なみに保健の回答者は３名であるが、２名は「自分の研修目的はリプロダクティブ・ヘルス

の「制度」について学ぶことであったが、実際の研修内容はリプロダクティブ・ヘルスの「技

術」であり、期待と実際がずれていた」と述べている。研修に関する情報提供・事前協議を

充実させることによって、研修員のニーズと研修内容を合致させる努力が望まれる。

（2）計画の妥当性：平均評価点が「4.0」と高い。本項目は、メキシコへのニーズに合っている

か、計画は適切に作成されているかという２つの項目に細分されるが、それぞれの評価点

は「4.4」と「3.7」である。後者はさらに「所属先の研修計画と日本での研修には整合性があ

るか」「研修員の選定基準は明確であるか」に細分されるが、この点での改善が今後の成果

向上に役立つであろう。セクター別にみると、鉱工業が「4.5」で最も高く、行政が「3.3」で

最も低い。行政の研修コースは幅広い内容設定が可能であり、鉱工業に比べてコース設定

が絞り難い点がこのような結果につながっていると考えられる。

（3）効率性：平均評価点は「4.2」と高い。効率性は、研修の運営・内容・レベル・期間の４項

目から構成されており、研修についての満足度を示すものである。したがって、「4.2」は非

常に良い結果を示している。セクター別では、運輸が５で最も高く、行政が「3.5」で最も低

い。行政で評価点が低いのは、１名の回答者が「研修プログラムに本題（ＰＣＭ）と関係の

ないことが多く含まれていた」点を指摘していたことが原因であるが、ＰＣＭは本来幅広い

ものであり、認識に食い違いがあったとも考えられる。この点でも、研修コースに関する

情報提供は重要と考えられる。

（4）インパクト：平均評価点は「3.9」で、ほかの項目とほぼ同程度であり、研修成果が「かな

り活用されている」ことを示している。セクター別にみると、鉱工業・防災で高く、行政・

保健で低い評価点となっている。セクターごとのコース設定の内容次第で活用の程度に差
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異が現れていると考えられる。

【研修員受入事業についての総合評価】

４項目の平均評価点は「4.0」と良好であり、「妥当な研修計画が作成され、また、研修が効

率的に実施されたことによって、研修の目標が十分に達成され、その結果、研修員は職場で

研修の成果を活用できた」という望ましいサイクルが実現されたといえるであろう。合計 31

の回答のなかから評価点が１と２のものだけを抜き出してみると、評価点１が４、評価点２

が８となる。しかし、これらの評価点１と２は特定の評価項目に集中しておらず極めて分散

している。時間が不足した、研修内容が多すぎた、人事異動のために研修が役に立たなくなっ

たなど、が事例としてあげられる。最後の例はいかんともし難いものであるが、前２者につ

いては、コースの設定目的と研修員の資格条件を明確にすることによって改善することが可

能であろう。

４－２－６　専門家派遣事業

当評価調査では、1988年度から派遣され1997年度までに活動を終了した長期専門家延べ63名

のなかから、なるべく多彩な分野・メキシコ配属先・本邦所属先・派遣時期にわたる専門家 41

名を抽出し、アンケート調査を実施した。表４－２－ 11に示されるように、回答数は 25（日墨

双方から回答のあった専門家が２名）で、これを評価に使用した。

評価４項目（自立発展性を除く）についての評価結果は表４－２－ 12に示されるとおりであ

り、ここでは、専門家が作成した報告書類のアベイラビリティによってアンケート結果を分類

した。「Ａ」は業務実施計画書と最終報告書の両方がある専門家の回答（15）、「Ｂ」は最終報告書

だけがある専門家の回答（4）、「Ｃ」は業務実施計画書だけがある専門家の回答（2）、「Ｄ」は両方

ともない専門家の回答（4）である。

表４－２－ 11　専門家派遣事業の評価情報

分野
回収専門家数 アンケート回収状況 報告書の有無

調査方法区分
（　）内は配布数 日本側 メキシコ側 業務実施計画書 最終報告書

鉱工業 10（17） 7 3 8 7

農業 7（12） 5 3 3 4

教育 3（ 3） 3 0 3 3

運輸 3（ 6） 3 1 3 3 Ｂ

環境 1（ 2） 1 0 0 1

防災 1（ 1） 1 0 0 1

合計 25（41） 20 7 17 19
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表４－２－ 12　専門家派遣事業の評価結果

Ａ（15） Ｂ（4） Ｃ（2） Ｄ（4） 総合（25）

１．目標達成度 3.6 2.8 3.5 3.2 3.4

２．計画妥当性 4.0 4.4 3.9 3.9 4.0

３．効率性 3.5 3.4 3.4 3.1 3.4

４．インパクト 4.5 na na 3.3 4.2

（５．自立発展性） （3.5） na na （3.3） （3.5）

平均（＊注） 3.9 3.5 3.6 3.4 3.8

＊注：平均には、参考情報である５．自立発展性は含まれていない。

（1）目標達成度：専門家 25名の平均評価点は「3.4」（日側 3.0、墨側 3.7）で、専門家派遣の目

標はおおむね（８割以上）達成されていると判断される。目標達成度の評価は主にアンケー

ト回答によったが、上記Ａ、Ｂに該当する専門家については最終報告書の「計画の達成度」

に記載されている内容も加味している。専門家の業務実施計画書における達成度は定性的

記述であるが、専門家が目標を明確に意識する、また、事後評価の精度を高めるという観

点から、定量的表現があることが望ましく、このような方向で実施計画書を見直すことが

望まれる。

（2）計画の妥当性：計画の妥当性の評価点は「4.0」（日側 3.6、墨側 4.1）とかなり高く、目標

達成度よりも高い。本項目は、（1）ニーズをどの程度満たしているか、（2）ニーズ等からみ

て配属先は適当か、（3）活動計画は適切に作成されているか、の３点で構成されている。こ

れら３項目の評価は、それぞれ（1）は「4.1」、（2）は「4.3」、（3）は「3.7」であり、ニーズの

充足度と配属先の適切さが高い。さらに（3）の小項目を見てみると、①目標の明確さ（3.2）、

②派遣時期（3.5）、③派遣期間（4.7）、④具体的な活動計画（3.2）となっており、専門家の

派遣期間は非常に良いが、活動の目標と活動計画の具体性が相対的に低いことが分かる。

専門家の目標を明確にし、活動計画を具体化することが今後の改善課題といえよう。

（3）効率性：効率性の平均評価点は「3.4」（日側「3.0」、墨側「3.8」）とおおむね良好であるが、

計画の妥当性に比べると低い。当項目を構成する中項目は、（1）投入の時期（3.1）、（2）投

入の質（3.8）、（3）投入の量（3.2）となっており、大きな問題はない。しかし、（1）の小項目

である「機材供与の時期」に対する評価が 2.6（遅延した）、（2）の小項目である「機材供与の

量」に対する評価が 2.7（不足している）、「現地業務費」に対する評価が 2.4（不足している）

となっており、これらが結果的に効率性を 3.4に引き下げていると推測される。
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（4）インパクト：インパクトの平均評価点は「4.2」（墨側のみ）とかなり高い。しかし、専門

家が配属先機関にどのようなインパクトをもたらすことができるかは評価者の見方により

かなり異なるものであり、専門家が配属された課か、部か、局か、機関全体かなどの確認

が必要であろう。また、当アンケートは墨側だけの評価であり、比較的好意的に評価して

くれた可能性もある点留意が必要であろう。

（5）自立発展性：自立発展性の平均評価点は「3.5」（墨側のみ）とおおむね良好である。しか

し、従来型の専門家が配属先機関の技術や組織の自立発展性に影響できたとしても、それ

はかなり部分的であり、全体的な自立発展性に影響を与えるとは考え難い。今後は、「制度

能力の強化」が重視され、それを目的とした専門家派遣（特に、地方自治体の制度能力強化）

も考えられることから、配属先機関の自立発展性を計測する指標を作成していくことが必

要となろう。現時点では、当項目は参考指標にとどめることとした。

【専門家派遣事業についての総合評価】

総合評価点は「3.8」である。項目毎に示されるように、計画の妥当性は高い評価点を得てい

るが、効率性がやや低いため、専門家の技術協力活動に多少マイナスとして作用し、目標達

成度が相対的に低い評価にとどまったと言えよう。中項目・小項目から原因をとっていくと、

計画の妥当性では、専門家派遣の目標に明確さが欠け、活動計画が必ずしも具体的になって

いないことが確認された。これらについては、業務実施計画を作成する際に目標達成指標を

盛り込むなど定量化を図っていくことが望まれる。また効率性では、機材の供与時期の遅れ

並びに機材と現地業務費の不足が指摘されている。これらについては、実状を調査したうえ

で適切な対策をとることが必要であろう。

４－２－７　青年海外協力隊派遣事業

当事業ではアンケートのみを実施したが、その回収状況と評価の基礎情報として使用した報

告書類の状況は表４－２－ 13のとおりである。
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表４－２－ 13　青年海外協力隊派遣事業の評価情報

分　野
回収隊員数 アンケート回収状況

隊員報告書のある隊員数 調査方法区分
（　）内は総数 日本側 メキシコ側

農業 5（ 9） 2 4 3

保健 3（ 6） 2 3 3

その他 13（13） 2 13 11

（1）家政､手工芸等 6（ 6） 2 6 6
Ｂ

（2）経済（会計） 3（ 3） 0 3 3

（3）市場調査 3（ 3） 0 3 1

（4）木工 1（ 1） 0 1 1

合計 21（28） 6 20 17

本調査では、1999年度までに任務を終えて帰国した全隊員（28名）にアンケートを配布し、そ

のうち、日墨いずれかから回答があった隊員21名を対象に評価を行った。表４－２－14はアン

ケートの回収状況を示しており、（1）は日墨双方から回答があった隊員（５名）、（2）はメキシコ

からのみ回答があった隊員（15名）、（3）は日本からのみ回答があった隊員（１名）である。目標

達成度の評価は、主にアンケート回答に基づいているが、報告書類の有る隊員については、隊

員報告書の「実施計画からみた達成度等実践活動のまとめ」の記載内容も加味して評価した。

表４－２－ 14　青年海外協力隊派遣事業の評価結果

　 （a）５名 （b）11名 （b）*４名 （c）１名 平均（21名）

１．目標達成度 3.9 3.4 2.8 3.3 3.5

２．計画の妥当性 3.7 3.8 4.1 3.4 3.5

３．効率性 4.0 3.6 3.0 3.0 3.3

４．インパクト 3.5 3.2 2.6 3.5 3.2

総　　合 3.8 3.5 3.1 3.3 3.4

注：＊印は報告書のない隊員

（1）目標達成度：隊員21名の平均評価点は「3.5」と比較的良い結果である。本項目は、（1）技

術的な目標達成度、（2）隊員の人間形成・成長、（3）配属先の満足度から成るが、それぞれ

の評価は、（1）2.6、（2）3.9、（3）4.0であり、配属先の満足度はかなり高く、隊員自身の人

間形成にも大いにプラスになったことがうかがえる。しかし、技術的な目標達成度の評価

は低い。この理由としては、隊員自身の厳しい自己評価と後述の効率性や配属先の問題が

あげられよう。
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（2）計画の妥当性：計画の妥当性の平均評価点は「3.5」であり、目標達成度と同様に良い結果

である。本項目は、（1）メキシコのニーズ、（2）配属先の適切性、（3）活動計画の具体性、（4）

派遣時期の適切性、（5）派遣期間の適切性から構成されている。これらの評価は、それぞれ、

（1）3.6、（2）3.3、（3）2.5、（4）3.8、（5）4.3であり、（3）の活動計画の具体性が低い。また、

（2）の配属先の適切性を構成する小項目を見ると、配属先の隊員に対するニーズが 2.8とや

や低く、必ずしもニーズの高くない組織に隊員が配属されたことを示唆している。

（3）効率性：効率性の平均評価点は「3.3」で、おおむね良好である。当項目を構成する中項目

の評価点は、（1）隊員の語学力「3.6」、（2）隊員の知識・経験・能力「4.1」、（3）Ｃ／Ｐ数の

適当さ3.4、（4）Ｃ／Ｐの能力「2.0」となっており、地方の末端で住民と直接に接触している

Ｃ／Ｐの能力が特に低い。アンケートの回答には「現地の人々の知識レベルが低い」（保健

分野）、「Ｃ／Ｐが活動内容を理解していない」（家政分野）などのコメントがあるが、この

ようなＣ／Ｐの能力の低さは隊員の協力活動の進捗や目標達成度にマイナスの影響を与え

ていると考えられる。

（4）インパクト：ここでのインパクトは任務を終えた隊員自身へのインパクトであるが、平

均評価点は「3.2」で、おおむね良好ないしは特別なインパクトを受けていないと判断され

る。「隊員経験が現在の職業にどの程度活用されているか」を問う質問では、評価点は「2.5」

と低い。隊員が帰国後に経験を生かせる職場を見いだし難い状況は従来からある問題であ

るが、インパクトを高めるためにはこの問題の改善に取り組むことが必要であろう。

【青年海外協力隊派遣事業についての総合評価】

以上の評価４項目を総合した平均評価点は「3.4」である。メキシコ側の平均評価点は「3.8」、

日本側（隊員）の評価点は「3.0」と乖離しているが、この乖離は隊員の自己評価に比べてメキ

シコ側の評価は非常に高いことを示している。ミチュウアカン州の事例調査でもこの現象は

確認されており、隊員は日常活動で様々な課題を抱え成果に対しても満足しているとはいえ

ないにもかかわらず、メキシコ側は若い日本人が単独で地方のコミュニティに入り、村人の

生活改善に取り組む姿勢を非常に高く評価している。

留意すべきは、アンケート回答と報告書類からは、隊員の専門分野と配属部署のミスマッ

チや配属先の協力隊活動に対する認識不足があげられている点である。これは配属先の隊員

に対するニーズがあまり高くない場合に現れる傾向があり、配属先が隊員の赴任を知らな

かったケース、着任後に隊員が赴任目的を説明せざるを得なかったケースなど、活動開始以

前に障害に直面したケースもある。ＪＩＣＡと受入機関並びに受入機関における本部と末端
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組織とのコミュニケーションが十分でなかったなどの理由が考えられるが、この点での改善

が求められる。この点の改善によって、活動の効率性と目標達成度は大きく改善されると考

えられる。

４－３　セクター別事業評価

セクター別事業評価では、前節と同様に、個別案件評価の結果を活用した。全 27件（個別案件

24と研修員受入事業、専門家派遣事業、青年海外協力隊派遣事業）を「農業、鉱工業、教育、保健、

運輸、環境、防災」の７セクターに分類した。評価情報としては、インタビュー及びアンケート調

査の結果を使用している。しかし、当評価調査ではインタビューは11案件に限られ、また、アン

ケート回収数もあまり多くないため、セクターによっては評価情報が非常に限られており、セク

ター別事業評価として十分とはいえないものもある。以下に記述するセクター別事業評価にはそ

のような制約があることに留意して頂きたい。

表４－３－１はセクター別事業評価の結果をまとめたものである。セクター別の評価５項目を

すべてまとめた平均評価点は「3.6」であり、比較的良好な結果である。セクター別でみると、運

輸、防災、教育などのセクターが比較的高く、農業、環境、鉱工業はやや低い。このうち評価点

が最も高い運輸セクターを見ると、すべての評価項目が良好であるが、特に自立発展性とインパ

クトが高い。評価点が最も低い農業セクターは、計画妥当性の評価点が低く、これが低いインパ

クトにつながっている。

セクター横断的にみると、評価５項目ではインパクトが低い評価点であることが分かる。この

低いインパクトを高めるためには、セクター別にインパクトの向上をめざすより、セクター横断

的な「開発課題に対する取り組み」を強化することが重要と考えられる。これは、ＪＩＣＡの今後

の方向性と合致するものであり、地方における貧困軽減への取り組みなど、これからの課題であ

るといえよう。

表４－３－１　セクター別事業評価の結果

分　野
評価５項目 平均（括弧内は、

目標達成度 計画妥当性 効率性 インパクト 自立発展性 セクター間順位）

1. 農　業 3.3 2.8 3.2 2.5 3.3 3.0（9）

2. 鉱工業 3.5 3.7 3.4 2.4 3.5 3.3（6）

3. 教　育 4.1 3.5 3.7 4.0 4.2 3.9（3）

4. 保　健 3.3 3.6 3.4 3.7 3.8 3.6（4）

5. 運　輸 4.1 4.2 3.9 4.4 4.8 4.3（1）

6. 環　境 3.5 4.0 3.6 1.9 Na 3.2（7）

7. 防　災 3.8 4.0 3.7 4.0 4.3 4.0（2）

平　均 3.7 3.7  3.5  3.3 4.0 3.6
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４－３－１　農業

農業セクターでは、７つの援助形態（注：プロ技・研究協力・チーム派遣はひとつのスキーム

とする）のうち５つの援助形態が実施されており、ほかのセクターに比べて多様である。また、

案件数では（注：研修員受入事業・個別専門家・青年海外協力隊は、それぞれひとつの案件と数

える）７件あり、累積事業費で見て２番目で、重点的に取り組まれてきたセクターといえる。農

業セクターの評価結果は表４－３－２に示されるとおりである。

表４－３－２　農業セクターの評価結果

評価５項目 目標達成度 計画の妥当性 効率性 インパクト 自立発展性 総合

プロ技 サンプル１ 3.0 1.8 2.0 1.5 　3.6 2.4

チーム派遣 サンプル２ 3.5 2.3 4.0 2.0 3.6 3.1

研究協力 サンプル３ 4.0 1.9 3.0 2.0 2.4 2.7

開発調査 サンプル４ 2.9 na na na na Na

無償 サンプル５ 3.0 na na na na Na

個別派遣専門家 　 3.4 3.9 3.5 3.7 3.1 3.5

青年海外協力隊 3.4 3.9 3.6 3.3 4.0 3.6

セクター平均 3.3 2.8 3.2 2.5 3.3 3.0

農業セクターの総合評価点は「3.0」であり、全セクターの総合評価点である「3.6」を 0.6ポイ

ント下回っており、最も評価点の低いセクターである。この主な理由としては、７件中３件に

おいて、計画の妥当性が低く、その結果、低いインパクトの発現にとどまったことがあげられ

よう。これらはプロ技の技術開発・研究協力型（注）の案件であったことに特徴がある。研究開

発型案件では、研究開発の成果をあげるとともに、その成果を受益者に普及することが重要で

あるが、当案件では受益者の分析や普及体制の整備などはＣ／Ｐ側の責任範囲とされ、積極的

な取り組みがなかったために低いインパクトにつながったと考えられる。このような責任分担

は農業セクター固有のものではないが、今後は、このような技術開発・研究協力型のプロジェ

クトにおいても、開発技術の普及まで視野に入れて案件を形成していくことが重要であろう。

（注：現地の気象条件や社会条件等に適応する適正技術の研究・開発を目的とする案件）

４－３－２　鉱工業

鉱工業セクターの事業は表４－３－３に示されるとおりである。鉱工業セクターにおける事

業では、５つの援助形態が実施されている。案件数は９件で、他のセクターと比べて開発調査

が４件と多い点が特徴であり、累積事業費で見ても最も重点的に取り組まれているセクターで

ある。
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表４－３－３　鉱工業セクターの評価結果

評価５項目 目標達成度 計画の妥当性 効率性 インパクト 自立発展性 総合

プロ技 サンプル１ 4.5 3.1 2.5 2.0 3.2 3.1

サンプル２ 3.0 na na 2.0 Na

開発調査
サンプル３ 3.5 3.4 4.0 1.0 　 3.0

サンプル４ 3.5 3.9 4.0 2.5 　 3.5

サンプル５ 2.6 2.8 2.0 1.0 　 2.1

第三国研修
サンプル６ 4.0 4.0 4.0 na 3.9 Na

サンプル７ 3.0 3.8 2.5 na na Na

個別派遣専門家 3.6 3.9 3.7 4.0 3.4 3.7

研修員受入事業 4.2 4.5 4.2 4.4 4.3

セクター平均 3.5 3.7 3.4 2.4 3.5 3.3

鉱工業セクターの総合評価点は「3.3」であり、全セクターの評価点「3.6」より若干下回るが、

ほとんどの評価項目が全セクターの評価点に近い。しかし、インパクトだけは、全セクター平

均の「3.3」に対し「2.4」と２番目に低い。これは主として、４件の開発調査において国営事業の

民営化など外部環境の事前確認が十分でなかったためにインパクトがあまり発現しなかったこ

とによる。事前評価の強化を検討すべきであろう。

４－３－３　教育

教育セクターの事業はプロ技が１件と専門家派遣事業だけであり、累積事業費でみて９セク

ターのなかの４番目に相当する。教育セクターの事業は表４－３－４のとおりである。

表４－３－４　教育セクターの評価結果

評価５項目 目標達成度 計画の妥当性 効率性 インパクト 自立発展性 総合

プロ技 サンプル１ 5.0 3.0 4.0 4.0 4.2 4.0

個別派遣専門家 3.2 3.9 3.3 na na na

セクター平均 4.1 3.5 3.7 4.0 4.2 3.9

教育セクターの総合評価点は「3.9」であり、全セクターの平均評価点よりも 0.3 ポイント高

く、３番目に高い評価点である。これは当セクターの唯一の案件であるテレビを介した遠隔地

教育のプロ技が高い評価であったことが主な理由である。

４－３－４　保健

保健セクターの評価対象案件はプロ技が１件と研修員受入事業及び青年海外協力隊派遣事業
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であり、累積事業費から見て７番目である。これまでのところ対メキシコ協力ではあまり重点

が置かれてこなかったセクターといえるであろう。保健セクターの評価結果は表４－３－５に

示されるとおりである。

表４－３－５　保健セクターの評価結果

評価５項目 目標達成度 計画の妥当性 効率性 インパクト 自立発展性 総合

プロ技 サンプル１ 3.0 3.0 3.0 4.0 3.7 3.3

青年海外協力隊 3.7 3.8 3.5 3.6 3.8 3.7

研修員受入事業 3.3 3.9 3.8 3.5 3.6

セクター平均 3.3 3.6 3.4 3.7 3.8 3.6

保健セクターの総合評価点は「3.6」であり、全セクターの総合評価点と同一であり、すべての

評価項目の評価点も全セクター平均と同程度である。３つの事業のうち、プロ技事業（家族計

画・母子保健）は総合評価点ではそれほど高くはないが、インパクトが極めて高いという点で注

目に値する。当事業は貧困州であるゲレロ・ベラクルス両州の保健サービスの低い地区で開始

され、当初の成果は点的なインパクトにとどまっていたが、インパクトは次第に面的な広がり

を見せ始めている。ここでの成果を踏まえ、メキシコ政府は母子手帳の全国普及をめざす活動

を開始しているなどインパクトはさらに拡大しようとしている。当事業は既存の保健組織を活

用して活動しているため、資金・人材など投入面でも効率的であるという利点を有している。

４－３－５　運輸

運輸セクターの事業は７つの援助形態うち４つが使用されている。案件数は５、累積事業費

は 3番目であり、対メキシコ協力で重視されてきたセクターである。運輸セクターの評価結果

は表４－３－６に示されるとおりである。

表４－３－６　運輸セクターの評価結果

評価５項目 目標達成度 計画の妥当性 効率性 インパクト 自立発展性 総合

開発調査 サンプル１ 4.4 na na na na

開発調査 サンプル２ 4.3 3.8 3.5 4.0 　 3.9

第三国研修 サンプル３ 4.0 4.8 4.0 4.7 4.8 4.5

個別派遣専門家 3.6 3.9 3.1 5.0 4.8 4.1

研修員受入事業 4.0 4.2 5.0 4.0 4.3

セクター平均 4.1 4.2 3.9 4.4 4.8 4.3
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運輸セクターの総合評価点は「4.3」であり全セクターの総合評価点を0.7ポイント上回り、最

も評価点の高いセクターである。評価項目別にみても、評価情報が不足している自立発展性を

除く４項目で全体平均をかなりの程度上回っている。

４－３－６　環境

環境セクターで実施された事業は開発調査が５件と研修員受入事業並びに専門家派遣事業で

あり、累積事業費でみると５番目である。環境セクターの評価結果は表４－３－７に示される

とおりである。

表４－３－７　環境セクターの評価結果

評価５項目 目標達成度 計画の妥当性 効率性 インパクト 自立発展性 総合

開発調査 サンプル１ 3.2 na na na na

サンプル２ 3.9 na na na na

サンプル３ 3.4 na na 1.0 　 na

サンプル４ 4.3 3.7 4.0 na 　 na

サンプル５ 4.0 3.6 3.0 1.0 　 2.9

個別派遣専門家 1.6 4.3 3.2 na na na

研修員受入事業 3.8 4.2 4.0 3.8 4.0

セクター平均 3.5 4.0 3.6 1.9 na 3.2

環境セクターの総合評価点は「3.2」であり、全セクターの総合評価点より 0.4ポイント低い。

項目別の評価結果は、鉱工業セクターと類似しており、計画の妥当性が「4.0」とかなり高いのに

対し、インパクトが「1.9」と低い。これは、計画自体はメキシコのニーズに合った適切なもので

あるが、開発調査の実施に大きな影響を及ぼす外部環境についての事前確認が十分になされな

かったために事業化に結びつかなかったことを示している。「既に関連する政策・施策が存在す

るため、開発調査によるインパクトが判然としない」あるいは「提言が事業化されていないため

インパクトが発現しない」という評価コメントがその状況を説明している。

４－３－７　防災

防災セクターの事業はプロ技１件、無償資金協力１件と研修員受入事業及び専門家派遣事業

であり、累積事業費合計額はそ６番目となっている。防災セクターの評価結果は表４－３－８

に示されるとおりである。
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表４－３－８　防災セクターの評価結果

評価５項目 目標達成度 計画の妥当性 効率性 インパクト 自立発展性 総合

プロ技 サンプル１ 4.0 3.3 2.5 4.0 4.3 3.6

無償 サンプル２ 4.5 4.0 4.0 4.0 4.3 4.2

個別派遣専門家 　 3.0 4.5 3.8 na na na

研修員受入事業 3.8 4.2 4.5 4.1 4.2

セクター平均 3.8 4.0 3.7 4.0 4.3 4.0

防災セクターの総合評価点は4.0であり、全セクターの総合評価点を0.4ポイント上回ってい

る。ほとんどすべての評価項目について高い評価点を得ているが、プロ技「地震防災」の効率性

だけが 2.5という低い評価になっている。この主な理由は、５年計画で実施された当事業が２

年間の延長を余儀なくされたことであり、この延長には妥当な理由が確認されないためである。

４－４　総合評価（国別評価）

４－４－１　援助形態評価・セクター別事業評価のまとめ

前２節で、援助形態評価とセクター別事業評価の結果を概観した。ここでは、これらの結果

を踏まえ、対メキシコ援助が全体としてどのように評価されるかを検討する。表４－４は援助

形態評価とセクター別事業評価の結果及び両者の平均を示している。

表４－４－１　総合評価（国別評価）

評価５項目

評価角度
目標達成度 計画妥当性 効率性 インパクト 自立発展性 平均

形態別評価 3.8 3.7 3.6 3.6 4.2 3.8

セクター別評価 3.7 3.7 3.5 3.3 4.0 3.6

総合評価 3.75 3.70 3.55 3.45 4.10 3.70

援助形態評価による総合評価点は「3.8」、セクター別事業評価による総合評価点は「3.6」であ

り、両者の平均評価点は「3.7」となる。この値は、例えば、目標達成度で見れば「90％以上目標

が達成されている：４」と「80％以上目標が達成されている：３」の間で少し「４」寄りであり、ま

た、インパクトで見れば「大きな効果が発現している：４」と「ある程度の効果が発現している：

３」の間で少し「３」寄りであり、「全体的に満足できる状態」を示していると判断できるであろ

う。評価５項目の各々をみると、最も低いインパクトの「3. 4 5」から最も高い自立発展性の

「4.10」の範囲に分布しており、特に悪い評価点になった評価項目はない。
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既述のように、当評価調査の評価情報は主にインタビュー調査結果、アンケート調査結果及

び既存報告書類の３点であるが、必ずしも情報量が十分ではなかった。評価対象である24案件

と３事業に対し、インタビュー調査は 11案件に対し実施され、13案件と３事業については実施

されなかった。また、アンケート調査は 23案件と３事業について実施され、大部分の案件と事

業をカバーしているものの、回答数がかなり少ないものもある等、評価情報の量と質は必ずし

も十分ではなかった。援助形態評価ではインタビュー調査結果、アンケート調査結果及び既存

資料類が活用できる比較的情報精度の高い案件をベースに評価を行っており、他方、セクター

別事業評価ではアンケート調査結果と既存資料類だけしか情報がない案件も含めて評価を行っ

ている。両者は評価情報のベースに差異があるものの、両者の結果を比較してみると、表４－

４に示されたように、特に大きな差異は生じていない。両評価の平均をもって総合評価（国別評

価）とすることに大きな問題はないと考えてよいであろう。

以上、７つの援助形態と７つのセクターについて、援助形態評価及びセクター別事業評価を

実施し、それらの平均点を求める形で総合評価（国別評価）を試みたが、援助形態とセクターに

関する案件・事業の分布マトリックスを示すと表４－５のようになる。ここでは、研修員受入・

専門家派遣・ＪＯＣＶの３事業はセクターにとらわれないため「灰色」で示した。メキシコ以外

の国々への裨益効果をめざす第三国研修を除くと、農業（プロ技が高い比重）と鉱工業（開発調

査が高い比重）以外のセクターでは、1988年から 1998年までの 10年間において援助形態の選択

が極めて限定的で、教育と保健セクターはプロ技だけ、運輸と環境セクターは開発調査だけと

なっている。

メキシコが高中所得国であることから、案件数が少なく、したがって、セクター別に見た場

合の援助形態が限定的であることは致し方ないところであろうが、表４－５から14の案件を相

互に連携づけることは極めて難しい。このことは、限られた対メキシコ援助枠の中で、メキシ

コ政府のセクター別実施機関が重要と考える案件に対して、援助が個別に実施されてきた結果

を示唆しているということができるであろう。我が国の限られた対メキシコ援助枠をメキシコ

の開発に向けて効果的に活用し最終的に高い総合評価点を得るためには、「開発課題に対する取

り組み」を強化し、開発課題に対して適切なセクターミックス・援助形態ミックスを検討し、援

助資源を集中していくことが望ましいといえるであろう。
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表４－５－１　援助形態・セクター・マトリックス

Ａ．プロ技 Ｂ．第三国研 Ｃ．無償 Ｄ．開発調査 Ｅ．研修員 Ｆ．専門家 Ｇ．ＪＯＣＶ

1. 農業 砂漠地農業 漁業センター 農村総合

養蚕技術

農業用水

2. 鉱工業 選鉱場管理 デジタル伝送 ＣＦＭ選鉱場

選鉱分析 水力発電

裾野産業

地域資源調査

3. 教育 テレビ研修

4. 保健 家族計画

5. 運輸 港湾水理 太平洋港湾

観光促進戦略

6. 環境 メキシコ大気

固定発生源

鉱山公害対策

燃焼技術

連邦下水処理

7. 防災 地震防災 防災センター

４－４－２　総合評価（国別評価）の改善の方向

当評価調査は国別評価の一つの試みとして、メキシコに対して実施された 1988年から 1998年

の 10年間における 24案件と３事業を対象とし、評価５項目をベースとした個別案件・事業評価

の結果を積み上げて総合評価とした。このような評価も一つの評価方法と考えられるが、評価

情報の充実という点に加え、以下に示されるようないくつかの改善点があると考えられ、次年

度以降の国別評価調査での改善が期待される：

（1）評価項目の細分項目の設定と重みづけ

当評価調査では、目標達成度、計画の妥当性、効率性、インパクト、自立発展性の評価

５項目を大項目として、各大項目を中項目、中項目を小項目にブレイクダウンした。まず、

小項目ごとに“１”から“５”の評点づけを行い、複数の小項目の平均をもって中項目の評価

点とし、さらに、複数の中項目の平均をもって大項目の評価点とすることによって評価の

客観性を高めるよう試みた。

ここで検討を要する課題としては、（1）大項目－中項目－小項目の構成が適切であった

か、（2）“１”から“５”の評点基準が適切であったか、（3）大・中・小の各レベルではすべて
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の項目が同等の重要性をもつという想定は適切であったか、という点が挙げられよう。当

評価調査では、（1）と（2）については適切であるよう最大限に努力を試みたが、（3）につい

ては合理的な「重みづけ基準」を設定することができず、各レベルでの項目は同等の重みを

もつと想定して評価点を算出している。例えば、「政策目標との関連性が強いか」という項

目と「Ｃ／Ｐ１人当たりの専門家数は適切であるか」という項目ではおのずと軽重があり、

異なる重みづけが必要と考えられる。しかしながら、その定量化は難しいところである。

（2）援助資源の投入量による重みづけ

当評価調査では、対象の 24案件と３事業についても案件・事業間の重みづけを行わず、

同等の重みで評価を行った。しかし、我が国の対メキシコ協力を効果的に実施するために

は、援助資源をニーズに対してどう配分するかが重要であり、より多くの援助資源が配分

された重点案件・事業がより高い成果をあげ、少ない配分の案件・事業はそれなりの成果

を発生させることが期待される。このような観点からすると、援助資源の投入の大きさに

よる重みづけがなされて総合評価が重要な情報となるものと考えられ、成果についての定

量指標の設定とともに改善が必要な点であるといえよう。

援助資源の投入量の差を評価に反映させるためには、成果についても定量的な指標（でき

れば金額表示）が必要となる。ＪＩＣＡは、このような評価を可能とするよう、ＰＤＭの普

及を図っているが、当評価調査で対象とした 1988～ 1998年の対メキシコ案件・事業では数

値目標を含めた適切なＰＤＭが作成されていないものが多い。個別案件・事業の積み上げ

によって国別評価を実施しようとすれば、数値目標を含むＰＤＭの整備は極めて重要とな

る。今後の援助が「課題の解決に向けた援助」をより強く志向するようになれば、個別案件・

事業の積み上げに頼らない評価手法の開発も必要となろうが、開発課題の解決に向けた「成

果重視のアプローチ」の重要性はますます高まることが予想され、定量的な成果指標設定は

一層重要になると考えられる。

（3）援助事業をとりまく外部環境の反映

援助事業をとりまく外部環境（経済危機、それに伴う財政難、各種構造改革など、援助案

件の関係者がコントロールできない要因）は援助事業の成果達成に大きな影響を及ぼす。サ

リーナス政権で推進された市場経済化とグローバリゼーションへの対応、国営企業の民営

化、セディージョ政権の樹立直後に発生したメキシコの金融危機、セディージョ政権で推

進された緊縮財政と構造改革、地方分権化と開発から取り残された地方の開発促進、中米・

カリブ諸国を中心とする対外援助の重視など、メキシコの課題・重点政策は時間の経過と

ともに変化し、これらの変化は援助事業に大きな影響を及ぼす。また、メキシコ経済の発
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展にともなう公的部門の経済的影響力の相対的な低下並びにＯＤＡの果たし得る役割の低

下なども、我が国の援助事業の成果を考えるうえで重要なファクターとなる。

今回の評価調査では、過去10年間における外部環境の変化が我が国の援助事業に及ぼし

たであろう影響を明示的に分析する立場はとらず、むしろ、これらの外部環境の変化は個

別案件・事業の評価５項目に反映されているという立場から評価を試みた。しかし、変化

が生じても援助事業が目標成果を達成できるよう微調整を可能にするという観点から見れ

ば、外部環境と援助事業の相互関係を明示的に表現できることが望ましい。この点は今後

の国別評価に残された課題といえよう。重視すべき事例としては、「開発調査」と「事業の

具体化」の問題があげられよう。メキシコの場合には、従来から開発調査が事業の具体化に

結びつかない点が問題にされているが、1994年末に発生した金融危機がその前後に終了し

た開発調査の事業実施にどのような影響を与えたか、それに対してはどのような対応が考

え得るか、などである。

（4）政策協議による援助事業の明確化

この問題は当評価調査でこれまで扱ってきた問題と若干性格が異なるが、国別評価を実

施する上での一つの重要なファクターであると考えられるので、簡単に触れておきたい。

当評価調査の対象期間中に実施された２回の政策協議をレビューすると、政策協議は援助

事業の方向性を明確にするよう改善の余地があるという印象を受けた。

1990年に実施された年次協議では、６つの重点分野（水問題、環境、バイオテクノロジー、

電気通信・情報、新素材、貧困問題）を確認しているが、その後は「重点分野別に何を重視

するか」という協議ではなく、プロ技、開発調査、専門家派遣、研修員受入れなど援助形態

別に進行中の案件と新たな要請案件に関する協議が行われた。また、1996年に実施された

政策協議では、我が国から対メキシコ経済協力の基本方針と２つの重点分野（環境分野、産

業開発・地域振興に資する人づくり）が示された後、重点分野の具体的内容についての協議

ではなく、先回と同様に、援助形態別の案件協議が行われた。両協議において、いずれも

重点分野と援助形態別の案件が直接的に関連づけられていない。

過去、援助事業は形態別に実施されており、その限りではこのような政策協議にはそれ

なりの意義があったと考えられる。しかし、複数の援助案件を束ねて全体としての国別評

価が求められる場合には、政策協議の内容は一つの重要な評価基準となり、選定された重

点分野の内容が掘り下げられ、そこに含まれ得る候補案件を「どのような援助形態で実施し

たら良いか」という協議内容が重要となる。

政策協議に参加するメキシコ側機関は主としてセクター別の省庁であり、このような協

議には難しさが予想される。しかし、メキシコ政府は、政府各機関・民間・市民団体など
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国際協力の関係者を包含する「メキシコ国際協力システム」の構築をめざしており、今後、

この面での改善が期待される。双方の努力によって政策協議が一層改善されることが望ま

れる。
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第５章　援助政策サブフレーム

前章までに、当評価調査のフレームワークを構成するニーズ確認サブフレーム（第３章）と事業

評価サブフレーム（第４章）を検討してきた。当章では、前２章の検討結果を踏まえ、対メキシコ

援助の基本方針を検討することとする。

５－１　対メキシコ援助政策に関する考慮事項

５－１－１　メキシコにおけるＯＤＡの果たす役割

メキシコの１人当たりＧＮＰは約 4,000 ドルに達し高中所得国に位置づけられるとともに、

ＯＥＣＤ及びＮＡＦＴＡへの加盟を果たし、また、中米・カリブ諸国への支援を実施している

ことからも伺えるように、メキシコは途上国からの卒業に近づいている国と考えられる。メキ

シコのＧＮＰに対するＯＤＡ比率（ＯＤＡ／ＧＮＰ）は 0.03％という非常に低い値であり、これ

はメキシコ経済の規模が非常に大きく、ＯＤＡが経済全体に果たす役割は極めて限られている

ことを示唆している。また、メキシコへの資金流入では民間資金フローが大きなシェアを占め

ており、毎年１億4,000万～１億 5,000万ドル・レベルでコンスタントに流入するグラント援助

（流入資金量の約２％）は民間経済活動の恩恵を受け難い分野で効果的に活用されることが望ま

しいことを示唆しているといえるであろう。

５－１－２　メキシコの開発ニーズ

メキシコの開発ニーズについては第３章で既に紹介したが、ここでは、対メキシコ援助政策

を検討するうえで重要と考えられる点をまとめた：

（1）農業

セディージョ政権により開始された「農村との同盟」プログラムは次期政権でも継続され

るという見方が強いが、同プログラムは必ずしもすべての農民にメリットが行きわたって

いないという問題も指摘されており、今後は、農産加工、農業マキラドーラなど農業関連

産業を積極的に開拓するというマクロ施策とともに、作物の多様化を中心に小農民への助

成・農村小企業の育成など、貧困な農村地域に対する支援が必要とされている。

（2）鉱工業

国家開発計画 1995～ 2000年は経済成長を通じて 100万人の雇用を創出することをめざし

ている。この目標達成のためには、外国直接投資の誘致、企業の拡大、資金と技術の導入
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が必要であるとともに、若年労働力の強化も重要な課題であり、このための教育・研修に

対するニーズが高い。また、産業構造の高度化に向けた「産業クラスター振興」が計画され

ており、産業クラスターの頂点に輸出大企業を位置づけ、この下請企業群としてサポー

ティング・インダストリーを編成し、人材育成、経営指導、金融サービスなどを提供して

支援しようとしている。このため、1997年以降、各州に“技術支援地域センター”を設立し、

当センターの強化を中心に産業開発が遅れている地方の産業育成を支援しようとしている。

この分野への支援も重要と考えられるが、鉱工業においては民間部門が主導的な役割を演

じていることを考慮すると、公共部門としてどのように効果的に関与できるか、限られた

ＯＤＡを振り向けるに適切な分野かなど、慎重な検討が必要となろう。

（3）教育

2000年に入り文部大臣は「2000年教育政策」を大統領に提出した。その重点は、（1）教育

全般の質的改善を図る、（2）学士レベルの質的向上と大学院の教育内容を社会のニーズに合

致させるなど高等教育の拡充をめざす、（3）技術教育の質的向上をめざし「資格制度」を導

入する、という３点である。技術教育に関する今後の政策は、（1）技術教育の質的向上を図

る、（2）企業ニーズに応え企業との連携を強化する、こととされる。教育の地方分権化の進

展にともない、これら技術教育に関する地方政府の重要性は一段と高まることが予想され、

その点に対する地方政府の能力強化が重要な課題であり、ニーズも高い。

（4）保健

セディージョ政権の保健政策の柱は以下のとおりである：

1） 保健セクターの近代化：保健サービスの質的改善と効率性の向上をめざし、経済

的インセンティブを付与して保健行政の効率化を推進し、また、保健サービスの

需要と供給のバランスを図る

2） 費用対効果の重視：インディオの居住する貧困地域を重点的に支援し、教育と栄

養の改善を図る

3） 保健サービスの地方分権化：2000年までに国家予算の 60％を社会セクターに配分

し、地方への配分比率を 80％に引き上げる

4） 保健機構の改革：保健省とＩＭＳＳ／ＩＳＳＴＥとの調整・統合を図り、社会保

険システムの確立をめざす（セディージョ政権下ではあまり進捗せず、次期政権

に引き継がれる可能性が高いとされる）。

保健セクターでは、先住民が多い貧困地方における保健サービスの拡充が目標とされ、

チアパス州、オアハカ州、イダルゴ州、メキシコ州が優先対象州とされている。ＯＤＡに
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関しては、今後、中央政府はＯＤＡの窓口にとどまり、州政府にＯＤＡプロジェクトの実

施と管理を任せる方向とされており、保健セクターにおいても地方政府の能力強化は重要

な課題となる。

（5）極貧対策

「貧困の悪循環」を断ち切ることをめざす“PROGRESA”は地方の極貧層を対象に適用地域を

拡大してきたが、当面の対象は一応カバーされ、今後は、都市の貧困層をターゲットにす

る方向とされる。しかし、都市貧困問題は種々の要因がからみ合って複雑であり、小規模

なパイロット・スタディにより可能な貧困対策を検討していきたいということである。

PROGRESAについては、政治家、地方政府、ＮＧＯ、民間セクターなど多くの関係者の賛同

が得られ、予算も拡大してきたことから、次期政権においても継続されるものと予想され

る。当プログラムによってベーシック・ヒューマン・ニーズが確保された極貧層が自立の

ための具体的な活動を見いだしていくことが重要な課題として残されている。貧困軽減へ

の支援では PROGRESA（ないしは新政権による新しい極貧対策プログラム）との関連で考える

ことが必要であろう。

（6）貧困対策（SEDESOL）

SEDESOLプログラムは地方の貧困コミュニティが市場経済のなかで自立できる仕組みを確

立できるようにすることを目標としている。しかし、14の SEDESOLプログラムはプログラ

ム別に実施され、コミュニティの自立を効果的に支援できるよう統合化されているとはい

えない状況にあり、効果的な組み合わせを可能にすることが課題とされる。また、SEDESOL

による支援プログラムはコミュニティの能力を超えた大型プロジェクトが多いため、必ず

しもコミュニティのニーズに合致せす、完成後の自立発展性に問題があるとされる。当プ

ログラムによる支援の終了後は、コミュニティは自助努力による自立が求められるが、こ

の自助努力をいかに現実化していくかがもう一つの大きな課題とされる。極貧対策と同様

に、貧困軽減への支援では当プログラムとの関連で考えることが必要であろう。

（7）環境

セディージョ政権になって環境保護の気運が急速に高まり、グローバルな視点から環境

保全に取り組む制度が確立され、プロデプラン、プロデフォール、プロナーレなど森林プ

ログラムが実施されている。また、1996年に「環境均衡一般法」が成立、1997年に森林法と

関連規定が制定されるとともに、同年環境法の改定が行われている。ここ２～３年、南部

地域では森林の畑地転換が多く、土地利用法と環境法の関係が問題化している。森林保全
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の重要性については国際的にも国内的にも幅広いコンセンサスが形成されており、森林保

全は今後さらに継続・強化される方向にある。また、人口増加が続く大都市の環境は悪化

傾向が続いており、特にゴミ問題を中心に改善が急がれている。環境分野ではこれらの課

題を重視することが必要であろう。

（8）地方分権

中央政府から地方政府への予算配分比率は2000年には 60％まで引き上げられる計画であ

り、教育セクターでは70％、保健セクターでは 54％、貧困対策では 36％に引き上げられる

予定である。1990年代には、地方分権化が画期的に推進されてきたが、地方政府の行政能

力には大きな格差が認められ、経済開発が停滞している南部貧困州の行政能力は非常に低

いレベルにとどまっており、この改善が大きな課題とされる。さらに、地方分権化が州政

府からミュニシパリティ政府に及ぶ動きも進んでおり、ミュニシパリティ政府の行政能力

の強化も重要な課題となっている。

（9）対外援助

セディージョ政権では、グァテマラとベリーズを中心に中米・カリブ諸国を重視した援

助活動が展開されており、1998年にＩＭＥＸＣＩが設立された。メキシコの対外援助資金

は１億 5,000万～１億 6,000万円であり、800万ペソは地域案件を中心に、60万ドルは二国

間案件を中心に使用されている。メキシコの対外援助では次の点の改善が必要とされてい

る：（1）要請案件の審査システムを整備する；（2）援助効果の視点から援助案件の規模を再

検討する；（3）中長期の援助要請に応えられるよう援助体制を整備する（現在は３か月ま

で）；（4）年間援助資金を効果的・計画的にディスバースする；（5）対外援助に対する世論

の支持を高める。ＩＭＥＸＣＩの援助能力の強化はこのような諸問題を改善するために必

要であるとともに、我が国のメキシコを通じた南南協力の波及効果を高めるうえでも極め

て重要と考えられる。

５－１－３　我が国援助の基本方針

「政府開発援助に関する中期政策（平成11年８月）」によれば、援助の重点は、経済・社会イン

フラ整備への協力とのバランスに配慮しつつ、従来以上に貧困対策や社会開発の側面及び人材

育成や制度・政策などのソフト面での協力を重視し、また、地球規模問題にも引き続き積極的

に取り組むということであり、中南米地域への援助では次の点が重視されている：

（1）民主化及び経済改革努力に対する積極的な支援

（2）豊かな自然環境の保全や経済成長に伴う環境負荷の増大に対応した環境保全のための
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支援

（3）基礎教育、保健医療、農業・農村開発、地域間格差の是正のための基礎インフラ整備

など、貧困問題の緩和のための支援

（4）比較的低所得の国において民間活動の活発化及び海外からの投資促進に資する環境整

備のための経済・社会インフラ整備などへの支援（メキシコは高中所得国であり、この

範疇には入らない）

（5）複数国を対象とした人材育成・技術移転などの広域的な協力の推進

これらの援助を効果的・効率的に実施するため、ＤＡＣ新開発戦略の考え方に沿い、途上国

のオーナーシップと外部パートナーの連携強化を前提として、次のアプローチを重視する：

（1）国際的な援助協調：貧困軽減をめざす外部パートナーの努力の結集

（2）個別（国別）アプローチ：途上国それぞれのニーズを満たす援助

（3）マルチセクター・アプローチ：分野間にバランスのとれた開発と援助

（4）包括的アプローチ：多様な援助資源の動員による開発と援助

（5）成果重視のアプローチ：進歩の継続的な確認による目標への接近

５－１－４　在メキシコ日本大使館の考え方

メキシコは１人当たりＧＮＰがUS$ 4,000に近く、また、ＯＥＣＤ加盟を果たしたことから、

援助の「卒業」に近づいていると考えられ、ほかの途上国とは異なる援助を考えるべきだろう。

所得レベルが比較的高い高中所得国では、緊急に解決を要する開発課題は減少し財政制約も緩

和される傾向があり、プライオリティーの高い分野については自力対応が可能となり、援助側

が援助分野を選定できる選択肢は拡大する。他方で、メキシコの経済規模は大きく、公的部門

に比べて民間部門が非常に大きいため、他の途上国に比べてＯＤＡが果たせる役割は非常に限

られたものとなることから、援助効果を発揮できる分野を厳選することが必要である。対メキ

シコ援助では日墨友好関係の強化並びに文化無償、草の根支援などを重視することが望ましい。

メキシコでは、地域格差が極めて大きいため、地域格差の改善に向けた支援を重視すべきで

あろう。地域格差の改善には所得水準の低い南部を重視すべきだが、南部には治安問題がある

ため、州単位ではなく、州内の特定地区の治安状況にも注意しながら対象地域を選定すること

が必要となろう。貧困人口が 3,000万人規模と推定されるメキシコでは、貧困軽減は国家の安

定という意味から極めて重要であり、重視すべきであろう。高中所得国に位置づけられるメキ

シコは無償資金協力の対象国ではないが、貧困地域に対しては無償資金協力を可能にするよう

検討も必要となろう。地方の貧困軽減には分権化が進められている地方政府の行政能力の強化

が重要であるため、地方からの研修員の受入れ枠を増加したいと考えており、現行のGI条件の

見直しなどが必要になろう。
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現在、メキシコが最も必要としているのは、インフラなどのハード面ではなく、制度づくり・

マネージメントなどソフト面であると考えられる。従来、我が国の援助はハード面が中心で

あったが、対メキシコ援助ではソフト面を重視することが必要で、ソフト面での「質の高い」ア

ドバイスを提供することが望まれる。メキシコでは治安及び麻薬も重要な開発課題である。近

年、治安は著しく悪化し、大都市・観光地等における旅行者などの被害にとどまらずメキシコ

に進出した日本企業にも被害が発生しており、治安対策への支援が望まれる。また、麻薬につ

いては、前橋本総理が麻薬取り締まりに関する日米墨の合同協議を提案していることから、麻

薬対策への支援も必要であろう。

対メキシコ援助計画では「モニタリングと成果重視のアプローチ」を特に重視すべきで、目標

に対する達成度のモニタリングを可能にする指標の設定が望まれる。当評価調査で提案しよう

としている今後５年間の対メキシコ援助計画では、５年間に何をするかではなく、５年間の協

力によってどのような成果を達成するかに重点を置き、最終的及び中間的なアウトプットをモ

ニタリングする一連の指標を提示していくことが必要であろう。

５－１－５　ＪＩＣＡの対メキシコ協力の考え方

今後は、個別（国別）アプローチすなわち「課題に対するプログラム・アプローチ」が主流にな

ると考えられ、このアプローチをいかに実行するかが地域部の大きな課題である。しかし、援

助の卒業が近づいているメキシコに対しては、開発課題に対するプログラム・アプローチが望

ましいか、メキシコ政府の開発計画のなかの特定課題に対し範囲を限定したプログラム・アプ

ローチを採用するか、検討が必要であろう。民間部門の役割がますます大きくなる一方で、政

府の役割が次第に小さくなっているメキシコに対しては、半公共部門の改善に対しＯＤＡの効

果を高めるにはどうしたらよいかを検討することが重要となる。当評価調査は過去の案件を評

価対象としているが、過去の結果の静態的評価ではなく、現在から将来に至る動態的な視点か

ら検討することが必要であり、また、ＤＡＣ新開発戦略に示されるように「成果重視のアプロー

チ」を重視することが必要である。

ＪＩＣＡメキシコ事務所は、当評価調査の目的は現地事務所の考え方をとり入れて対メキシ

コ援助のローリング・プランの原型を作成すること、と理解しているが、事務所では次の分野

を対メキシコ援助の重点分野と考えている：

（1）裾野産業・小企業の育成と振興：メキシコの産業振興には、輸出大企業を頂点とする

企業ピラミッドを形成する裾野産業を振興すること、並びに、地方における小企業の

育成と振興が重要である。

（2）保健医療：ベラクルス及びゲレロ両州における母子手帳を全国に普及させたいと考え

ており、保健省も同じ考えである。また、感染症（中南米に多いシャーガス病）対策も
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重要であり、1998年３月にメキシコにて開催されたセミナーが契機となって、中米・

カリブ諸国に対する地域協力の可能性が広がっており、これを重視したい。

（3）環境問題（地方環境と都市環境）：地方における森林回復とメキシコ市における大気・

ゴミ・産業廃棄物処理が重要な課題である。地方における森林回復は地方の貧困軽減

と密接に関連し、広い観点からの検討が必要である。メキシコ市のゴミ問題は緊急な

課題であり、制度的な問題を解決する法制度の整備、譲許性融資と連動させた実施の

仕組みづくりが重要である。

（4）すべての分野のベースとなる人材育成：地方分権化にともない地方自治体の人材育成

が重要な課題であるが、必要性についてはさらに確認していきたい。ＪＩＣＡの研修

プログラムは様々な研修ニーズに対応できるようにすることが必要で、長期研修はこ

の点で良いプログラムであり活用したい。

● 南南協力：ラテンアメリカ諸国は言語も文化も同一で南南協力に最も適した地域であ

ろう。南南協力では、ハリケーン防災、ＩＭＥＸＣＩに対するＰＣＭ手法の導入、

ＪＩＣＡ／ＩＭＥＸＣＩの共同によるグァテマラ支援など種々の展開が考えられるが、

そのためにはＩＭＥＸＣＩの機能強化が不可欠となる。

● 日墨友好：日系移住者支援では、日系一世が多い国には支援枠が大きく、メキシコ、ペ

ルーなど日系一世が少なく二世以上が多くなった国には支援枠が小さい。世代が新し

くなればなるほど友好活動の必要性が高まるものであり、メキシコ、ペルーに対する

支援枠の拡大が必要である。

メキシコの１人当たりＧＮＰは US$ 4,000に達するが、地域格差は大きく、今後は、経済成

長の恩恵にあずかれない地域・人々への援助を重視すべきだろう。貧困問題への取り組みでは

地方の人々に直接働きかけ自立を支援することが重要で、このためにはＪＯＣＶのチーム派遣、

シニア・ボランティアとＪＯＣＶとの連携など、援助スキームを組み合わせて援助効果を高め

ていくことが必要である。また、貧困問題では、各種の事業を一つの課題のもとに展開すると

ともに、ローカルに根ざした知識・経験をできる限り活用すべくＮＧＯとの積極的な連携が必

要と考える。

５－１－６　ＩＭＥＸＣＩの日本の協力に対する期待

ＯＥＣＤ加盟以来、メキシコへの政府開発援助はドラスティックに減少している。この減少

しつつある援助を効果的に活用することがメキシコにとって重要で、ＩＭＥＸＣＩとして援助

の効果的な活用方法を検討し、活用のプライオリティーを設定していきたい。メキシコは１人

当たりＧＮＰが US$ 4,000程度の高中所得国とされるが、US$ 4,000以上の州に対してはプラ

イオリティーを置かず、貧困な州・地区に焦点を絞ってＯＤＡを活用する国際協力政策を作成
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していきたい。

今後の技術協力では次の点を重視して頂きたい：（1）協力対象別に資金シェア示すことにより

日本の援助の重点を明確にする；（2）プライオリティーの高い貧困軽減に対してはマルチセク

ター・参加型アプローチを採用する；（3）各種スキームの相乗効果を高められるようスキームの

複合的な投入を実現する。貧困軽減では「マルチセクター・アプローチ」及びあらゆる関係者を

含む「参加型アプローチ」を特に重視して頂きたい。また、「コミュニティの貧困軽減」に援助資

源を集中的に投入することによって「目に見える効果」が得られるよう協力を計画して頂きた

い。貧困軽減は政権を超えて継続される重要政策であり、日本の対メキシコ援助が長期にわた

り効果をあげるうえで重要なテーマと考えている。

人材育成に対する技術協力は極めて重要で、その重要な一環である研修を重視していきたい。

今後は、まず日墨協議を通じて全体としての研修計画を作成し、研修機関に関する情報を収集・

分析したうえで研修員のバックグラウンドとニーズに合致する研修コースを選定できるように

していきたい。国別特設研修はメキシコの弱点を補強できるよう特別に企画された研修コース

になるよう期待したい。

中米・カリブ地域に対する日本の援助も極めて重要である。中米・カリブ諸国に対しては、保

健・教育・中小企業振興などを含むセクター横断的な協力が高い効果を生み出すものと考えら

れ、地域の援助ニーズを把握したうえで、より良いマルチセクター・アプローチ、連携方法、国

際的な援助協調を検討することが必要である。また、日墨両国のメリットになるよう第三国専

門家の活用を積極的に推進していきたい。

当評価調査を通じてＩＭＥＸＣＩの制度能力の強化を図りたい。当評価の共同作業の結果、

ＩＭＥＸＣＩ強化の必要性が浮きぼりになり、援助エキスパートの育成が重要課題として認識

されることを期待している。これまでの協力をベースに信頼関係をさらに強化し、より良い

パートナーとしてともに前進したい。将来的には、州政府がＯＤＡの実施主体として機能でき

るようにしていきたい。

５－１－７　主要ドナーの対メキシコ協力方針

（1）ＵＳＡＩＤ

ＵＳＡＩＤは「経済成長、農業、エネルギーと環境、保健医療、人道援助、民主化」の６

分野を重視して援助を行っているが、対メキシコ援助については、エネルギーと環境（援助

総額の50％を配分）、保健医療（同25％）及び民主化（同25％）を中核にしている。エネルギー

では、南部地域を中心に太陽エネルギーと風力エネルギーなどクリーン・エネルギー分野

で協力しており、新たに“Global Climate Change”に関する援助を予定している。環境で

は、森林火災からの森林回復を支援している。保健医療では、以前は家族計画を重視して
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いたが、現在はＨＩＶ／ＡＩＤＳ及び結核に対する協力を行っている。民主化はセンシ

ティブな課題であるため、現在のところ、議会におけるリサーチ及びライブラリー・サー

ビス、司法分野での米墨協議、市民社会・地方自治体の能力強化などの協力にとどまって

いる。

ＵＳＡＩＤは援助評価について長い経験を有している。過去には、個別プロジェクトを

対象にインプット、アウトプット、成果及び目標を評価する「ログ・フレーム」を使用して

いたが、現在は使用していない。現在は、“Result Oriented Approach”を採用し、援助に

よって何を実現すべきかという目標追及型の“Result Package”を重視している。これを具

体化するため、５か年を対象期間とする“Country Strategy Paper”を作成し、戦略別に

“Strategic Goals／ Intermediate Results／ Indicators for Success”を設定している。

（2）世界銀行

メキシコが現在重視すべきことは、健全なマクロ経済フレームの確立と社会改革であり、

次の施策を重視すべきと考える：（1）社会セクターの持続可能性の強化であり、教育・保健・

貧困に焦点を当てたＢＨＮの充足；（2）年間５％の経済成長を維持することであり、公共セ

クター・金融・民間部門・インフラ・環境の重視；（3）良い統治の実現をめざす行政改革・

税制改革・地方分権の推進である。

世界銀行の対メキシコ支援計画（期間は３年間）は、直接的な貧困軽減を中心に置くとと

もに、雇用の拡大を可能にする経済成長を重視している（広義の貧困軽減）。地方における

1,000万人の極貧層への支援と都市を中心とする 2,000万人の貧困層に対する社会政策を推

進し、地方分権が進展している教育サービスの量的拡大と質的改善並びに保健サービスの

拡充が重要と考えている。州政府との連携強化が必要と考えており、生物多様性、大気質

など環境面を重視した連携を推進したい。また、地方産業の振興も重要な課題で、そのた

め地方都市のインフラ整備を重視したい。

（3）米州開発銀行（ＢＩＤ）

ＢＩＤは、過去40年間にわたり、メキシコとＢＩＤ両者の優先政策を勘案しながらメキ

シコへの支援を行ってきた。セディージョ政権下では、制度改革支援とともに民間支援を

重視しており、主なものとして、財政システムの改革支援、イパーブ銀行保護システムの

確立、ナフィン銀行への支援、銀行システムの近代化とツーステップ・ローンによる民間

支援などを行っている。

今後は、新政権と協議しながら大統領の任期である６年間に対応する援助戦略を策定す

る考えであり、次の点への支援を重視したいと考えている：（1）制度改革の継続－中央政府
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と地方政府の財政改革と税制改革；（2）地方分権への支援－地方政府の行政能力強化と融

資；（3）社会セクターへの支援－特に、教育、職業訓練、人材育成；（4）財政支援－本来の

役割を果たしていない開発銀行の改革、である。

５－２　対メキシコ援助の基本的考え方

５－２－１　対応すべき開発課題

表５－２－１は前節の記述を要約したものである。この表から読み取れることは、我が国の

対メキシコ援助の対象テーマを何にすべきか（What）ということと、どのように援助を実施すべ

きか（How）ということである。当節では、はじめに同表から“What”を中心に対応すべき開発課

題を洗い出し、次に、当該課題について“How”を中心として援助をいかに実施することが望まし

いかを検討する。

「政府開発援助に関する中期政策（平成11年８月）」に示される対中南米地域の援助の基本方針

のうち、「地域格差の是正と貧困軽減」「環境保全」「（一国を超えた）広域的な人材育成・技術移

転」はメキシコの開発ニーズ並びにＩＭＥＸＣＩの我が国援助に対する期待に一致するものであ

り、また、在メキシコ日本大使館及びＪＩＣＡの考え方とも一致しており、この 3テーマは対

応すべき開発課題と考えて良いであろう。ここで「広域的な人材育成・技術移転」では南南協力

及びそのためのＩＭＥＸＣＩの能力強化を含めて考えることが重要であろう。

中期政策に示される「経済改革」については、メキシコの場合、ＯＥＣＤ加盟及びＮＡＦＴＡ加

盟との関連でかなりの程度進展しており、世界銀行及び米州開発銀行による支援が継続されて

いることを考慮すると、我が国として重視すべき援助テーマにとり上げる必要はないと考えら

れる。同じく「民主化」については、メキシコ自身が積極的に推進する意向を有しているととも

に、センシティブな問題であることもあってＵＳＡＩＤの民主化支援も範囲を限って実施され

ていることなどを考慮すると、重視すべき援助テーマとして取り上げることには難しい面があ

ると考えられる。

中期政策では取り上げられていないが、在メキシコ日本大使館あるいはＪＩＣＡの対メキシ

コ援助の考え方に示されるテーマのうち、地方分権化に伴う人材育成を含むメキシコ国内の「人

材育成」は、高等教育・技術教育の質的向上に対するメキシコの開発ニーズとも一致するもので

あり、対応すべき開発課題と考えることができよう。また、「地方における農産加工業及び小企

業の育成・振興」は地方の貧困軽減に資するとともに、ＪＩＣＡの考え方及びメキシコの開発

ニーズとも一致するものであり、対応すべき開発課題とみることができよう。

しかし、輸出大企業を頂点とする「裾野産業の育成・振興」は民間部門が主導的な役割を果た

す分野であり、行政によるインターベンションの有効性については国際的にも議論されている
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ことを考慮すると、当テーマについては行政は「何をすべきか、何をすべきでないか」をまず整

理したうえで、対応すべき開発課題に取り上げるか否かを確認していくことが必要であろう。

中期政策とは離れるが、メキシコは我が国が組織的に移民を送り出した最初の国であり、現

在１万 2,000人あまりの日系人が生活していることもあって、長期にわたる友好関係が継続し

ている。その一環として、日墨要人の往来も多く、日墨研修員・学生の交流も活発である。こ

のような歴史的な経緯を踏まえ、さらに友好関係を促進するという観点から、ＪＩＣＡメキシ

コ事務所は「日墨友好関係の強化」を対応すべき開発課題として掲げている。表５－２－１には

記載されていないが、在メキシコ日本大使館並びにＩＭＥＸＣＩもその重要性を指摘している

ことを考慮すると、「日墨友好関係の強化」は対応すべき開発課題の一つに取り上げることが望

ましいと考えられる。

以上の検討から、今後５年間の対メキシコ援助において「対応すべき開発課題」は次の６点に

まとめることができるであろう：

（1）貧困軽減（栄養、保健、教育、就労など）を通じた地域格差の是正

（2）地方における農産加工業及び小企業の育成・振興

（3）地方における自然資源の回復・保全並びに都市における生活環境改善

（4）地方分権及び地方振興をめざす人的資源開発

（5）中米・カリブ諸国を主な対象とするメキシコのドナー国化の促進

（6）日墨友好関係の強化

５－２－２　重視すべきアプローチ

次に、対メキシコ援助をどう進めるかという“How”の部分について検討する。ＤＡＣ新開発戦

略の考え方に沿った我が国援助の基本アプローチとされる５つのアプローチ（５－１－３節参

照）のうち、個別アプローチは当評価調査がまさに目標としているところであり、既に考慮され

ている。また、国際的な援助協調については、メキシコにおけるＯＤＡの重要性が極めて低い

レベルにまで低下していること、並びに、ドナー機関・ドナー国の対メキシコ援助は世界銀行

によるローンを除けばミニマルなものであることから判断すると、ＬＬＤＣ諸国などほかの途

上国の場合に比べて国際援助協調の必要性は相対的に低いと考えられるが、限られた援助資源

を効果的に活用するという視点からは、主要ドナー機関・ドナー国の援助協調は重要であり続

けよう。

以上のことから、対メキシコ援助において特に重視すべきアプローチとしては、参加型によ

る「マルチセクター・アプローチ」、多様な資源を動員する「包括的アプローチ」及び何を実現す

るかという「成果重視のアプローチ」の３つがあげられよう。「開発課題の解決に向けたアプ

ローチ」が重視される現在、成果重視のアプローチはその中核であり、開発課題の改善を効果
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的・効率的に実現するためには、セクター横断的にすべての関係者・すべての援助資源が有効

に動員されることが不可欠となり、マルチセクター・アプローチと包括的アプローチは成果重

視のアプローチを実践面で補佐する重要な一翼と考えることができる。成果重視のアプローチ

に対しては、在メキシコ日本大使館、ＪＩＣＡ及びＩＭＥＸＣＩのいずれもが非常に重視して

いる。

前述の６つの「対応すべき開発課題」に対し「成果重視のアプローチ／マルチセクター・アプ

ローチ／包括的アプローチ」を採用する場合には、開発課題の改善に対する援助の貢献度を測定

できるよう「達成すべき目標指標」とその経年的な「モニタリング・システム」を確立することが

不可欠となる。我が国の対メキシコ援助の予算規模は年間 35～ 40億円で推移しており、メキシ

コの経済規模に比較すると極めて微少であることから、このような目標指標と貢献度を測定可

能にするためには、援助事業の対象・範囲をかなり絞り込むことが必要となろう。

また、多様な参加者によるマルチセクター・アプローチ及び様々な援助資源の動員による包

括的アプローチによってインプットを複合的に組み合わせて援助事業を推進するようになると、

個々の援助資源・個々の参加者に対する個別評価ではなく、これらの複合的な総体として「達成

すべき目標指標」に対する貢献をモニタリングし評価することが必要となる。これは多様な援助

資源と参加者が複合された「援助ミックス」を評価し、最適な援助ミックスを追求していく

フィードバック・システムが極めて重要になろう。援助ミックスの評価は今後に必要となる重

要な研究テーマとなろう。

以上のように、「対応すべき開発課題」に対し「成果重視のアプローチ」で取り組むということ

は、これまでに経験のない新たな試みとなるものであり、この試みが期待する成果を生み出す

までには、試行錯誤を混じえた段階的な取り組みが不可欠となろう。このような取り組みを低

所得国で実践する場合には、あまりにも多様な要素の組み合わせが生じることとなり、試行錯

誤は混沌としたものになりかねない。この点で、援助の卒業段階に近づいているメキシコの場

合には、特定の「対応すべき開発課題」に限ってＯＤＡが使用できるという利点があり、「成果

重視のアプローチ」を試行する最適国といえるであろう。メキシコを「成果重視のアプローチ」

のモデル国とし、ここでの経験をベースにプロトタイプを確立し、これを順次、他の途上国に

適用できるよう拡充していくことが望まれる。

５－３　対メキシコ援助計画の提案

当節では、「対応すべき開発課題」として取り上げられた６つの開発課題について、（1）現状；（2）

目標；（3）目標の達成プログラムの３点について検討する（表５－３－１）。
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表５－３－１　「６つの対応すべき開発課題」の目標・戦略・目標成果・評価指標

開発課題１：貧困軽減を通じた地域格差の是正
目標： マージナリティ指標の高い貧困州・ミュニシパリティにおける貧困住民の持続可能な生活水準の向上をめざす

プログラム：（1）極貧対策を支援する （2）SEDESOLによる貧困対策を支援する （3）母子手帳の普及により母子保健を改善する

達成成果： ＊サービス受給者・受給終了者の経済的自立 ＊SEDESOLで実施された事業の持続可能な運営 ＊妊産婦と乳幼児の死亡率の改善

評価指標： ●摂取カロリー　●就学率　●稼得収入額 ●受講者数　●事業参加住民数　●経営指標 ●来診者数　●伝統的出産比率

開発課題２：地方における農産加工業及び小企業の育成・振興
目標： マージナリティ指標の高い貧困州・ミュニシパリティにおける産業の育成と振興を図り、就業機会の増加をめざす

プログラム：（1）開発課題１の関連で農村産業振興を支援する （2）裾野産業の振興を支援する （3）若年労働者の職業訓練を支援する

達成成果： ＊地方自治体の産業振興計画能力の向上 ＊技術支援地域センターの能力強化 ＊都市若年労働者の失業率の改善

評価指標： ●コース設定数　●受講者数　●到達レベル ●コース設定数　●コンサルテーション実施数 ●コース設定数　●受講者数　●就職率

開発課題３：地方における自然資源の回復・保全と都市における生活環境改善
目標： 森林・水資源を中心に自然資源の回復と保全をめざし、また、上下水道・廃棄物処理を中心に大都市における生活環境の改善をめざす

プログラム：（1）開発課題１の関連で自然資源回復を支援する （2）環境行政の能力向上を支援する （3）都市における生活環境改善を支援する

達成成果： ＊持続可能な森林の減少防止と回復 ＊地方自治体の環境計画・管理能力の強化 ＊都市貧困層に大きく影響する環境の改善

評価指標： ●森林面積　●農地の生産性　●啓蒙者数 ●啓蒙活動数　●システム整備　●受講者数 ●環境改善の実施施策数　●罹患率と死亡率

開発課題４：地方分権及び地方振興をめざす制度能力の強化
目標： 地方分権と地方振興を支える人材を幅広く育成し、制度能力を強化することによって、地方における自主的な多様な活動の展開をめざす

プログラム：（1）地方行政にかかわる人材育成を支援する （2）地方の高等教育機関の質的向上を支援する

達成成果： ＊地方自治体の計画作成・実施推進能力の向上 ＊開発ニーズを満たす研究・普及能力の向上

評価指標： ●コース設定数　●受講者数　●到達レベル ●普及活動数　●裨益住民数　●裨益効果

開発課題５：中米・カリブ諸国を主な援助対象とするメキシコのドナー国化の促進
目標： メキシコの対中米・カリブ諸国への援助能力の強化と南南協力を通じた援助技術の移転によって、メキシコの早期ドナー国化をめざす

プログラム：（1）メキシコの援助能力の強化を支援する （2）南南支援の拡充と自立発展性を支援する

達成成果： ＊計画・実施・評価能力の向上 ＊第三国研修の持続可能性の向上

評価指標： ●ニーズ情報　●案件選定体制　●モニタリング ●基本方針　●南南協力協議　●モニタリング

開発課題６：日墨友好関係の強化
目標： 開発課題１から５までを通じて、また、独自のプログラムを通じて、日墨友好関係の一層の強化をめざす

プログラム：（1）我が国援助の広報活動を強化する （2）日墨交流人員を拡充する

達成成果： ＊我が国援助へのメキシコ国民の理解の向上 ＊後世代日系人の日本理解の促進

評価指標：●ホームページ　●キャンペーン　●広報紙

（注）「網掛け部分」は、戦略のうち、選定された同一地区に適用される戦略を示す。

開発課題１：貧困軽減を通じた地域格差の是正

（1）現状

メキシコでは、「基礎食品基準価格」が貧困ラインとされ、家族数 5.5人の１世帯当たり

の所得が 1,738ペソ以下（1977年末価格）が「極貧」と定義される。極貧は農村部（人口2,500

人以下の村落と定義される）に圧倒的に多い。極貧世帯の比率はチアパス、ゲレロ、オアハ

カ州の３州で約 40％、イダルゴ、グアナハト、ミチュアカン、プエブラ、サンルイスポト

シ、ベラクルス、サカテカの７州で約30％に達し、この10州に全国の極貧の55％が集中し

ている。極貧のなかでも特に女性が疎外されており、この結果、栄養、健康、教育の悪循

環が形成されており、このような悪循環を絶つことをめざして“PROGRESA”が実施されてき

た。

上記の極貧軽減対策に加え、社会から疎外された農村、あるいはインディオの住む地方

が自ら開発を計画・実施できる能力を強化することを目的として、「優先地方の貧困軽減対
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策国家計画（1999年５月）」が発表された。この計画は、地方自治体が様々な中央政府機関

と協力して、国内31州における91の優先地方で貧困軽減対策に取り組むことをめざしてい

る。当計画にには、社会開発省（SEDESOL）、教育省、厚生省、環境・天然資源・漁業省、農

業・畜産・農村開発省、商業・産業振興省、通信・運輸省などの中央政府機関並びに各種

の地方組織が関係している。社会開発省では、臨時雇用、少額融資、公共企業、農業日雇

い、女性支援、共同出資などの多様な事業を実施している。

（2）目標

目標：マージナリティ指標の高い貧困州・ミュニシパリティにおける貧困住民の持続可

能な生活水準の向上をめざす。

マージナリティ指標は「開発からの疎外レベルを、所得、教育、保健、生活水準、居住環

境など９つの個別指標を総合化して得られた指標」であり、人口基金（CONAPO）が全国の州

及びミュニシパリティについて「非常に高い、高い、普通、低い、非常に低い」の５段階で

ランキングしたものである。1995年における全国 32州の順位を見ると、１位から 12位ま

で、チアパス、ゲレロ、オアハカ、ベラクルス、イダルゴ、プエブラ、ユカタン、カンペ

チェ、サン・ルイスポトシ、タバスコ、サカテカス、ミチュアカンという順序である。高

いマージナリティ指標を示す州は、一般に低い１人当たりＧＤＰと低い森林被覆率を示す

が、カンペチェの１人当たりＧＤＰは US$ 6,600と非常に高く、また、環境状況を示す森

林被覆率では、サン・ルイスポトシとサカテカスが非常に良い値となっている。

以上から、カンペチェ、サン・ルイスポトシ及びサカテカスの３州を除くチアパス、ゲ

レロ、オアハカ、ベラクルス、イダルゴ、プエブラ、ユカタン、タバスコ、ミチュアカン

の９州がマージナリティ指標、経済指標、環境指標から見て持続可能性が脅かされている

貧困州とみることができるであろう。これら９州のうち、チアパス、ゲレロ、オアハカは

「死者総数に占める殺人による死者数比率」が全国の１位から３位にランキングされており、

治安状況が悪いと推定される。また、これら３州はメキシコのなかで最も貧困対策が必要

とされる州とされ、既に国際援助がかなりの程度集中している。このことは「成果重視のア

プローチ」を採用する場合、成果に対する我が国の貢献度の推定が難しいという援助技術上

の問題を抱えることになる。したがって、チアパス、ゲレロ、オアハカの 3州については、

治安問題と国際援助の動勢を検討して我が国援助の重点州とするか否かを決定することが

必要になる。

以上は州レベルで見た場合であるが、これをミュニシパリティ・レベルで見ると、全般

的な傾向に大きな差異はないが、州境をまたいでマージナリティ指標の高いミュニシパリ

ティが連続する一連の地域があることが分かる。サパティスタ国民解放軍（ＥＺＬＮ）が自



- 88 -

治区の確立をめざすチアパス東部は立ち入りが禁止されているため、ここを除く次の６地

域を開発課題１（貧困軽減を通じた地域格差の是正）の「候補対象地区」とすることができよ

う。援助を開始する段階では、これらの地区のなかから対象とする具体的な小地区をさら

に特定していくことが必要となろう：

（1）ベラクルス、イダルゴ、サン・ルイスポトシの州境地域

（2）ベラクルス、プエブラ、オアハカの州境地域

（3）オアハカ東北部

（4）オアハカ南西部

（5）ゲレロ南東部

（6）ミチュアカン、メキシコ、ゲレロの州境地域

（3）目標の達成プログラム

テーマの目標を実現するプログラムを設定するにあたっては、「目標に関するメキシコ政

府の施策、プログラムがめざす達成成果、及び過去における我が国の援助実績」の３点を考

慮することが必要であろう。貧困軽減に向けたメキシコ政府の施策としては、PROGRESAと

SEDESOLによるプログラムが中核であり、これらの施策の実現に貢献できる方向で我が国の

援助を計画することが望まれる。我が国援助のプログラムとしては、特定地域に援助対象

を絞り込むことによってミクロレベルの成果の達成をめざす方向と、全国を対象としてマ

クロレベルの成果の達成をめざす方向とがあり、両者を比較検討することが必要であるが、

「成果重視のアプローチ」という観点からは前者が望ましい。しかし、過去における我が国

の援助実績を広く普及するというマクロレベルの援助もまた適切と考えられ、状況に応じ

た判断が必要となる。当開発課題では、以上のような考え方をベースに、次に示す３つの

プログラムを設定する。

プログラム１：極貧対策を支援する（候補対象地区を絞り込む）

＜期待する成果：候補対象地区における PROGRESAサービスの受給者及び受給

終了者が経済的に自立する＞

当プログラムは、PROGRESAによってＢＨＮが確保された極貧層が将来的に自立の道を

見いだす具体的な活動を展開できるよう支援することをめざすものである。ここでは目

に見えるミクロの成果を実現することが特に重要であり、前記の６つの候補対象地区の

いずれかを対象として、様々な援助スキームを組み合わせた「包括的なアプローチ」に

よって多数のステークホルダーが参加する「マルチセクター・アプローチ」を採用して取

り組むことが必要となる。当プログラムを実施するにあたっては、候補対象地区が抱え
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る自立課題に対応して、対象地区のなかの重点小地区をどこに絞り込むか、「マルチセク

ター・アプローチ」の範囲をどこまで広げるか、「包括的アプローチ」による最適な援助

ミックスをいかに構築するかが重要な鍵となり、ＩＭＥＸＣＩ、PROGRESA及び対象地区

に含まれる地方自治体などとの協議が極めて重要になる。

＜成果の評価指標＞

特に、受給終了者の：

・１日当たりの摂取カロリー

・義務教育対象者の就学率

・稼得収入額

プログラム２：SEDESOLによる貧困軽減対策を支援する（候補対象地区を絞り込む）

＜期待する成果：候補対象地区における住民がSEDESOLの企業グループ・ファ

ンド、女性の生産性向上プログラムなどによって実施された事業を持続可

能な形で運営管理する＞

SEDESOLプログラムは地方の貧困コミュニティが市場経済のなかで自立できる仕組みを

確立できるようにすることを目標とするが、同プログラムは必ずしもコミュニティの

ニーズに合致せす、完成後の自立発展性に問題があるとされる点を重視して支援しよう

とするものである。当プログラムで重視する分野としては「企業グループファンド

（FANAES）」及び「女性の生産性向上プログラム」があげられよう。

当プログラムの実施には、社会開発庁本部と地方支所、個別の企業ファンド、地方自

治体、そのほか関連する中央省庁など多様なステークホルダーがかかわっており、これ

らが共同してプロジェクトを形成し貧困コミュニティの経済的自立を支援することに

なっているが、コミュニティと直接接触する「企業ファンド」の能力が低い。一方、貧困

コミュニティでは、コミュニティ内部の問題点は認識しているが、市場経済の中でその

問題点をいかに解決するかについての情報・知識・経験がほとんどなく、ニーズを明確

にして企業ファンドに伝えることができない。この両者の能力を高めることによって、

現実的かつ持続可能なコミュニティ・プロジェクトを形成し、運営できるようにするこ

とが当プログラムのねらいである。

ＪＩＣＡ案件としては、社会開発庁をカウンターパートとして実施してきたミチュウ

アカン、イダルゴ州などにおける青年海外協力隊派遣事業がこれに関連する。しかし、現

状では、分散配置された協力隊員が個々人のできる範囲で限られた活動を展開している

にとどまり、組織的に「現実的かつ持続可能なコミュニティ・プロジェクトの形成と運

営」をめざしているわけではなく、情緒的な共感を超えて「目に見える成果」をあげ得る
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体制になっているとは言い難い。このような核をベースとして、その組織化を図り、開

発福祉事業・開発パートナーシップ事業・ミニ開発調査・草の根無償など他の援助スキー

ムもとり入れ、社会開発庁の地方支所、企業ファンド、コミュニティ、地方自治体など

を加えた参加型アプローチにより取り組んでいくことが望まれる。

＜成果の評価指標＞

・SEDESOL事業関係者の研修受講者数

・コミュニティ事業の事業数と参加住民数

・事業の経営指標

プログラム３：母子手帳の普及により母子保健の向上を支援する（州あるいはミュニシパ

リティ）

＜期待する成果：クリニックにおける出産前後の一定期間にわたる定期診断

を通じて、伝統的方法による出産率が低下し、妊産婦死亡率及び乳幼児死

亡率が改善する＞

メキシコはリプロダクティブヘルスに関する“Plan of Action 1995-2000”を発表し

ており、これには“Family Planning／ Maternal Health／ Women's Health”という３つ

のコンポーネントが含まれる。同プランの考え方に沿う当プログラムは貧困の軽減を図

るうえで一つの重要な要素である。ＪＩＣＡは高いマージナリティ指標を示すゲレロ、

ベラクルス両州において母子手帳の導入と活用に関する技術協力を行ってきたが、当プ

ログラムはこの成果を広く他州に広め、全国的な母子保健の改善に資することを目標と

する。プログラム１と２が対象地区を限定して目に見える成果をあげることをめざすの

に対し、当プログラムはミクロレベルの経験を踏まえ、これをマクロレベルに普及しよ

うとする点に特色がある。このため、「成果重視のアプローチ」という視点から見ると、プ

ログラム１と２に比べて「貢献度」の判定に難しい面があり、成果の推定にはあいまいさ

が残ることとなろう。

当プログラムの成果を評価する指標としては、ＤＡＣ新開発戦略に示される保健指標

「乳幼児死亡率を低下させる、妊産婦死亡率を低下させる、性と生殖に関する基礎保健

サービスを普及する」という３点があげられよう。これらの指標の改善には地方政府・中

央政府によって様々な施策が講じられており、このなかで母子手帳による貢献度と成果

を判定することは困難であるが、ベラクルス州の第 10保健区の事例をベースにミクロと

マクロを関連づける評価指標の開発を試みることが必要であろう。これに代わる簡易指

標としては、「診療所への来診者数の増加」「出産に占める伝統的出産比率の低下」などが

あり、モニタリングのためには母子手帳を導入した地方自治体からの経年的な情報提供
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が必要になる。

＜成果の評価指標＞

ミュニシパリティ単位での：

・診療所への来診者数

・出産に占める伝統的出産比率

開発課題２：地方における農産加工業及び小企業の育成・振興

（1）現状

メキシコの製造業は生産性の上昇を伴いながら着実に成長を遂げており、1998年におけ

る製造業製品の輸出は輸出総額の 90％にまで達している。しかし、この製造業の成長は米

国との国境地帯を中心に立地するマキラドーラ産業に依存するところが大きく、これらの

産業は多くの中間財を輸入に頼っていることから、国内的な産業波及効果は限られており、

また、輸出増加は必然的に輸入増加を伴うことになる。一方、国内市場を対象とする製造

業は急速に進展する貿易自由化、為替レートの変動、国内の高金利などの影響により苦況

に立たされており、製造業の不振は特にマキラドーラ産業が皆無に近い南部地域において

顕著である。

人口の約 35％が 14歳以下の若年層で構成されるメキシコにおいては、製造業を中心とす

る雇用創出は重要であり、特に若年層が多い貧困地域での雇用創出は特に重要視されてお

り、これはプログラム２において社会開発庁の「企業ファンド」に見られるとおりである。

商業・産業振興省では、マキラドーラ産業を頂点とする裾野産業の育成、マキラドーラ産

業の一部の地方展開、産業クラスターの形成、手工芸の振興、“技術支援地域センター”の

設立などによって全国的な産業振興を推進しようとしている。また、農業・畜産・農村開

発省では、「農村との同盟」プログラムをベースに、作物の多様化、農村小企業の育成など

を推進している。

（2）目標

目標：マージナリティ指標の高い貧困州・ミュニシパリティにおける産業の育成と振興

を図り、就業機会の増加をめざす

当開発課題は対象地区を限定する開発課題１と強い関連を有するとともに、全国的な観

点から、対象とする貧困州・ミュニシパリティの範囲を拡大して産業の育成と振興を図る

ことを目標とする。この分野において行政ができることは、財政・税制・技術指導・人材

育成など「産業の育成と振興に関する環境整備」が中心であり、具体的な活動と成果につい

ては民間のイニシアティブを尊重することに留意が必要となる。
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米国との国境地帯に発展してきたマキラドーラでは、同地帯における労働力の逼迫によ

り、製造部門の一部を他州に移設するなどの事例が発生しつつある。このような民間企業

の地方展開・再配置の促進に寄与する施策も重要であろう。一方、地方における農産加工・

サービスなどを中心とする小企業の起業支援策も重要とされるが、起業は個人の意欲と能

力に負うところが大きく、行政としては上記「環境整備」以外には有効な施策を有している

訳ではない点に留意が必要となろう。

当開発課題については、社会開発庁、商業・産業振興省、農業・畜産・農村開発省、地

方自治体など行政部門、大学と研究機関、並びに民間産業団体などで推進されているもろ

もろの施策との連携を積極的に図ることが必要であろう。

（3）目標の達成プログラム

プログラム１：開発課題 1との関連で、地方自治体の農村産業振興に関する能力の向上を

支援する（候補対象地区を絞り込む）

＜期待する成果：候補対象地区にある地方自治体が、市場動向を勘案しなが

ら、現実的で持続可能な産業振興計画を策定する能力を身につける＞

対象地区を限定した開発課題１では農業をベースにした産業の育成と振興が重要な要

素となり、市場経済のなかでの自立発展性を重視することが必要となる。しかし、下位

レベルの地方自治体になればなる程、市場における需要動向を含め市場経済のなかでの

自立発展性を考慮できる人材は不足しており、住民側もこのような問題を理解できない

こととも相まって、実効のあがる施策が実施できない状況に置かれている。したがって、

農村産業振興を推進するためには、州・ミュニシパリティなどの人材育成が急務となる。

「産業振興計画能力の向上」では主に研修が中心になるであろうが、特に下位レベルの

行政機関を重視することが必要であるため、地元の生産活動に密着しながら問題意識を

育て、同レベル他地区の分かりやすい事例を取り上げながら改善に向けた考え方を具体

的に示していくことが重要となる。評価指標としては、このような能力の向上を定性的

に評価できる指標が望まれるが、現時点で特定することは難しく、暫定的に次の３つの

定量指標とする。

＜成果の評価指標＞

・農村産業振興研修コース数

・同上研修コース受講者数

・同上のうち講師レベルに到達した受講者数
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プログラム２：裾野産業の振興を支援する

＜期待する成果：「技術支援地域センター」が民間企業の比較的高いニーズに

合致する分野横断的な産業技術・経営技術を提供できる＞

当プログラムは対象地区を特定せず、「技術支援地域センター」の能力強化を支援する

ものである。マキラドーラ企業を頂点とするピラミッド産業群を形成するためには、労

働力に余裕があり比較的開発レベルが低い地域を中心に、比較的高いレベルの産業技

術・経営技術を普及することが必要となる。裾野産業には多様な産業が含まれるため、

個々の産業に必要とされる個別技術は民間企業が自ら能力向上を図ることとし、公共部

門としては、産業分野横断的に適用可能な産業技術・経営技術を重視すべきであろう。

当プログラムでは、産業分野横断的な研修とコンサルテーションが主要な支援活動とな

ろう。しかし、重視すべき分野・内容は「技術支援地域センター」の置かれた状況によって

変化する。具体的な評価指標はプロジェクトの形成段階で具体化することが必要である。

＜成果の評価指標＞

・研修のコース数、レベル、受講者数

・コンサルテーションの申し込み数、実施数、具体化事例数

プログラム３：若年労働者の職業訓練を支援する

＜期待する成果：大都市に流入した若年労働者に職業訓練を施し、これら労

働者の失業率を低下させる＞

当プログラムは、若年労働者の雇用率が低い州を中心に、雇用促進に向けた「職業訓練

センター」の活動を支援し、若年労働力の雇用率改善をめざすものである。若年労働力の

雇用促進には、プログラム１の農村産業振興、プログラム２の裾野産業振興との関係を

考慮して地方部を中心とする雇用促進と、他方で、大都市に流入した若年労働者の雇用

促進があげられる。大都市における貧困問題は様々な要因が作用した結果であるため、

大都市の貧困軽減問題に取り組むには事前に十分な調査・準備活動が必要となり、直ち

に取り組むことには困難が予想される。このような点を考慮し、大都市に流入した若年

労働者の雇用促進を取り上げるのも一つの方法であろう。当分野では、ＪＩＣＡはセ

ナード・プロジェクトによりトレーナーズ・トレーニングを実施してきており、ドイツ、

イタリア及び世界銀行は、セラヤ（職業訓練高等学校）を中心として職業訓練の近代化を

支援している。これらの協力との重複を避け、相乗効果を発揮できる形で案件を形成す

ることが必要である。

＜成果の評価指標＞

・職業訓練施設・コースの整備向上率
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・職業訓練受講者数

・同上修了者の就職率

開発課題３：地方における自然資源の回復・保全と都市における生活環境改善

（1）現状

森林関係では、不適切な伐採が進み、再生へのコントロールが効かず、持続可能な森林

管理が困難になっている。メキシコ国土の１／３は砂漠であるが、これに加え、焼畑農業、

過度の伐採、森林火災などによって砂漠化が進行している。このような傾向を逆転させる

ためには、森林回復・保全と森林の有効活用をバランスさせることが必要であり、これを

可能にする法的規制と監視体制の強化並びにインセンティブの付与が必要である。森林回

復・保全は表土の流出防止を通じて土地の生産性を維持することにつながり、貧困農村の

生活再建にとっても極めて重要である。

一方、メキシコ市、グアダラハラ市、モンテレー市、米国との国境地帯などにおける大

気汚染の防止、ゴミ及び産業廃棄物の処理も重要な環境課題となっている。このような環

境汚染は特に貧困層の健康被害への影響が大きく、緊急に改善が必要とされる。都市にお

ける環境改善では、実施に向けた制度の確立・強化とともに、規制遵守の徹底が特に重要

である。

（2）目標

目標：森林・水資源を中心に自然資源の回復と保全をめざし、また、上下水道・廃棄物

処理を中心に大都市における生活環境の改善をめざす。

森林・水資源を中心とする自然資源の減少と悪化の最大の要因は人々の環境保全に対す

る認識の低さにある。地方の貧困層にとって、長期的な持続可能性はともかくも、生活の

糧を得ることが直面するニーズであり、自然資源の収奪が悪いという認識は低い。行政に

おいても同様の考え方が普遍的であり、国家として環境法が施行されていても末端まで浸

透していない。自然環境の悪化を防止し回復するためには、植林など森林回復を進める一

方で、このような人々の考え方を改める啓蒙活動が重要となる。

メキシコ市を中心とする大都市の生活環境改善における問題点は、廃棄物・下水処理の

事例に見られるように、改善計画が策定されても実施されないということである。主な原

因は行政が様々な既得権益を調整することができないというリーダーシップと制度上の問

題であり、特別市のオーナーシップの強化が課題といえよう。
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（3）目標の達成プログラム

プログラム１：開発課題1との関連で、自然資源の回復・保全を支援する（候補対象地区を

絞り込む）

＜期待する成果：候補対象地区における地方自治体及び住民の環境保全意識

を向上させ、所得機会の拡充と自然環境の回復・保全を両立させる＞

開発課題１のプログラム１と２（極貧対策及び貧困対策を支援する）は貧困地区におけ

る所得機会の拡充を重視する支援であるが、当開発課題はそれらの支援を長期的に持続

可能なものにすることをめざすものである。所得機会の拡充が自然資源の収奪になるこ

となく、自然資源の回復・保全と両立させようとするものである。貧困の南部諸州では

森林の畑地転換が無秩序に進行しているが、傾斜地における農業は表土の流出により短

期間に生産性を低下させるため、これを放棄して次の畑地開発に進む傾向が強い。この

ような悪循環を絶つためには、既開発地の生産性を維持できる農法を導入するとともに、

開発課題１のプログラム１と２によって森林伐採に依存しないですむ所得機会の拡充が

不可欠となる。

＜成果の評価指標＞

・森林面積

・傾斜地農地の生産性

・森林保全啓蒙活動の対象者数

プログラム２：地方自治体の環境行政の能力向上を支援する（候補対象地区を絞り込む）

＜期待する成果：候補対象地区における地方自治体が、環境管理計画の作成、

監視とモニタリング、評価とフィードバックを実行できる制度能力を確立

する＞

前述のように、森林資源の減少を中心とした自然環境の悪化は地方の自治体及び住民

の環境意識が低いことが最大の原因であり、啓もう・広報活動を通じて環境保全意識を

向上させ経済活動との調和を図ることが重要である。同時に、地方レベルで環境法を施

行するための体制整備（環境管理計画の策定、監視とモニタリング、評価とフィードバッ

ク）及びそれを実行する人材の育成を図ることが必要である。

＜成果の評価指標＞

・環境啓蒙・広報活動の種類と対象者数

・監視とモニタリング・システムの整備状況

・環境管理計画研修の受講者数
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プログラム３：大都市における生活環境改善を支援する

＜期待する成果：メキシコ市における廃棄物処理・処分システムを整備する

ことによって、スカベンジャーなど貧困層の生活環境を改善する＞

大都市の生活環境改善には、大気汚染防止、騒音防止、排水処理、廃棄物処理、危険

物対策など様々な環境改善があげられるが、当プログラムは貧困層の生活に深くかかわ

る環境の改善を重視することとし、今後５年程度の期間においてはメキシコ市における

廃棄物にかかわる生活環境改善を重点とする。当プログラムが目標とする成果は、（1）メ

キシコ市における廃棄物処理システムの整備；及び（2）廃棄物処分地近傍で生活する貧

困層の生活改善である。前者の計画は既に策定されており、当プログラムはこの計画を

具体化するための政策アドバイスを中心とする。後者については、この分野で既に活動

を行っているＮＧＯと協力して貧困層の衛生・健康面の改善を支援することとする。

＜成果の評価指標＞

・廃棄物処理・処分システムの整備のために実施された施策数

・廃棄物処分地近傍に居住する貧困層の罹患率と死亡率

開発課題４：地方分権及び地方振興をめざす制度能力の強化

（1）現状

1992年の教育セクターでの分権化を契機として、セディージョ政権下で保健医療、貧困

対策、道路整備、環境、農業など多くのセクターで地方分権化が推進された。その後さら

に、社会正義（人権・平等・分配など）と行政などの分権化も推進され、2000年には地方へ

の予算配分額は予算総額の 60％に達するにいたった。分権化の進展に伴い、各地方自治体

は、全般的な行政及び財政能力の強化、社会サービスの維持と向上、環境の修復と保全、地

方産業の振興などを効果的・効率的に実施することが求められる。このような分権化を支

える州、ミュニシパリティなど行政官の能力向上が重要な課題となる。

地方行政の能力向上では、開発課題２のプログラム１及び開発課題３のプログラム２に

おいて候補対象地区における産業振興と環境保全に関する能力向上と人材育成を取り上げ

たが、当開発課題では、全般的な行政及び財政能力の強化と社会サービスの維持と向上を

中心に能力向上を図るものである。この分野においては、連邦・州・地方自治体という異

なるレベルの行政機関が関与するとともに、大学・研究機関・民間団体・ＮＧＯなど様々

なステークホルダーが関与しており、地方行政の能力向上では、これらの連携を積極的に

考慮していくことが不可欠である。
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（2）目標

目標：地方分権と地方振興を支える人材を幅広く育成し、制度能力を強化することに

よって、地方における自主的な多様な活動の展開をめざす。

1999年５月、セディージョ大統領は「優先地方に向けた対応策の国家計画」を発表し、高

いマージナリティ指標を示す地方における住民が自らの開発を計画・実施するための能力

を強化するための施策を打ち出した。当開発課題は候補対象地区を重点地域として当該国

家計画（あるいは新政権による地方振興プログラム）の実現を支援するものである。

（3）目標の達成プログラム

プログラム１：地方行政にかかわる人材育成を支援する（候補対象地区を絞り込む）

＜期待する成果：候補対象地区における地方自治体が行政能力を高め、地元

住民を含む多様なステークホルダーの参加のもとに総合計画を策定し、総

合的な調整により計画を推進できる能力を向上させる＞

当プログラムは、候補対象地区における地方行政において、総合計画・総合調整など

マルチセクターの取り組みを必要とするゼネラル・マネージメントを主たる対象に人材

育成を支援する。

当プログラムの評価ではゼネラル・マネージメントの質的向上が特に重要であり、こ

れを評価できる評価指標を設定することが必要であるが、現段階では候補対象地区のゼ

ネラル・マネージメントの能力水準が不明であるため、定量的な評価指標にとどめる。

＜成果の評価指標＞

・地方行政研修コース数

・受講者数

・受講者のなかから講師レベルに到達した受講者数

プログラム２：地方の高等教育機関の能力強化を支援する

＜期待する成果：候補対象地区の所在する州で選定された大学が候補対象地

区の開発ニーズを充足する研究活動を行い、その成果を効果的・効率的に

普及できる能力を向上する＞

当プログラムは候補対象地区が所在する州の大学を選定し、当該大学が候補対象地区

における開発ニーズに応える研究・普及活動を支援しようとするものであり、住民参加

型の研究・普及活動を通じて候補対象地区の自立発展性を高めることを目標とする。

＜成果の評価指標＞

・研究成果をもとに実施している普及活動数
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・普及活動による裨益住民数

・住民の裨益効果（所得の上昇、持続性の向上など）

開発課題５：中米・カリブ諸国を主な援助対象とするメキシコのドナー国化の促進

（1）現状

1998年に設立されたＩＭＥＸＣＩは、中米・カリブ諸国を中心に「途上国援助」を実施し、

また、先進諸国・国際機関から「被援助国」として援助を受領しており、ドナー国に向かう

過渡的段階にある。メキシコの経済発展につれて当国のドナー国化は国際的に強く期待さ

れるところであり、これを積極的に支援することが望まれる。

ドナー国化の推進にあたっては、ＩＭＥＸＣＩにおける効果的・効率的な“Plan-Do-See”

のマネージメント・サイクルを形成することが必要であり、また、技術協力に携わる関係

省庁の国際協力システムを整備することが不可欠である。ＪＩＣＡは、ＩＭＥＸＣＩと協

力して、第三国研修や第三国専門家派遣など南南協力を実施しているが、南南協力が我が

国の援助効率の向上に資すると同時に、ＩＭＥＸＣＩのマネージメント能力の強化と経験

の蓄積に積極的に貢献することが望まれる。

（2）目標

目標：メキシコの対中米・カリブ諸国への援助能力の強化と南南協力を通じた援助技術

の移転によって、メキシコの早期ドナー国化をめざす。

ＩＭＥＸＣＩの対中米・カリブ諸国支援能力を強化するため、ＪＩＣＡはこれまでに、

（1）専門家を派遣して機構強化へのアドバイス・情報システムの整備などを支援し、（2）

1999年度にメキシコ国別特設研修コースを開設し、今後５年間、毎年５名に対して途上国

援助システムの研修を実施する予定であり、また、（3）ＪＩＣＡプロ形調査団へのメキシコ

関係者の参団を計画するなど、様々な支援を行ってきた。また、第三国研修及び第三国専

門家などの南南協力を通じてメキシコへの援助技術の移転を行ってきた。

今後は、これらの協力をベースにメキシコの援助能力の一層の強化をめざすべく、現在

進められている南南協力をメキシコ独自の協力プログラムとして自立発展できるよう支援

する。

（3）目標の達成プログラム

プログラム１：メキシコの援助能力の強化を支援する（ＩＭＥＸＣＩ）

＜期待する成果：ＩＭＥＸＣＩが中米・カリブ諸国の開発ニーズを把握し、要

請案件の中から重要度の高い案件を選定し、効果的・効率的な援助活動を
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実施できる＞

当プログラムは、ＩＭＥＸＣＩの計画－実施－評価能力を一層強化することによって、

メキシコの対中米・カリブ諸国援助が「目に見える効果」をあげ、これら諸国から高い評

価を得られることを目標とする。特に重視すべきは、対象国の援助ニーズを適切に把握

し、同ニーズをベースに案件を適切に選定する手法を確立し、実施することである。

＜成果の評価指標＞

・ＩＭＥＸＣＩが入手する開発ニーズ情報の量と質

・案件選定システムの整備状況

・モニタリング・システムの整備状況

プログラム２：南南協力の拡充と自立発展性を支援する（ＩＭＥＸＣＩ）

＜期待する成果：ＪＩＣＡ／ＩＭＥＸＣＩの共同で実施される南南協力が、

ＪＩＣＡの協力終了後も、ＩＭＥＸＣＩにより継続実施される＞

当プログラムは、ＪＩＣＡがＩＭＥＸＣＩと協力して実施する南南協力（第三国研修及

び第三国専門家派遣）がＪＩＣＡの支援期間終了後もメキシコにより独自に継続・実施さ

れることをめざすものである。メキシコにより継続・実施されるためには、ＪＩＣＡが南

南協力の案件を形成する段階からＩＭＥＸＣＩが参画し、南南協力案件がＩＭＥＸＣＩが

確認している対象国の開発ニーズとＩＭＥＸＣＩが継続・実施できる諸条件（特に第三国

研修の運営費用と維持管理費用）とが合致することが重要になる。

＜成果の評価指標＞

・ＩＭＥＸＣＩの南南協力に関する基本方針の確立状況

・共同による南南協力案件の選定・仕様・費用負担の協議状況

・援助成果のモニタリング制度の整備状況

開発課題６：日墨友好関係の強化

（1）現状

日墨両国は、1997年に日系移民100周年を迎え、また 2001年には日墨交流計画 30周年を

迎えるなど、長期にわたる友好関係を継続している。この関係は、将来、メキシコが途上

国を卒業し先進国入りしたとしても継続されることが望まれるものであり、日系一世が減

少し、二世以降の世代が増えるにつれて、友好関係の強化は一段と重要になる。日墨友好

関係の強化をめざす独自のプログラムを拡充する一方で、上記開発課題の１から５までを

通じて日墨友好をめざすコンポーネントを組み込むよう配慮することが望まれる。
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（2）目標

目標：開発課題１から５までを通じて、また、独自のプログラムを通じて、日墨友好関

係の一層の強化をめざす。

日墨友好の促進にあたっては、広くメキシコ国民一般、我が国援助を通じた関係者・裨

益者、並びに日系移民など、だれを対象に何を行うかについて費用対効果の観点から検討

することが必要であろう。日系移民については過去から重視されており、今後も重視され

るであろうが、今後は「我が国援助を通じた関係者・裨益者」に対しても日墨友好を重視し

ながら、参加型アプローチを展開していくことが望まれる。また、我が国がほかの先進諸

国に比べて独自の経験とノウハウを有する「地震防災分野での援助」などについては「広く

メキシコ国民一般」を念頭においた広報活動を展開し、日墨友好を進める一つの手がかりと

することが望まれる。

（3）目標の達成プログラム

プログラム１：我が国援助の広報活動を強化する

＜期待する成果：我が国の対メキシコ援助を広く広報することによって、メ

キシコ国民の我が国に対する理解を促進する＞

ＪＩＣＡメキシコ事務所はホームページを開設してＪＩＣＡ援助に関する情報発信を

行っているが、これは非常に良い広報活動であり、今後一層拡充することが望まれる。プ

ロジェクト方式技術協力など長期間にわたり援助が継続する案件については、同様にイ

ンターネットを活用して広報活動を展開することが望まれる。また、貧困地区を対象と

する援助案件については、それぞれの地区の特性に応じて、ワークショップ、キャンペー

ン、広報紙などによる広報活動を取り入れることが望まれる。

＜成果の評価指標＞

・ホームページへのアクセス数

・ワークショップ・キャンペーンなどの実施回数と参加者数

・広報紙の発行部数・回数

プログラム２：日墨交流人員を拡充する

＜期待する成果：在メキシコの日系 2世以降の新しい世代を主な対象に日本

との交流を拡充し、日本についての理解を促進し、日本におけるメキシコ

理解を促進する＞

日墨交流は、人材育成・援助指導・生活環境整備など移住事業による支援と、日系人

を通じた技術協力などＪＩＣＡの技術協力を通じた支援が行われてきた。これまでの支
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援は移住者に対する支援という意味合いが強かったように思われるが、日系移民 100周

年が過ぎた現在、移住者支援という視点ではなく、日本とのかかわりが薄れつつある後

世代の日系人の日本理解を促進することによって、日墨友好の重要な１つのチャネルに

するという視点に重きを置くことが望まれる。できるだけ若い世代を対象にニーズ調査

を行って具体的な交流内容を詰めるべきだろう。現段階では、「成果の評価指標」は未定

である。

５－４　開発課題・プログラムと援助資源配分

以上、６つの対応すべき開発課題とその目標達成をめざす 15のプログラムを概観した。これら

の開発課題とプログラムは、援助資源との関係で「どこまで採用できるか、どの程度の範囲と深さ

で実施できるか」が規定されることになり、開発課題に対する取り組みを限られた援助資源のなか

でどう実施するかというプライオリティづけが必要になる。当節では、これまでの対メキシコ援

助に向けられた援助資源を簡単にレビューしたうえで、対応すべき開発課題・プログラムと援助

資源の関係を検討する。

1994～ 1998年の５か年間における我が国の対メキシコ援助の実績（技術協力と無償資金協力）は

表５－４－１に示されるとおりで、５年間の総額160億 1,000万円、年間平均額 32億円であった。

1994年以降多少の増加傾向を示しており、1998年には 36億 4,000万円に達した。メキシコの高い

１人当たりＧＮＰを考慮すると、今後さらに援助額が増加するとは考え難く、今後５年間程は、36

億円レベルで推移すると想定してみる。
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表５－４－１　対メキシコ事業実績表

1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 合計

合計 千円 2,702,813 3,200,203 3,240,230 3,306,188 3,637,903 16,087,337

プロ技 千円 1,008,009 1,301,394 1,126,359 1,443,477 1,281,946 6,161,185

件数 6 8 8 6 6 34

千円／件数 168,002 162,674 140,795 240,580 213,658 181,211

開発調査 千円 467,014 620,583 444,225 403,165 962,679 2,897,666

件数 5 5 4 4 6 24

千円／件数 93,403 124,117 111,056 100,791 160,447 120,736

専門家派遣 千円 445,582 478,530 650,589 473,125 386,483 2,434,309

人数*1 30 27 32 33 27 149

千円／人数 14,853 17,723 20,331 14,337 14,314 16,338

研修員受入れ 千円 761,493 705,002 858,714 800,478 749,680 3,875,367

人数 193 204 225 223 241 1,086

千円／人数 3,946 3,456 3,817 3,590 3,111 3,568

ＪＯＣＶ 千円*1 19,274 94,634 158,354 185,943 257,115 715,320

人数 4 14 7 16 13 54

千円／人数 4,819 6,760 22,622 11,621 19,778 13,247

無償資金協力 千円 1,441 60 1,989 0 0 3,490

件数

千円／件数

出典：「国際協力事業団事業実績表（事業費別）」

*1 は上記を「国際協力事業団事業実績表（事業費別）平成11年３月）」で補正

表５－４－２は、援助資源配分について「ベースケース」と「政策ケース」という２つのケースを

想定したものである。ベースケースは開発課題１から４まで均等に 20％ずつ配分し、開発課題５

に 15％、開発課題６に５％を配分したものである。政策ケースは、ベースケースに比べて、開発

課題１（貧困軽減）と開発課題３（環境改善）への配分を 10％ずつ増加し、開発課題２（地方産業振

興）と開発課題４（地方分権支援）への配分を10％ずつ減少し、開発課題５（メキシコのドナー国化

支援）と開発課題６（日墨友好）は不変としたものである。36億円の総枠をこのような比率で各開

発課題に配分した場合に、開発課題を構成する複数のプログラムにどれだけの援助資源を配分す

ることができるか、その配分量はプログラムの目標（すなわち、成果の評価指標）を達成するに十

分であるか、を検討することが必要になる。このような検討結果をベースに、開発課題のいずれ

かを取り上げないことにする、６つの開発課題は生かし開発課題を構成するプログラムを取捨す

る、すべての開発課題とプログラムを生かして候補対象地区における小地区の選定で調整するな

ど、プライオリティーづけと内容の検討が必要になる。
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６つの開発課題に対してはいずれも包括的アプローチを採用することから、各開発課題・プログ

ラムのもとに、従来から実施されてきたプロ技、開発調査、専門家派遣、研修員受入れ、ＪＯＣＶ

などの援助形態と、比較的最近になり新たに開始された草の根無償、開発福祉事業、開発パート

ナーシップ事業、ミニ開調、長期研修などを含むものである。したがって、援助資源の制約のも

とで、開発課題・プログラムごとにどのような援助形態ミックスが目標を達成するうえで望まし

いかを検討することが必要となる。また、マルチセクター・アプローチを採用することから、各

開発課題・プログラムでは、どの範囲でステークホルダーの参加を求めるかを検討することも必

要となる。

このように、特定の開発課題・プログラムを設定し、一定の援助資源を活用して最大限の成果

を達成する事業計画を作成するということは新しい試みといえるものであり、具体的な計画の作

成手法は今後の試行に待たざるを得ない。当評価調査はメキシコに対する過去の事業評価を評価

し、メキシコの開発ニーズを確認することによって、今後５年程度のスパンで対メキシコ援助政

策案を提案するという流れに沿って「開発課題・プログラム・成果の評価指標」の提案を試みた。

しかし、援助資源の枠を考慮したうえで、各開発課題・プログラムの具体的実施案を提案するま

でにはいたらなかった。このような提案をするためには、候補対象地区におけるニーズ・課題の

確認を含めて各開発課題・プログラムの詳細情報が必要なためである。毎年36億円という援助資

源を想定し、どの開発課題とプログラムを取り上げるか、取り上げた開発課題とプログラムをそ

れぞれどのように実施するか、そしていかに成果をモニタリングして次年度にフィードバックす

るか、という一連の事業計画を作成し実施していくには現場の情報と判断が重要であり、ＪＩＣＡ

メキシコ事務所がこのような方向に向けて存分に活動できる環境づくりが極めて重要となる。

５－５　「開発課題に対する取り組み」実施上の留意事項

（1）技術協力に対する考え方の調整

従来からの技術協力は「我が国の技術を移転する」という考え方が主流であり、そのような

技術に対する途上国からの要請に応じ、技術協力を実施してきた。これに対し、新しいアプ

ローチである「開発課題に対する取り組み」では、途上国との政策協議の重要性が高まり、途

上国と我が国（及び国際ドナー社会）が共同でテーマを協議し確認することが必要となり、さ

らに、開発課題の取り組みに最も適すると考えられる技術・システムを、我が国の技術・シ

ステムだけではなく、広く世界に求めることが必要になる。このような意味で、「援助形態」

をベースにした従来の技術協力から「開発課題に対する取り組み」をベースにした新しい技術

協力へのパラダイム・シフトは技術協力に対する基本的な考え方の変化を伴うと理解すべき

であろう。換言すれば、供給サイドの論理から需要サイドの論理への転換に伴う援助への取

り組み方の変化ともいえよう。



- 104 -

表５－４－２　開発課題への援助資源配分検討

ベースケース 政策ケース

開発課題とプログラム ％ 百万円 ％ 百万円

援助資源総額 100 3,600 100 3,600

開発課題１： 貧困軽減を通じた地域格差の是正 20 720 30 1,080

プログラム１：PROGRESAの支援

プログラム２：SEDESOLの支援

プログラム３：母子保健の向上支援

開発課題２： 地方における農産加工業及び小企業の育成・振興 20 720 10 360

プログラム１：農村産業振興の支援

プログラム２：裾野産業の振興支援

プログラム３：若年労働者の職業訓練支援

開発課題３： 地方の自然資源保全と都市の生活環境改善 20 720 30 1080

プログラム１：自然資源の回復・保全支援

プログラム２：地方の環境行政の能力向上支援

プログラム３：大都市における生活環境改善支援

開発課題４： 地方分権及び地方振興をめざす制度能力の強化 20 720 10 360

プログラム１：地方行政の人材育成支援

プログラム２：地方の高等教育機関の能力強化支援

開発課題５： メキシコのドナー国化の促進 15 540 15 540

プログラム１：ＩＭＥＸＣＩの援助能力強化支援

プログラム２：南南協力の拡充と自立発展性の支援

開発課題６： 日墨友好関係の強化 5 180 5 180

プログラム１：我が国援助の広報活動の強化

プログラム２：日墨交流人員の拡充

参考（1994～1998年における年間平均実績）：プロ技１件あたり ￥181.2 million

開発調査１件あたり ￥120.7 million

専門家派遣１人当たり ￥16.3 million

研修員受入れ１人当たり ￥3.6 million

ＪＯＣＶ１人当たり ￥13.2 million

国際ドナー社会では、重債務最貧国を中心に「貧困軽減」というテーマに対する取り組みが

強化されようとしており、その例として“Sector Investment Program（ＳＩＰ）”あるいは

“Poverty Reduction Strategy Paper（ＰＲＳＰ）”などがあげられる。ここでは対象となる

途上国と国際ドナー社会との貧困軽減に対する取り組みについて、二国間を超えた国際的な

合意が形成されようとしており、その合意に基づいて各ドナー国・機関の援助活動が調整さ

れようとしている。
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このような動きに比較すると、メキシコは高中所得国であり援助からの卒業に近づく段階

にいたっており、ドナー国・機関による援助は減少し、ＬＬＤＣ諸国などの場合に比べて相

対的に国際的な援助調整の必要性は低下していると考えられる。したがって、開発課題に対

する取り組みも二国間の協議によってほぼ確定することができるという点に特色がある。ま

た、メキシコは自ら開発課題を解決する計画力・実施力を有していることから、我が国の援

助は開発課題に対して不足する部分を補う立場での支援を中心に行うことができるという特

色がある。以上のような意味で、メキシコは我が国が開発課題に対する取り組みを開始する

モデルケースとして最適な国と考えられる。

（2）モデルケースによる段階実施

メキシコは開発課題に対する取り組みに最適な国であるとしても、第４章で見てきたよう

に、1988～ 1998年の期間においてもメキシコに対する我が国の援助は、多様なセクターにお

いて開発調査、プロ技、第三国研修、無償資金協力、チーム派遣、研究協力など様々な援助

形態で実施されており、現在の援助もその延長線上で実施されている。したがって、従来の

援助方式から、開発課題とプログラムに基づく新しい援助に直ちに切り替えることにはかな

りの困難が予想され、以下の事項を考慮しながら、段階的に切り替えを図るべきであろう：

●現在進行中の事業のインパクトの向上を図る：開発課題に対する取り組みに着手する以

前に、まず、現在進行中の事業の改善を図る。その場合、第４章に示されたように、計

画の妥当性そのものは高いがインパクトが低いと考えられる進行中の事業、例えば、青

年協力隊派遣事業などについて、協力隊員のグループ化を図る、他事業との連携を図る

など、インパクトを高めるよう改善することが求められる。プロ技など長期に継続する

事業についても同様である。

●開発課題・プログラムにプライオリティーをつける：順次、終了する進行中の事業につ

いては、同種事業に引き継ぐのではなく、開発課題に対する取り組みを開始することが

望まれる。そのためには、６つの開発課題についてＩＭＥＸＣＩとの協議をできるだけ

早期に開始し、プライオリティーを設定するとともに、新しいアプローチへの切り替え

計画を作成することが必要であろう。極貧・貧困対策への支援のように多様なステーク

ホルダーの参加のもとに具体的な事業を実施するプログラムと、地方行政の人材育成な

ど研修が主たる援助形態になるプログラムとでは、準備に要する期間・人材などがおの

ずと異なるものであり、プライオリティーの高い開発課題・プログラムのなかでも着手

しやすいものから着手することを考えるべきであろう。

●メキシコで進行中の事業は 2003年度末までにはすべてが一端終了する予定であり、この

時までに移行準備を進め、2004年度はじめから開発課題に対する取り組みを全面的に展
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開することが望まれる。全面的展開のためには“３”に示される事項を可能にしていくこ

とが必要であろう。

（3）プロジェクト・サイクルにおける活動内容の調整

従来からのプロジェクト・サイクルは、二国間の政策協議に始まって、プロジェクト形成

調査に引き継がれ、「事前調査－実施－運用－評価」というサイクルをたどってきた。この場

合には、各事業が開始時点から「セクターと援助形態」に分割されて実施されており、具体的

には、まず、農業、鉱工業、運輸などのセクターごとに分割されたうえで、開発調査、プロ

技、専門家派遣、研修などの援助形態に分割され、事前調査以降のステップが実施されてき

た。各事業の相手国側カウンターパートは、対応するセクターの中央政府機関であることが

一般的であり、特別の場合を除けば、カウンターパート以外のステークホルダーが事業に参

加することはほとんどなかった。我が国の技術協力という枠組みのなかで、我が国の技術を

移転する人材をはじめ、大部分の援助資源が我が国からリクルート・調達されていた。

しかし、「開発課題に対する取り組み」を実施する場合には、政策協議の段階から、メキシ

コで重視される開発課題を幅広く協議することが必要となり、セクター・援助形態・ステー

クホルダーにとらわれず、重点とする開発課題を確定し、プログラムを選定していくことが

必要になる。メキシコの場合には、貧困軽減、貧困地域の産業振興と環境改善、人材育成、南

南協力など、特定課題についての詳細を検討し、具体的なプログラムとその進め方を詳細に

協議することが必要となる。そのため、外務省・ＪＩＣＡ本部が主導するという従来型のアプ

ローチでは対応し切れない部分が多くなると予想され、在メキシコ日本大使館及びＪＩＣＡメ

キシコ事務所に主導的な役割が期待されることとなろう。

現地大使館・事務所に求められる重要な役割は、開発課題とプログラムを選定するにとど

まらず、メキシコに配分される我が国ＯＤＡを成果の達成に向けて最も効果的・効率的に活

用する計画をつくり、これを実施することであり、さらには、実施の成果をモニタリングし、

次年度のより良い実施計画にフィードバックしていくことである。限られた援助資源を成果

の達成に向けて効果的・効率的に活用するためには、各戦略について想定する援助資源の枠

内で、どのような援助形態ミックスを採用すべきか、我が国とメキシコ（あるいは第三国）の

援助人材ミックスをいかに構成するかという「広い意味での効率性」を検討することが求めら

れる。また、モニタリング結果をベースに、次年度に採用すべき個別の改善策を見いだすと

ともに、一層、効果的・効率的な援助形態ミックス・援助人材ミックスを検討することが求

められる。

このように、「開発課題に対する取り組み」を実施するためには、現地大使館・事務所の能

力強化が必須であり、特に、分権化・予算運用の柔軟性・人材の拡充・育成が重要であると
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考えられる。

分権化では、対応すべき開発課題、それらを実現するためのプログラム並びに目標とする

成果など「政策マター」については外務省・ＪＩＣＡ本部の決定が前提となろうが、対象とす

る特定地域の貧困軽減にとって「最も望ましいセクター・ミックス、援助形態ミックスは何

か」、「どのように成果をモニタリングし次年度の計画にフィードバックしていったら良い

か」、「これらをどのようなシークエンスで実施したら良いか」など「運用マター」については

現地大使館・事務所への権限委譲が望まれる。

予算運用の柔軟性は上記の政策マターと運用マターの責任分担から派生するものであり、

予算の総枠及びテーマ（大費目）と戦略（中費目）への予算配分は事前の協議を経て大使館・

ＪＩＣＡ本部によりあらかじめ確定されるが、援助形態ミックス・援助人材ミックス、モニ

タリング方法など運用マターに関する小費目・細目については現地大使館・事務所の運用に

任せ、報告を義務づける、という方法が考えられるであろう。

人材の強化については、従来型援助から新しい「開発課題への取り組み」への移行期におい

て、順次、新しい開発課題に対応できる人材を育成することが望まれる。しかし、開発課題

への取り組みは従来型援助に比べて幅広い知識と経験を必要とすることから、現行の任期２

～３年では短かすぎ、これを３～４年ないしは４～５年に延長することが必要となろう。も

ろもろの事情により、このような任期延長ができない場合には、４～５年のスパンでテーマ

に専念するナショナル・スタッフを増員し育成することが望まれる。

５－６　メキシコ政府に対する要望事項

最後に、日墨技術協力の成果とインパクトを一層向上させるという観点から、当評価調査の過

程で浮かび上がってきたメキシコ政府への要望事項を以下に示したい：

（1）プロジェクトのインパクトを高めるフォローアップ活動の重視：援助形態評価及びセク

ター別事業評価によれば、過去に実施された技術協力事業は全般的に好ましい評価結果に

なっているが、評価５項目の中では「インパクト」の評価点が相対的に低い結果になってい

る。特に、開発調査のインパクトに関する評価は低く、この改善努力をメキシコ側に要望

したい。改善にあたっては、開発調査を要請する段階で、当該案件が開発調査の終了後実

施に向かう条件が整っているかどうかを事前に検討すること、並びに、開発調査の終了後、

カウンターパート機関だけではなく総合窓口機関であるＩＭＥＸＣＩも含めて、実施に向

けた対応策を継続協議することを要望したい。

（2）研修成果を高める研修員の選定：ＪＩＣＡが実施する研修事業には、メキシコの特定な開

発課題を取り上げる「メキシコ特設研修コース」と、多くの国々を対象として一般的な開発
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課題を取り上げる「集合・一般研修コース」があるが、メキシコ側にはそれぞれに適した研

修員の選定を要望したい。特設コースについては、メキシコ側との協議を通じてニーズに

応えるコース内容を設定することができるので、研修員の選定問題はあまりないといえよ

うが、集合・一般コースはコース内容があらかじめ設定されているため、コースに合った

研修員を選定することが研修成果を高めるうえで極めて重要となる。年間の研修プログラ

ムに関する両者協議を含め、研修成果を高めるよう調整を要望したい。

（3）効果的な第三国研修をめざすニーズの確認とモニタリングの実施：メキシコをベースとす

る第三国研修は日墨両国にとって極めて重要であり、中米・カリブ及び南米諸国のニーズ

をより良く満たす研修コースにすべく、メキシコ側に一段の努力を要望したい。第三国研

修をより良いものにする第一歩はニーズの確認であり、次いで、受講修了者のモニタリン

グであると考える。メキシコ外務省・ＩＭＥＸＣＩの中米・カリブ及び南米諸国における

ネットワークを活用してニーズの確認とモニタリング体制を強化し、第三国研修をより良

いものにしていくよう一層の協力を期待したい。

（4）青年海外協力隊事業の効果を高める施策：メキシコ側が青年海外協力隊事業（ＪＯＣＶ）を

高く評価していることは誠によろこばしいことであり、今後も高い評価が継続することを

期待したい。しかし、現場で活動しているＪＯＣＶからのアンケートによれば、公共サー

ビスを住民に直接提供しているカウンターパートの低い意欲と能力、高い転職率などに

よって、住民とカウンターパートの間に良好な関係が築き難い、成果がなかなか現れないな

ど、住民とカウンターパートの間に立つＪＯＣＶの苦労が多く示されている。ＩＭＥＸＣＩ

はＪＯＣＶのグループ化、他の援助スキームとの連携などによりＪＯＣＶの活動成果を高

めたいとしているが、ＪＩＣＡ事務所と調整しながら、できるだけ早い時期にそのような

方向に進むことを要望したい。

（5）日墨技術協力協定に沿う協力の推進：日本の対墨技術協力の窓口機関であるＩＭＥＸＣＩ

及びカウンターパートである各実施機関は非常に友好的であり、適切な人材を配して協力

事業を効率的に推進しており、高く評価される。現在、残されている課題は日墨技術協力

協定に定められている「関税、租税そのほか類似の課徴金を免除する」という条項の遵守で

ある。当件については、日本側から繰り返し協定の順守を要請してきているが、まだ解決

されていない部分もあり、メキシコ側の早期解決を要望したい。

これに加えて、将来の方向として、「開発課題への取り組み」に対するメキシコ側の体制も順次
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整備されることが期待される。一般に、中央省庁によるセクター別制度は地方自治体に引き継が

れ、地域の課題に取り組むべきところが、地方においてもセクターによって分断されるという傾

向が見受けられる。地方における貧困問題に取り組むためには、地方においてマルチセクター・

アプローチ及び包括的アプローチを可能にすることが極めて重要であり、そのような方向での制

度改革が望まれる。
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１．本評価調査におけるプロ技以外の援助形態の「評価大項目に関する５段階評点基準」

（1）第三国研修

評価の大項目 ５ ４ ３ ２ １

１．目標達成度 各種報告書に示された目標の達成度と研修員の満足度を総合すると、

非常に高い 高い おおむね妥当である 低い 非常に低い

２．計画の妥当性 案件のメキシコのニーズへの適合と計画の適切さを総合すると、

非常に高い 高い おおむね妥当である 弱い 非常に弱い

３．効率性 投入対成果でみて、投入が、

全体的に非常に 全体的に有効に 全体的におおむ 全体的に少し無 全体的にかなり

有効に活用され 活用されている ね無駄なく活用 駄がある 無駄がある

ている されている

４．インパクト 研修員帰国後、研修は業務に

非常に役立って かなり役立って 役立っている あまり役立って 全く役立ってい

いる いる いない ない

５．自立発展性 プロジェクトの実施機関が組織・財務・技術の面で

自立し発展して 自立している おおむね自立し あまり自立して 全く自立してい

いる ている いない ない

（2）無償資金協力

評価の大項目 ５ ４ ３ ２ １

１．目標達成度 各種報告書に示された目標の達成度は、

非常に高い 高い おおむね妥当である 低い 非常に低い

２．計画の妥当性 案件のメキシコのニーズへの適合、計画の適切さ、目標が上位目標に結びつくための外部

条件の確認の３点を総合すると、

非常に高い 高い おおむね妥当である 弱い 非常に弱い

３．効率性 投入対成果でみて、投入が、

全体的に非常に 全体的に有効に 全体的におおむ 全体的に少し無 全体的にかなり

有効に活用され 活用されている ね無駄なく活用 駄がある 無駄がある

ている されている

４．インパクト プロジェクトの上位目標又はそれに関連して

非常に大きな効果 大きな効果が発 効果がある程度 効果はあまり発 効果は全く発現

が発現している 現している 発現している 現していない していない

５．自立発展性 プロジェクトの実施機関が組織・財務・技術の面で

自立し発展して 自立している おおむね自立し あまり自立して 全く自立してい

いる ている いない ない
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（3）開発調査

評価の大項目 ５ ４ ３ ２ １

１．目標達成度 最終報告書の質・調査分析手法の精度・計画（提言）内容の質・報告書の活用度・技術移転

の度合・計画作成の参加型度合を総合的に見て、（注：特に計画内容の質に重きを置く）

非常に高い 高い おおむね妥当である 低い 非常に低い

２．計画の妥当性 案件のメキシコのニーズへの適合、計画の適切さ、提言が事業化されるための外部条件の

確認の3点を総合すると、

非常に高い 高い おおむね妥当である 弱い 非常に弱い

３．効率性 投入対成果でみて、投入が、

全体的に非常に 全体的に有効に 全体的におおむ 全体的に少し無 全体的にかなり

有効に活用され 活用されている ね無駄なく活用 駄がある 無駄がある

ている されている

４．インパクト 事業化の結果、

非常に大きな効果 大きな効果が発 効果がある程度 効果はあまり発 効果は全く発現

が発現している 現している 発現している 現していない していない

注：開発調査の調査実施機関に与える影響は限られているため、自立発展性の観点は評価項目から外した。

（4）研修員受入事業

評価の大項目 ５ ４ ３ ２ １

１．目標達成度 研修前に期待していた技術が、

非常に修得でき かなり修得でき 修得できた あまり修得でき 全く修得できな

た た なかった かった

２．計画の妥当性 案件のメキシコのニーズへの適合と計画の適切さを総合すると、

非常に高い 高い おおむね妥当である 弱い 非常に弱い

３．効率性 研修運営の適切さ・研修内容の適切さ・研修のレベル・研修期間の適切さを総合すると、

非常に高い 高い おおむね妥当である 低い 非常に低い

４．インパクト 研修員帰国後、研修を業務に

非常に活用して かなり活用して 活用している あまり活用して 全く活用してい

いる いる いない ない

注：本事業の研修員所属先機関に与える影響は限られているため、自立発展性の観点は評価項目より外した。
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（5）専門家派遣事業

評価の大項目 ５ ４ ３ ２ １

１．目標達成度 業務実施計画書などに示された目標の達成度やＣ／Ｐの技術の修得度を総合したものが、

非常に高い 高い おおむね妥当である 低い 非常に低い

２．計画の妥当性 案件のメキシコのニーズへの適合、専門家の配属先としての適切さ、活動計画の適切さの

３点を総合すると、

非常に高い 高い おおむね妥当である 弱い 非常に弱い

３．効率性 投入の時期・質・量を総合すると、

非常によかった よかった 特に支障はな 不適切であった 非常に不適切で

かった あった

４．インパクト 技術移転の結果、

非常に良いプラ かなり良いプラ わずかながらプ マイナスの影響 非常に深刻なマ

スの影響を与え スの影響を与え ラスの影響を与 を与えている イナスの影響を

ている ている えている 与えている

５．自立発展性 専門家の配属先・機関が組織・財務・技術の面で

自立し発展して 自立している おおむね自立し あまり自立して 全く自立してい

いる ている いない ない

注：個別専門家の配属先機関に与える影響は限られているため、自立発展性の観点は評価項目から外した。

（6）青年海外協力隊派遣事業

評価の大項目 ５ ４ ３ ２ １

１．目標達成度 業務実施計画書・隊員の自己評価における成長度・隊員の配属先の満足度を総合したもの

が、

非常に高い 高い おおむね妥当である 低い 非常に低い

２．計画の妥当性 案件のメキシコのニーズへの適合、隊員の配属先としての適切さ、活動計画の精度・隊員

派遣の時期・隊員の活動期間の３点を総合すると、

非常に高い 高い おおむね妥当である 弱い 非常に弱い

３．効率性 隊員の語学力・知識や経験を総合すると、

非常に高かった 高かった 特に支障はな 低かった 非常に低かった

かった

４．インパクト 隊員本人の経験の活用度・間接的な効果や配属先の経験の活用度・間接的な効果を総合す

ると、

非常に高い 高い おおむね妥当である 低い 非常に低い

注：本事業の協力隊配属先機関に与える影響は限られているため、自立発展性の観点は評価項目より外した。
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２．案件発掘・採択のためのチェックリスト（試案）

個別案件評価及びセクター評価の結果をベースに、「事前評価」という考え方を取り入れ、プロ

ジェクト方式技術協力と開発調査を対象とする「案件発掘・採択のためのチェックリスト（試案）」

を作成した。

（1）プロジェクト方式技術協力

以下の各項目については、できればプロジェクト形成調査の段階で、遅くとも事前調査の段

階で検討すべきであろう。特に重要と思われる項目には「＊」を付した。

Ａ．計画の妥当性

チェック項目 参照情報・確認方法

１．相手国の開発計画との当該案件の目標の整合

1） 候補案件の分野・テーマが、メキシコの開発政策（セクター別開発計画）のなかで明確

に重視されているかどうかを確認する。明確な関係がない場合は、国家的な見地からの

重要性は高くないとの判断になる。

＊2） 当該分野が実際に重要視されているかどうかを予算額と過去の支出実績で確認する。過

去の予算額が一定規模でありかつ安定して支出されており、本年度（次年度）の予算額

も減少していなければ、財政面での直接・間接の支援が期待できる。

注：ＮＧＯと連携するプロジェクトの場合には、必ずしも国家開発計画との整合は必要ではな

いため、より柔軟な対応が必要であろう。

２．国別事業実施計画との整合性

候補案件の分野・テーマが国別事業実施計画の方針と合っているかを確認する。適合して

いれば、ＪＩＣＡからみても重要な分野での事業ということになる。

３．プロジェクトの必要性の確認

1） どうして要請されたようなプロジェクト（活動内容を含む）が必要なのか明らかか（問題

分析や目的分析は実施されているか）

2） プロジェクトが実施された場合とプロジェクトなしに現状のまま推移した場合とに明確

な差が出るか

3） 最終的な目標（実現すべき課題）は明らかか

その際、プロジェクトの目標や上位目標（暫定）の実現に必要な外部条件は確認してあ

るか（下記Ｂ．２．に詳細を記述）。

＊４．受益者の明確さ

1） プロジェクトの直接若しくは最終的な受益者（受益人口と１人当たりの受益量）を確認

する。基本的に受益者が明確であり（特に支援が必要とされる貧困層を優先する）

2） 受益人口・１人当たりの受益量の大きい案件が望ましい。

3） 考慮すべきインパクトとして、こうした社会的・経済的インパクト以外にも政策的イン

パクト・制度的インパクトもある。

4） 受益というプラスの面だけでなく、事業化による外部不経済を被る人々の不利益が許容

範囲あるいは何らかの形で補填されることを確認する。

５．日本の技術の有用度：候補案件の分野においてそもそも日本の技術は比較優位があるかど

うかを確認する。

６．スキーム選択の適切さ：プロ技という形態が本件に最もふさわしいかどうかを確認する。

開発基本計画、セクター別開発計

画、政府予算書

ＪＩＣＡ国別事業実施計画書

開発基本計画、セクター別開発計

画、先方政府の要請書、要請機関

及び実施機関に対するヒアリン

グ

要請機関及び実施機関に対する

ヒアリング

要請機関及び実施機関に対する

ヒアリング

要請機関、実施機関、日本側関係

機関に対するヒアリング
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Ｂ．上位目標の実現性

チェック項目 参照情報・確認方法

＊１．相手国の実施機関の分析：ＢＳＣ（バランス・スコア・カード手法＊）など組織分析の

手法を用いて、以下のような観点から実施機関の事業実施能力を評価する。

1） 組織の使命（ミッション）の浸透度：使命は、職員の間に浸透しているか

2） 組織の安定性：過去３年間の職員数は安定しているか、この先数年の間に組織の統廃合

などが予定されていないか

3） トップマネージメントのリーダーシップ：トップマネージメントは、具体的な方針を打

ち出しているか、どのような活動を行っているか

4） 組織の効率性：権限委譲はどの程度進んでいるか、組織が必要以上に階層を重ねていな

いか、コントロール・オブ・スパン（例：マネージャー１人当たりの部下数）は適切か

5） 過去数年間の予算の獲得実績、財務状態：予算は安定して獲得しているか、財務状況は

よく管理されているか

6） 経営管理の水準：経営方針・計画や実績とその分析を含む「経営管理レポート」は発行

されているか、目標管理は実行されているか

7） 職員のモラール、待遇：職員の定着率は高いか、給与水準は他の機関・セクターと比較

してどうか

8） 職員の技術水準：将来技術移転を受けるのに必要な基礎的な技術力は備わっているか

9） 職員の数：将来のＣ／Ｐを十分に確保できるか（組織図により将来の人員配置を確認す

る。）

＊90年代に考案された企業業績評価・経営改善手法であり、一般的な顧客（受益者）・財務

指標に加え、業務分析・組織分析の視点をもつ。最近は、諸外国で行政においても用いら

れており、我が国ＯＤＡにおいても活用されるケースが出てきている。

２．相手国の社会文化的な受容性・技術的フィージビリティー

特に農村開発など地域に密着した開発プロジェクトを実施する場合、地域住民が想定され

るアプローチに対して文化・風俗・習慣あるいは技術の面で適応できるかどうかを事前に

確認する。

＊３．プロジェクトが上位目標に結びつくための外部環境の分析

1） 民営化などの制度改革や金融危機などの環境要因が検討されているプロジェクトにとっ

て阻害要因とならないか、逆に環境要因で促進要因はないかを確認する。

2） 実施機関以外の公共セクター・民間セクター・地域住民がプロジェクトの成果の普及や

事業化を進めるための法律・制度は整っているか、阻害要因はないかを確認する。

3） 実施機関以外の公共セクター・民間セクター・地域住民がプロジェクトの成果の普及や

事業化を進めるための組織・体制・人材、財務状況は整っているかを確認する。

Ｃ．効率性

チェック項目 参照情報・確認方法

１．他のドナーの協力との重複

他のドナーの協力との意味のない重複がないかどうかを確認する。

２．他のＪＩＣＡによる協力との連携

他のＪＩＣＡ事業との連携の可能性があるかどうかを確認する。他のＪＩＣＡ事業との連

携がある場合は、相乗効果により資源が節約できる場合がある。

３．費用対効果

予想されるプロジェクトの成果やインパクトからみて、費用は適切な水準と思われるかど

うかを他国や類似のプロジェクトと比較して確認する。

実施機関に対するヒアリング及

び以下の収集資料：

・年次報告書

・組織図

・関係部署の職務分掌

・人事・経理・財務部門に対する

聞き取り

・予算書

・経営管理レポート

要請国に関する既存文献、資料な

ど及び地域住民・実施機関に対す

るヒアリング

要請機関・実施機関・関連機関に

対するヒアリング、開発基本計

画、セクター別開発計画、国際機

関の関連調査報告書

他国援助機関・国際機関に対する

ヒアリング及び関連文献

ＪＩＣＡ担当部署に対するヒア

リング、ＪＩＣＡ国別事業実施計

画

類似案件の報告書に記載されて

いる経済・財務分析の検討
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Ｄ．その他考慮すべき項目

チェック項目 参照情報・確認方法

１．プロジェクト実施地の治安状況、専門家の生活環境などプロジェクト実施の前提条件

＊２．過去の同地域・同セクターにおける類似の協力の評価結果

このような類似案件があった場合は、その案件の結果を、成功した場合はプラスに、不成

功の場合はマイナスにと、案件採択の際の判断材料にできる。また、類似案件の教訓を事

業の実施方法に生かせる可能性が高い。

３．環境、ＷＩＤなどへの関連

これらの課題は国際社会の関心が注がれている項目であり、配慮することが望ましい。た

だ、基本的にＪＩＣＡとしての配慮は、国別事業実施計画に盛り込まれた範囲での対処と

する。

外務省国別案全情報、ＪＩＣＡ任

国任国情報、メキシコ安全対策マ

ニュアル、ＪＩＣＡ現地事務所・

現地ＮＧＯ関係者に対するヒア

リング

類似案件の評価報告書、国内委員

会に対する情報収集

ＪＩＣＡ国別事業実施計画
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（2）開発調査

以下の各項目については、できれば基礎調査、遅くとも開発調査の事前調査の段階で検討す

べきである。以下のうち、特に重要と思われる項目には、＊を付した。

Ａ．案件の妥当性

チェック項目 参照情報・確認方法

１．相手国の開発計画との当該案件の目標の整合

1） 候補案件の分野・テーマが、メキシコの開発政策（セクター別開発計画）のなかで明確

に重視されているかどうかを確認する。明確な関係がない場合は、国家的な見地からの

重要性は高くないとの判断になる。

＊2） 当該分野が実際に重要視されているかどうかを予算額と過去の支出実績で確認する。過

去の予算額が一定規模でありかつ安定して支出されており、本年度（次年度）の予算額

も減少していなければ、財政面での直接・間接の支援が期待できる。

２．国別事業実施計画との整合性

候補案件の分野・テーマが国別事業実施計画の方針と合っているかを確認する。適合して

いれば、ＪＩＣＡからみても重要な分野での調査ということになる。

＊３．案件の必要性

開発調査が実施され事業化が進んだ場合に現状のまま推移した場合と何が異なるか明確に

なっているかを確認する。

注：ここで重要なのは、上記１．や２．の観点から見て重要性の高い案件であっても既にメキ

シコの他の政策・施策でそれなりに配慮されており、当該調査の必要性が弱い場合は、優

先度を落とす必要があるということである。

＊４．受益者の明確さ

1） 開発調査が実施され、事業化が進んだ場合の具体的な受益者（量と１人当たりの裨益量）

を確認する。

2） 受益者は、基本的に受益者が明確であり（特に支援を必要とする貧困層を優先する）ま

た、受益人口・１人当たりの受益量の大きい案件が望ましい。

受益というプラスの面だけでなく、事業化による外部不経済を被る人々の不利益が許容

範囲あるいは何らかの形で補填されることを確認する。

５．日本の技術の有用度

調査の候補分野においてそもそも日本の技術は比較優位があるかどうかを確認する。

６．スキーム選択の適切さ：開発調査という形態が本件に最もふさわしいかどうかを確認す

る。

開発基本計画、セクター別開発計

画、予算書、要請機関及び実施機

関に対するヒアリング

ＪＩＣＡ国別事業実施計画

開発基本計画、セクター別開発計

画、ＪＩＣＡ国別事業実施計画、

要請機関及び実施機関に対する

ヒアリング

要請機関及び実施機関に対する

ヒアリング

要請機関及び実施機関に対する

ヒアリング

要請機関、実施機関及び日本側関

係機関に対するヒアリング
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Ｂ．インパクトの実現性

チェック項目 参照情報・確認方法

＊１．相手国の実施機関の分析：ＢＳＣ（バランス・スコア・カード手法）など組織分析の手

法を用いて、以下のような観点から実施機関の事業実施能力を評価する。以下の各項目か

ら見て総合的に事業実施能力が高ければ、開発調査の質が高まり、また計画の事業化の可

能性も高くなる。

1） 組織の使命（ミッション）の浸透度：使命は、職員の間に浸透しているか

2） 組織の安定性：過去3年間の職員数は安定しているか、この先数年の間に組織の統廃合

などが予定されていないかどうか

3） トップマネージメントのリーダーシップ：トップマネージメントは、具体的な方針を打

ち出しているか、どのような活動を行っているか

4） 組織の効率性：権限委譲はどの程度進んでいるか、組織が必要以上に階層を重ねていな

いか、スパン・オブ・コントロール（例：マネージャー１人当たりの部下数）は適切か

5） 過去数年間の予算の獲得実績、財務状態：予算は安定して獲得しているか、財務状況は

よく管理されているか

6） 経営管理の水準：経営管理レポートは発行されているか、目標管理は実行されているか

7） 職員のモラール、待遇：職員の定着率は高いか、給与水準は他の機関・セクターと比較

して十分かどうか

8） 人材の適切さ：開発調査の結果を咀嚼し、将来さらに活用できる人材は備わっているか

＊２．計画が事業化される外部環境の分析

1） 民営化などの制度改革や金融危機などの環境要因が検討されているプロジェクトにとっ

て阻害要因とならないか、逆に環境要因で促進要因はないかを確認する。

2） 政権が当面安定しているか、あるいは政権交代があった場合も政策の継続性は高いかど

うかを確認する。

3） 実施機関以外の公共セクター・民間セクター・地域住民がプロジェクトの成果の普及や

事業化を進めるための法律・制度は整っているか、阻害要因はないかを確認する。

4） 実施機関以外の公共セクター・民間セクター・他ドナーによる事業化の計画、可能性が

あるかを確認する。

5） 実施機関以外の公共セクター・民間セクター・他ドナーによる事業化のインセンティ

ブ、事業化を進めるための組織・体制・人材、財務状況は整っているかを確認する。

Ｃ．効率性

チェック項目 参照情報・確認方法

１．他のドナーの協力との重複

他のドナーの協力との意味のない重複がないかどうかを確認する。

２．他のＪＩＣＡによる協力との連携

他のＪＩＣＡ事業との連携の可能性があるかどうかを確認する。他のＪＩＣＡ事業との連

携がある場合は、相乗効果により資源が節約できる場合がある。

３．費用対効果

予想される事業の成果やインパクトからみて、事業化の費用や調査そのものの費用は妥当

なものとなりそうかどうかを他国や類似のプロジェクトと比較して確認する。

実施機関に対するヒアリング及

び以下の収集資料：

・年次報告書

・組織図

・関係部署の職務分掌

・人事・経理・財務部門に対する

聞取り

・予算書

・経営管理レポート

要請機関・実施機関・関連機関に

対するヒアリング、開発基本計

画、セクター別開発計画、国際機

関の関連調査報告書

他国援助機関・国際機関に対する

ヒアリング及び関連文献

ＪＩＣＡ担当部署に対するヒア

リング、ＪＩＣＡ国別事業実施計

画

類似案件の報告書に記載されて

いる経済・財務分析の検討
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Ｄ．その他考慮すべき項目

チェック項目 参照情報・確認方法

１．調査地の治安状況等調査実施の前提条件

＊２．過去の同地域・同セクターにおける類似案件の評価結果

このような類似案件があった場合は、その案件の結果を、成功した場合はプラスに、不成

功の場合はマイナスにと、案件採択の際の判断材料にできる。また、類似案件の教訓を調

査の実施方法に生かせる可能性が高い。

３．環境、ＷＩＤなどへの関連

これらの課題は国際社会の関心が注がれている項目であり、配慮することが望ましい。た

だ、基本的にＪＩＣＡとしての配慮は、国別事業実施計画に盛り込まれた範囲での対処と

する。

外務省国別案全情報、ＪＩＣＡ任

国任国情報、メキシコ安全対策マ

ニュアル、ＪＩＣＡ現地事務所・

現地ＮＧＯ関係者に対するヒア

リング

類似案件の評価報告書、作業監理

委員会に対する情報収集

ＪＩＣＡ国別事業実施計画
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３．事業の運営管理への提言

以下の４スキームについて、日常の事業運営に関する留意点・改善点をまとめた。

１．プロジェクト方式技術協力、チーム派遣、研究協力

２．開発調査

３．個別専門家派遣

４．青年海外協力隊

留意点・改善点は、以下のような観点から整理した。

＜事前段階＞

・人的投入の審査（経験、技術力、語学力）

・派遣前研修・訓練のあり方

・事業計画の策定

＜実施段階＞

・投入（日墨双方の投入のタイミング、質、量）

・運営管理（組織と個人の活動、コミュニケーション、動機づけ）

・モニタリング

・成果品（対メキシコ提出物、対ＪＩＣＡ提出物）

・技術移転

＜事後段階＞

・事後モニタリング、フォローアップ

（1）プロジェクト方式技術協力、チーム派遣、研究協力

本形態に関し、事前調査については「２．案件発掘・採択のためのチェックリスト（試案）」で

検討しているため、事前調査実施後の期間を対象とする。

＜事前段階＞

①人的投入の審査（経験、技術力、語学力）

今回の調査では、全項目の中で日本側専門家の語学力についてのメキシコ側の評価がもっ

とも厳しく、平均値でかろうじて３点程度（５段階評価）である。したがって、できるだけス

ペイン語若しくは英語を話せる専門家を選定・派遣することが望ましい。
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②派遣前研修のあり方

プロジェクトの運営管理を特に目標管理・モニタリングの面で強化するには、専門家が

ＰＣＭ手法に通ずることが必要である。専門家全員が３日間程度の計画立案に関する事前研

修を受講することはもちろんのこと、リーダー・業務調整員の場合は、モニタリングも含め

た研修を受講すべきである。

＜実施段階＞

①計画立案の改善

プロジェクトの計画立案は、ＰＣＭ手法によるワークショップなどを通じて、相手方と十

分に協議を重ねて参加型で行うことが必要である。たとえ、ＰＤＭがプロジェクト期間の最

初から存在するとしても、それがほとんど日本側の考えにより作成されている場合、メキシ

コ側にＰＤＭに対する当事者意識が形成されず、プロジェクト活動に対する動機が高まらな

かったり、日本側に依存するプロジェクトとなってしまったりする。

②明確な目標設定

これまでほとんどのプロジェクトにおいて明確なプロジェクトの目標指標の設定が行われ

ていない。日本側専門家、メキシコ側Ｃ／Ｐなどの関係者の間で微妙に活動の方向性に違い

が出たり、結果的に達成度の低さによるプロジェクトの期間延長につながったりするため、

できるだけ定量的な目標設定、あるいはそれが難しければ定性的にしっかりした目標設定と

活動計画の策定を行うべきである。目標や活動計画があいまいであると、モニタリングも十

分実施できないことになる。はじめに明確なプロジェクト目標を設定するとそれに拘束され

て柔軟なプロジェクト運営ができなくなるとの声も聞かれるが、詳細なプロジェクト目標は

プロジェクト開始時ではなく、半年ほど経過した時点でより具体的に設定すればよいし、目

標や活動計画は、本来、状況の変化によって変更されるべきものである。また、プロジェク

ト目標のみならず、上位目標もしっかり設定して、プロジェクトの最終的なねらいを明らか

にしておくことが必要である。

③論理的な計画作成

明確な目標設定だけでは計画作成は十分ではなく、活動→成果→プロジェクト目標→上位

目標の流れに論理的な目的－手段関係が必要である。これは、ＰＤＭの「プロジェクトの要約

（Narrative Summary）」についての事柄であるが、ＰＤＭに関しては、その他の部分の記述方

法を含めた指導要領がある（ＪＩＣＡプロジェクト・サイクル・マネージメント（ＪＰＣＭ）

ＰＤＭチェックマニュアル、平成８年企画部作成）。是非参考にされたい。
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④外部条件の明確化

目標の明確化と同様に重要であるのは、外部条件の明確化である。従来はともすれば、

ＰＤＭのプロジェクト要約に関係者の意識・関心が集中し、外部条件はおおまかなとらえ方

しかされていなかった。それがプロジェクト目標や上位目標、特に後者の実現度に影響した

と思われる。今後は、まず既述の「２．案件発掘・採択のためのチェックリスト（試案）」で提

案したような事前調査・評価による外部条件の明確化を十分に行い、そのうえでＰＤＭに明

記しモニタリングすることが重要である。

⑤モニタリングの改善

これまでも四半期報告書などを利用したモニタリングが実施されているが、いくつかの問

題点がある。それらは、1）モニタリングの前提となる目標が事前に明確にされていない（既

述）、2）明確なモニタリング計画が作成されていない、3）モニタリングの書式である四半期

報告書がＰＤＭとリンクしていない、4）四半期報告書が日本語だけで作成され、日墨間で共

有されていないなどである。1）については、既述のとおり、目標そのものの明確化が必要で

ある。2）については、「ＪＩＣＡモニタリング・評価の手引書」に沿い、しっかりとしたモニ

タリング計画をつくることが必要である。3）は、ＪＩＣＡ内部で既に検討されているように、

四半期報告書の内容をＰＤＭと連動した形に改訂することが大事である。4）については、改

訂した四半期報告書の作成を日墨の共同作業とし、スペイン語（英語）でも作成すべきであ

る。

⑥外部環境の変化に対応するプロジェクトの軌道修正

通常、プロジェクト目標はＲ／Ｄの付属文書であるマスタープランの一部であるため、た

とえ外部環境が大幅に変化した場合でも変更されにくく、結果として不適切な目標や活動計

画が実態から乖離したまま存続するケースがある。この場合、マスタープランの変更が望ま

しいが、それが難しければ、ＰＤＭの要約部分（Narrative Summary）でなく、指標部分を変

更するなどして必要な活動計画の変更を迅速に行うことが大事である。

⑦投入の改善点

投入に関しては、日墨双方の関係者から大きな問題は指摘されていない。しかし、機材の

調達に関しては、その遅れが活動に影響を与えたことがいくつかのプロジェクトで報告され

ている。本部も含めた関係者のコミュニケーションの不足が機材調達の遅れの最大の原因で

あるので、特に重要な機材については、関係者の連携をよくし、迅速に調達業務を行うこと

が必要である。（これに関しては、平成９年にＪＩＣＡ鉱開部で作成されたプロ技用の「国内
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支援委員会事務局・業務実施マニュアル（案）」を参照されたい。）

＜事後段階＞

事後モニタリング

本調査のメキシコでの情報収集の段階で、プロジェクトでＰＤＭが作成されている場合で

も、プロジェクト終了後、メキシコ側はＰＤＭに記述された上位目標の結果をほとんど確認

していないことが判明した（ＪＩＣＡによるフォローアップ調査は実施されている）。メキシ

コ側の自主的なモニタリングが実施されていない主な理由は、既に述べたようにＰＤＭがメ

キシコ側に共有されていないことと、メキシコ側がモニタリングの必要性を十分に認識して

いないことである。前者については、やはり十分なワークショップの開催などにより、まず

相手方にＰＤＭに対する当事者意識を持たせること、２点目として、メキシコ側にＰＤＭの

意味をよく理解してもらい、事後的なモニタリングをあらかじめ依頼しておくことが必要で

ある。事後モニタリングが相手側でも実施していれば、セクター評価や今回のような国別評

価の精度・効率も飛躍的に高まる。

（2）開発調査

本形態については、事前調査については既述の「２．案件発掘・採択のためのチェックリスト」

で検討しているため、事前調査実施後の期間を対象とする。

＜本格調査・事前段階＞

①人的投入の審査（経験、技術力、語学力）

本調査で実施したアンケート・インタビューによれば、開発調査に携わるコンサルタント

についての評価は高く、特に問題点は指摘されていない。今後も的確な人選が望まれる。

②調査計画の改善

本調査では、調査計画について改善の余地があることが明らかとなった。まず、ほとんど

の開発調査が１年以上の期間をかけて実施されているが、これはメキシコ国内でローカルコ

ンサルタントや世銀が実施する同種の調査と比較して明らかに長い。先方のニーズに迅速に

応え、外部環境の変化に影響されないためにも、調査期間（調査人・月ではない）の短縮化が

望まれる。２点目として、必ずしもメキシコ側の意向を十分に確認せずに調査日程が決定さ

れ、結果的に現地のバカンス時期などと重なり調査が非効率であったケースがあった。調査

日程については、事前に日墨間で十分に連絡を取り合って設定したい。
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＜本格調査・実施段階＞

①調査の運営管理

上記の調査期間の設定は、実施段階にもあてはまることである。

②調査に携わる人員

本調査では、日本側から調査に携わる相手方の人員不足が指摘されている。調査を日本側

による一方的な調査としないためにも、メキシコ側の人員を十分に張り付け、かつ参加させ

るよう日墨双方が協力することが望まれる。

③参加型調査の実施

いくつかのケースでは、調査の実施や問題の分析などがほとんど日本側で行われたようで

ある。調査の質を高め、相手方の調査結果の理解度を増し、技術を移転するためにも、調査

はより参加型で行うことが望ましい。その点で、ＰＣＭ手法のワークショップを利用した調

査が試みられている点は注目に値する。ただし、開発調査におけるＰＣＭ手法の活用につい

ては、注意も必要である。すなわち、ＰＣＭ手法を用いた調査は有効であると思われる反面、

ＰＣＭワークショップの結果によっては、既に本格調査の調査概要が定まっているのに対し、

新たな調査分野・団員の追加が必要となり調査団が対応に苦慮する可能性がある。したがっ

て、ＰＣＭ手法を活用したワークショップは開発調査の事前段階で実施する、あるいは、本

格調査では、全体的な調査対象範囲を決めるためでなく、調査の各コンポーネントの詳細調

査に同手法を用いるなどの工夫が必要と思われる。

④成果品の質からみた調査手法の改善点

本調査では、開発調査の成果品である報告書の５段階評価を行った。総合評価の平均点は

３以上であるが、品質にはバラツキがあった（下表参照）。特に、計画の実現性に関連する「社

会的受容能力」、「組織能力」の分析は弱い。これは調査の品質と計画の事業化に与える影響が

大きいので、既述の「２．案件発掘・採択のためのチェックリスト」の開発調査の項で触れた

ように、事前調査の段階で確認されるべきである。このほかにも、「事業化手段の明確さ」と

「経済・財務分析」も改善の余地がある。
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【調査対象全開発調査の５段階評価平均（目標達成度評価から抜粋）】

１．報告書の質

1） 報告書の分かりやすさ：3.9と特に問題ない。

2） 情報源の明示度合い：3.4とやや弱い報告書がある。

２．分析手法の精度：4.3と良好である。

３．計画（提言）の質

1） 戦略性：3.8とほぼ問題ない。

2） 目標・計画の明確さ：4.1とほぼ良好である。

3） 計画内容の整合性：4.6と非常に良好である。

4） 事業化手段の明確さ：3.0とやや弱い。

5） 計画の実現性の検証

（1）社会的受容能力：2.8と弱い。

（2）組織の能力：1.9と非常に弱い。

（3）技術的評価：4.6と非常に良好である。

（4）経済・財務分析：3.0とやや弱い。

（5）環境評価：3.8と特に問題ない。

⑤運営管理

アンケート結果によれば、一部の案件で日墨間のコミュニケーションと活動計画が弱い。

これらの案件は目標達成度が低いが、日本側のコンサルタントは調査手法のみならず、相手

方とのコミュニケーションに注意する必要がある。

＜事後段階＞

事後評価の充実

現在プロ技などでは、「Plan-Do-See」のサイクルがある程度確立されているが、開発調査で

は、調査実施後のモニタリングや影響の確認は部分的にしか行われてこなかったようである。

今回の国別評価はひとつのレビューの機会にはなったが、時間的な制約により個々の開発調

査を精査できてはいない。今後は、既述の「２．案件発掘・採択のためのチェックリスト」で

提案するように事前調査を充実させると同時にＪＩＣＡとメキシコ側調査実施機関が協力し

て開発調査のインパクト調査を定期的・体系的に行い、より厳密な効果測定や教訓の導出を

行うことが望ましい。
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（3）専門家派遣

＜事前段階＞

①配属先のニーズ・受入体制の確認

３名の専門家が配属先についての問題点を指摘している。１名は派遣ニーズの非常に低い

組織に配属されたと述べており、もう１名は要請書（Ａ１フォーム）発出後、赴任地が二転三

転し、赴任１週間前にようやく決まったケースである。後者については、配属先の予算・人

員不足で思うように活動することができず、「計画全体の達成度はおおよそ35％である」と評

価している。両名とも派遣期間は３年間であり、事前段階で配属先の調査を周到に行ってい

ないと、後々多くの無駄が生じることが理解できる。最後の１名は、実際の配属先である「大

学から執務室の供与など一切なかった」ため、「文部省内に執務室を得たが、業務地である大

学とは離れているため役に立たなかった」と述べている。本専門家は１年間の派遣期間であっ

たが、そうであればこそ、赴任直後から円滑に活動を開始できるよう万全の体制を整えてお

く必要がある。

②配属先と専門家との事前連絡・調整の励行

１名の専門家が、Ｃ／Ｐと直接コンタクトしなかったために、携行した資料や機材に無駄

や不足が多かったと述べている。専門家の責に帰することもできるが、同専門家報告書には

以下のような記述があり、耳を傾けるべきと思われる。

・「派遣が内定又は決定した長期専門家からよく聞かされる悩みは、Ａ１フォームを読んでも赴任後、

何をやることが期待されているかがよく分からないこと、携行する資料などを含めてどういう準備

をすればよいのか判断できないことである。これは事前に現地とよく連絡をとれば解決する問題で

あるが、非公式に連絡できる個人的ルートを持つ場合を除くと、立場適にも人脈的にもコンタクト

することが難しく、準備が不十分になり、人によってはかなりの精神的な負担となっている。これ

らは専門家が能力を発揮するうえで要らざるマイナス要因である。（中略）ＪＩＣＡとして公式的に

長期派遣専門家の事前連絡を奨励しあるいは義務づけ、コンタクトに必要な情報、援助を十分に供

与するシステムを設定すれば、専門家の成果はさらに大きなものとなると考えられる。」（専門家Ａ）

このように、専門家は事前に疑問点・不明点を解消できないまま派遣されることがあるた

め、ＪＩＣＡとしても各担当者の処理に任せるだけでなく、何らかの制度化が必要と思われ

る。

③派遣前研修（特に語学研修）の充実

メキシコでは最低限の西語能力は必須であり、西語ができないとＣ／Ｐや外部機関とのコ

ミュニケーション・交渉にもマイナスの影響を与えることを多くの専門家が指摘している。
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特に、アドバイザー型専門家には、高度な西語能力が業務遂行に欠かせないものである。こ

のことから、メキシコ（及びスペイン語圏）に赴任する専門家は（各自の能力に合わせて）事前

の語学研修期間を十分にとり、業務で使用できる一定以上の能力を身につけた者しか派遣し

ないといった措置も検討すべきであろう。拙速な派遣は、赴任後の活動の「効率性」を著しく

低下させる要因にもなるので、慎重な事前準備が必要である。

④専門家の審査・選定

メキシコ人とともに活動する専門家はいわば我が国の「顔の見える援助」の最前線に立つこ

とになる。したがって、そこには専門分野の知識・経験・能力に加え、柔軟に対応できる資

質と豊かな人間性が要求される。また広く公正に国民参加型で人材を確保することが求めら

れる。この点についての専門家コメントを以下に示す。

・「（やるべきでないこと：）途上国に適応し、楽しんで専門家として活動することに不向きな人は派

遣しないこと。マイナス効果を生むよりは派遣しない方が良いこともある。すなわち人選は慎重に

行い、できれば公募制で最善の人を送るようにすべきである。」（専門家Ｂ）

＜実施段階＞

①明確な目標設定（定量化）

援助形態評価の節で指摘したとおり、専門家の①活動目標をより明確にすること、②活動

計画の精度をより高めることが必要である。その改善策として、業務実施計画書に目標達成

度を測定する指標を盛り込むなど、定量化を図ることが望ましい。総合報告書の書式には「計

画の達成度」という項目があり、目標達成度をパーセント表示することになっているが、当初

の目標指標が定量的でないため、パーセントは各専門家の感覚で記載されることになる。

②Ｃ／Ｐへの接し方

専門家にとって、Ｃ／Ｐと相互理解に基づく信頼関係を築くことは非常に重要であるが、

Ｃ／Ｐと必要以上に親しくなることにも専門家は気をつけるべきであろう。この点で、下記

の記述は参考になろう。

・「皆で一緒にこのプロジェクトを成功させるのだという気持ちを持たせるために、時には一緒に飲

んだり食べたりして遊ぶことも必要である。ただ気をつけなければいけないことは、なあなあの友

達関係になってはいけないことである。」（専門家Ｃ）

・「Ｃ／Ｐには知識や能力に相違があり、また長い間には好悪の感情が生ずる事もある。メキシコ人

にはアミーゴとして認められたいという意識が強いが、特別な人間をつくらない方が良い。Ｃ／Ｐ

に私用を頼むなどは論外である。（中略）一歩距離を置いた関係は常に保たねばならない。」（専門家

Ｄ）
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③円滑な業務の遂行とＣ／Ｐの育成

Ｃ／Ｐの育成は、的確な指導助言を与えることと並んで、専門家の重要な任務である。し

かし、約束の時間を守らない、知らなくても（相手を気遣って）知っていると言ってしまう、

人事異動があっても前任者から後任者へ引継がれない、上司は命令だけで部下の育成をしよ

うとしない、Ｃ／Ｐは自分の知識・経験を同僚に広めないなど、専門家を困惑させ、円滑な

業務をはばむ文化・社会的慣習があるのもまた事実である。これらについては抜本的な対策

はないが、次の事例を参考として紹介する。

・「メキシコの文化・習慣に同化することは非常に大事ではあるが、（中略）これが技術移転の障害と

なる様なことであれば、排除しなければならない。小職は斯かる場合は常にWORK PLANを引き合い

に出し、連帯して作成署名し（中略）た以上、日程を厳守することは共同責任であることを繰り返し

説得した。」（専門家Ｄ）

また、特に組織改革によるＣ／Ｐの交代・退職は技術移転に大きな支障を来たすことにな

り、場合によっては看過できない事態も発生する。すべての専門家にあてはまることではな

いが、この点についても示唆に富む事例を紹介する。

・「メキシコの官僚制度の特徴（キャリアシステムではなく、上司が部下を支配する）を考えると、

Ｃ／Ｐ１人だけとの業務体制から複数の関係者とのネットワークを築く方向に移行すべきである。

ともかく、Ｃ／Ｐがいつ代わっても、専門家（アドバイザー）の機能が大きな影響を受けないような

安全策を検討すべきであろう。」（専門家Ｂ）

④適切な運営管理と情報の共有

技術移転活動の適切なモニタリングは風通しの良い組織で初めて実施できるものであり、

専門家が硬直的な組織に配属されている場合にはその打開が必要になる。メキシコの組織風

土を踏まえ、打合せや会議の定期的なリズムをつくることが肝要である。専門家の活動事例

を以下に示す。

・「情報が管理職に集中しその部下に流れて行かないことも仕事の能率を悪くしている原因の一つで

ある。管理職は技術情報であれ経営情報であれ独占する傾向があるので、チームの構成員が等しく

情報を共有して議論し衆知を集めるというチームワークが成り立ちにくい。我々は頻繁にチーム内

のミーティングを開き、この習慣を破ろうと努めた」（専門家Ｅ）

⑤現地業務費の増額

現地業務費の不足は日常業務において非常に切実であり、できるだけ早く解決すべきであ

ろう。今後「テーマの解決に向けた」事業を展開していくのであれば、現在のプロ技、チーム

派遣、研究協力に属する専門家１人当たりの現地業務費を踏まえ、個別専門家の現地業務費
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を見直すことも必要であろう。以下は専門家の声である。

・「個別専門家は活動経費がなく、実質的な技術移転は不可能に近い。」（専門家Ｆ）

・「現地業務費の制約は最も活動の障害になる。（中略）年度当初に提出する活動計画も１人当たり業

務費には反映されない。専門家個々の活動にはかなりの差あるので、必要に応じフレキシブルに配

分できるシステムがないと、十分な活動ができない。」（専門家Ｂ）

＜その他＞

報告書目次の挿入

業務実施計画書、総合報告書ともその大半に目次がない。また目次が付いていても細目が

分からないことが多い。必要情報を探すに際し、内容を見ないと分からず多くの手間と時間

を要した。同様のことはＪＩＣＡ担当者も日々経験しているわけで、またＪＩＣＡ本部、現

地ＪＩＣＡ事務所、日本大使館、関係省庁、専門家後任者など多くの関係者が目を通す文書

であることから、目次を挿入することが望ましい。

（4）青年海外協力隊

＜事前段階＞

①隊員配属先のニーズ確認

今回対象となった 28名中８名の隊員が職種のミスマッチや配属先の協力隊活動に対する認

識不足をあげている。これは隊員に対する配属先のニーズが元来低いことにも関連している。

隊員報告書内からコメントを参考までに示す。

・「自分の配属先のようなところに新卒の隊員が赴任するのは無理があったように思う」、「組織の現

状は良好であり、ほかからの援助を必要としていない」（隊員Ａ）

・「勤務先訪問時にわずか１、２時間の話し合いで協力隊事業内容を理解できるとはいい難く、そこ

から生まれる誤解によるミスマッチが後々、隊員の活動に支障を来たすようになる」、「要望調査の

時点でどうやって組織を見極めるか課題が残る」（隊員Ｂ））

・「現場の病院の人たちに強く望まれて行ったわけではない。私たちが来ることも知らない人がほと

んどであった」（隊員Ｃ）

・「障害となった点は、だれ１人として私の着任に対して理解してなかった」（隊員Ｄ）

・「先方の意識としても小生の役割は（中略）外部から雇われた会計士のようなものであった」（隊員Ｅ）

・「ＪＯＣＶの目的を理解してもらうのに時間がかかった」（隊員Ｆ）

この主たる原因は、メキシコ側要請機関の上層部と現場配属先とのコミュニケーション不

足によると考えられるが、着任前に、配属機関がＪＩＣＡとは何か、協力隊とは何かを理解

しておくよう、ＪＩＣＡと配属機関の間で十分な情報交換を行うことが必要である。また、日
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本側としても先方のニーズを十分に確認すべく綿密な要望調査を行うべきである。この点を

徹底するだけでも、活動の効率性及び目標達成度の向上に大きく貢献すると考えられる。

②配属先Ｃ／Ｐの有無の確認

Ｃ／Ｐ不在のまま活動した隊員が２名いた。上述の件とも関連するが、隊員を派遣するに

足る組織であるどうか、核となる人物やＣ／Ｐがいるかどうか、を慎重に見極めることが必

要である。以下は隊員報告書内の記述である。

・「いわゆるカウンターパートはおらずまたつくることもできなかった。（中略）一番困ったのは集落

への交通機関で、市警察に依頼したが、彼らの都合で行けなかったり集落に置き去りにされたりし

た。講習会にだれも来ないこともあった。それ自体も問題ではあったが、本当の問題はこの問題を

解決するためにだれに相談すればよいかということであった」（隊員Ｇ）

＜実施段階＞

①Ｃ／Ｐの育成

活動中にＣ／Ｐが退職してしまった隊員が 3名いた。その理由は、低賃金や給料の未払い

などである。地方支所の下部組織などではＣ／Ｐの離職率は高い。活動に際してはできるだ

け多くのＣ／Ｐと共同作業を実施できる体制をつくることが望ましい。

②Ｃ／Ｐの意識改革

ほぼすべての隊員がＣ／Ｐの意識改革を心がけて活動しており、報告書でも直接・間接的

に触れられている。Ｃ／Ｐのなかには自分の知識・技術に自信を持ちプライドの高い者もお

り、彼らの不備な点を改善するのは若い隊員にとっては至難といえる場合も多い。一般に意

識改革は目に見えるものではなく、分かりにくいが、地道に活動を続けていくなかでその変

化を徐々に感じ取っている隊員もいる。隊員活動においては、現地の人たちと極力同じ目線

に立ち、共同感覚を持って（持たせて）活動することが望ましい。以下はこの点で示唆に富む

記述である。

・「（Ｃ／Ｐは）向上心のないわりにプロ意識は強いから技術を教えることは難しい。できることは、彼

らに見合ったデザインを提供し、教えていることを意識させずに、少しずつ作業形態を変えさせ（中

略）ることだ」（隊員Ｈ）

③アンケート調査の実施

隊員活動を客観的に総括すべく、自己評価に加えて配属先にアンケート調査を実施した隊

員が１名いたので紹介する。同隊員は活動項目を７つに分け、自分の活動を３段階で評価し
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てもらっている。対象者は同じ職場の22名の同僚であり、19名から回答を得ている。この試

みは大変意義があり、協力隊事業の評価・モニタリングシステムとして制度化することが望

ましい。以下はアンケート調査実施後の同隊員のコメントである。

・「相手側の意見を知ることでまたあらたに気づくことができた。活動途中にこのような評価をすれ

ば良かったと思う。ともに活動するために、より効果的な結果を導くために。」（隊員Ｃ）

＜その他＞

人間形成への寄与

隊員活動がどの程度自身の人間形成・成長に役立ったかについての評価は、５段階評価の

平均で 3.9とかなり良い結果が出ている。比較的自己評価の厳しい隊員自身からポジティブ

なコメントが出ていることから、協力隊事業は「日本青年の広い国際的視野の養成に寄与」し

ているといえる。今後は、彼らがより実りある活動を展開できるよう、事前・実施段階で、問

題点の解消、課題への取り組みを強化することが必要である。
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・Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000：国家開発計画 1995-2000／大統領府ＨＰ

・PRODEFOR：progarama para el desarrollo forestal（PRODEFOR：森林開発プログラム）／メキ

シコ環境天然資源漁業省森林資源局

・Programa de reforma del sector salud 1995-2000（医療セクター改革プログラム 1995-

2000）／メキシコ保健省

・Programa Forestal y de Suelo 1995-2000（森林プログラムと土壌 1995-2000）／メキシコ環

境天然資源漁業省

・Programa para un Nuevo Federalismo 1995-2000（新しい連邦制プログラム 1995-2000）／メキ

シコ内務省

・PROGRESA：A Description and a Review of Initial Results（PROGRESA：初期の成果状況と

そのレビュー）／メキシコ社会開発省

・Progresa：Programa de Educacion, Salud y Alimentacion（教育、保健、食料プログラム）／

メキシコ行政：PROGRESA特別プログラム調整局

・Proyecto para el Establecimiento del Centro de Investigacion y Desarrollo de la

Formacion para el Trabajo：CIDFORT Sept,99（職業訓練研究開発センター設立プロジェクト）

／メキシコ文部省技術教育研究次官省、職業訓練センター局

・Resumen Regiones Prioritarias（要約：重点地域）／メキシコ社会開発省

・Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural（農牧農村開発省：プログラム

集）／メキシコ農牧農村開発省

・Sintesis Ejecutiva：Programa Forestal y de Suelo 1995-2000（行政方針要約：森林プログ

ラムと土壌 1995-2000）／メキシコ環境天然資源漁業省

・Solucion es CRECE, No. 6 , 8月 ,1999（解決は企業競争力センタープログラム）／メキシコ

商業産業振興省、企業競争力センター事務局

・Soluciones CRECE：Boletin informativo（問題解決策 CRECE）／ Centro para el Desarrollo

de la Competitividad Empresarial（企業競争力開発センター）

・Taller sobre la transicion demografica y epidemiologica en Mexico, Centroamerica, y

el Caribe：Informe ejecutivo（メキシコ、中米、カリブ人口推移、伝染病推移ワークショッ

プ：行政報告）／メキシコ保健省

・メキシコ環境研究研修センター（紹介資料）／メキシコ環境研究研修センター
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